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問
題
の
所
在

従
来
、
条
約
に
関
し
、
日
米
安
全
保
障
条
約
問
題
を
契
機
と
し
て
（
１
）、

条
約
の
内
容
に
関
す
る
司
法
審
査
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
、
と
い
っ
た
問
題
が

議
論
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
条
約
の
内
容
の
合
憲
性
の
問
題
を
除
い
て
、
条
約
の
締
結
か
ら
終
了
に
至
る
手
続
あ
る
い
は
行
為
に
つ
い
て
の
議
論
状

況
を
み
る
と
、
国
会
に
よ
る
統
制
の
観
点
か
ら
の
研
究
が
あ
る
程
度
み
う
け
ら
れ
る
も
の
の
、
司
法
審
査
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
ま
り

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
条
約
の
締
結
か
ら
終
了
に
至
る
手
続
ま
た
は
行
為
に
関
連
す
る
司
法
審
査
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
分
析
的
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
条
約
の
内
容
に
対
す
る
司
法
審
査
を
別
と
し
て
も
、
条
約
の
交
渉
、
条
約
の
批
准
・
承
認
手
続
、
条
約
の
批
准
・
承
認
の

決
定
、
条
約
の
公
布
、
条
約
の
解
釈
、
条
約
の
執
行
、
条
約
の
留
保
、
条
約
の
改
正
、
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
な
ど
、
に
関
す
る
司
法
審
査
の
射

程
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
個
別
に
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、「
条
約
の
締
結
手
続
は
、
統
治
行
為
で
あ
る
」
な
ど
と

い
う
よ
う
な
、
お
お
ざ
っ
ぱ
な
括
り
で
済
ま
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
実
際
に
わ
が
国
で
は
、
条
約
の
承
認
手
続
に
議
会
承
認
が

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
司
法
審
査
が
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
と
っ
て
み
て
も
個
別
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上

三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
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一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四

で
、
そ
の
内
容
と
性
質
に
応
じ
て
、
ど
の
程
度
の
範
囲
で
裁
判
に
よ
る
審
査
（
２
）が

及
ぶ
の
か
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
素
材

と
し
て
、
わ
が
国
の
事
例
と
と
と
も
に
、
事
例
が
比
較
的
豊
富
で
あ
る
と
と
も
に
、
統
治
行
為
論
の
母
国
で
も
あ
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
参
照
し

て
い
く
。

な
お
、
本
稿
で
は
、「
条
約
」
と
い
う
語
で
、
国
際
約
束
（
３
）一

般
を
さ
す
場
合
と
、
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
条
約
（
わ
が
国
の
場
合
な
ら
ば
、
国
会
承
認
を

受
け
て
い
る
も
の
）
を
さ
す
場
合
が
あ
る
。
文
脈
上
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
て
い
る
か
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
特
に
注
釈
を
つ
け
ず
条
約
と

い
う
語
を
用
い
る
が
、
こ
の
両
者
が
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
や
、
特
に
行
政
取
極
等
を
含
む
国
際
約
束
一
般
を
意
味
す
る
場

合
は
、
前
者
の
意
味
の
条
約
に
つ
い
て
は
「
国
際
約
束
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
場
合
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
議
論
す
る
上
で
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
条
約
の
締
結
な
い
し
終
了
手
続
に
関
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
の
制
度
と
運
用

を
確
認
す
る
（
第
一
章
）。
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
に
お
け
る
具
体
的
運
用
を
、
個
別
の
手
続
ご
と
に
検
討
し
（
第
二
章
、
第
三
章
）、
そ
し
て
、
最

後
に
、
条
約
の
締
結
な
い
し
終
了
手
続
に
関
す
る
裁
判
に
よ
る
審
査
の
射
程
に
つ
い
て
、
全
体
的
な
考
察
を
加
え
る
と
と
も
に
、
若
干
の
理
論
的
検

討
を
行
な
う
（
第
四
章
）。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
１
）
最
高
裁
大
法
廷
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
一
二
月
一
六
日
判
決
（
砂
川
事
件
）
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
。

（
２
）
本
稿
で
は
、
司
法
審
査
と
い
う
用
語
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
の
行
な
う
よ
う
な
抽
象
的
審
査
を
含
め
る
た
め
に
、
裁
判
に
よ
る
審
査
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

（
３
）
「
国
際
約
束
」
と
い
う
用
語
は
、
広
い
意
味
で
の
条
約
を
示
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
外
務
省
設
置
法
四
条
四
号
お
よ
び
五
号
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
章
　
予
備
的
考
察

本
章
で
は
、
本
稿
の
主
題
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
と
わ
が
国
の
国
内
に
お
け
る
、
条
約
に
関
す
る
現
実
の
制
度
と
運
用

を
確
認
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
確
認
作
業
以
上
の
、
条
約
関
係
の
制
度
と
運
用
に
対
す
る
理
論
的
考
察
は
控
え
る
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス

の
制
度
と
運
用
を
み
よ
う
。

第
一
節
　
条
約
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
と
運
用

一
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
条
約
の
締
結
手
続

（
１
）
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
上
の
条
約
お
よ
び
国
際
協
定
の
概
念

条
約
の
締
結
手
続
を
み
る
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
に
お
け
る
、
条
約
の
概
念
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
国
憲
法
は
、
次
の
よ

う
に
定
め
て
い
る
。

第
五
二
条

共
和
国
大
統
領
は
、
条
約
に
つ
い
て
交
渉
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
批
准
す
る
。

共
和
国
大
統
領
は
、
批
准
に
付
さ
れ
な
い
国
際
協
定
の
締
結
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
交
渉
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
五
共
和
国
憲
法
は
、「
条
約
」（traité

）
と
「
国
際
協
定
」（accord

in
tern

ation
al

）
を
区
別
し
て
い
る
。
条
約
は
、
大
統
領

五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六

の
名
に
お
い
て
、
交
渉
さ
れ
、
批
准
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
協
定
は
、
政
府
の
名
に
お
い
て
締
結
さ
れ
、
批
准
に
附
さ
れ
な
い
。
こ
の
国
際

協
定
は
、
さ
ら
に
、
国
際
法
上
の
、
事
後
的
な
承
認
の
対
象
に
な
る
も
の
（
国
際
法
上
の
「
承
認
」「
受
諾
」
な
ど
）
と
、
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
（
署
名

だ
け
で
国
際
法
上
の
効
力
が
発
生
す
る
も
の
な
ど
）
に
区
別
さ
れ
る
（
４
）。

な
お
、
こ
の
条
約
と
国
際
協
定
と
い
う
区
別
は
、
批
准
の
存
否
と
国
内
的
な
手
続
に

注
目
し
た
区
別
で
あ
り
、
国
際
法
上
の
、
条
約
、
協
定
等
の
概
念
と
は
一
致
し
な
い
（
５
）。

国
内
手
続
に
お
け
る
、
よ
り
実
質
的
な
区
別
は
、
憲
法
五
三
条
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
五
三
条
一
項
・
二
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
三
条

平
和
条
約
、
通
商
条
約
、
国
際
組
織
に
関
す
る
条
約
も
し
く
は
協
定
、
国
の
財
政
を
拘
束
す
る
条
約
も
し
く
は
協
定
、
法
律
の
性

格
を
も
つ
規
定
を
変
更
す
る
条
約
も
し
く
は
協
定
、
人
の
身
分
に
関
す
る
条
約
も
し
く
は
協
定
、
領
土
の
割
譲
、
交
換
ま
た
は
併
合
を
内
容

に
含
む
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
批
准
さ
れ
、
ま
た
は
承
認
さ
れ
な
い
。

前
項
の
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
批
准
さ
れ
、
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
効
力
を
発
し
な
い
。

こ
れ
を
み
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
五
三
条
は
、
国
際
約
束
の
内
容
に
よ
り
、
議
会
に
よ
る
締
結
の
許
可
が
必
要
な
国
際
約
束
と
そ
う
で
な
い
も
の

を
区
別
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
上
の
批
准
に
附
さ
れ
な
い
国
際
約
束
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
議
会
の
許
可
が
締
結
の

前
提
と
し
て
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
し
、
国
際
法
上
の
批
准
を
要
求
さ
れ
て
い
る
国
際
約
束
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
、
議
会
の
許
可

が
必
要
な
い
も
の
も
あ
り
得
る
（
６
）。

さ
ら
に
、
五
三
条
の
議
会
の
許
可
に
代
え
て
、
大
統
領
は
、
憲
法
一
一
条
に
よ
り
、「
憲
法
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
諸
制
度
の
運
営

に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
で
あ
ろ
う
条
約
の
批
准
を
許
可
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
案
」
を
人
民
投
票
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
条
約
」

の
中
に
は
、「
国
際
協
定
」
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
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（
２
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
条
約
お
よ
び
国
際
協
定
締
結
な
ら
び
に
終
了
・
運
用
停
止
の
国
内
手
続

第
五
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
約
束
締
結
な
い
し
終
了
・
運
用
停
止
の
国
内
手
続
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
議
会
に
よ
る
批
准
の
許
可
が

必
要
で
、
大
統
領
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
る
条
約
の
典
型
的
な
締
結
手
続
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

国
際
法
上
の
批
准
が
必
要
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
交
渉
は
、
大
統
領
の
指
揮
下
で
行
わ
れ
る
。
大
統
領
は
全
権
委
員
を
任
命
し
、
全
権
委
任

状
に
署
名
す
る
。
全
権
委
員
は
大
統
領
の
名
で
交
渉
を
行
う
。
条
約
案
文
が
確
定
さ
れ
る
と
、
条
約
に
署
名
が
さ
れ
る
。
次
に
、
政
府
は
、
当
該
条

約
に
つ
き
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（C

on
seil

d
’É

tat

）
の
意
見
を
聴
い
た
後
、
閣
議
で
審
議
し
、
議
会
に
許
可
を
求
め
る
法
律
案
を
提
出
す
る
（
８
）。

な
お
、
こ
の
と
き
大
統
領
は
、
議
会
に
許
可
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
許
可
を
求
め
る
法
律
案
を
人
民
投
票
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
会
で
条
約

の
批
准
を
許
可
す
る
法
律
案
が
可
決
さ
れ
る
と
（
９
）、

大
統
領
は
、
国
際
法
上
の
批
准
を
行
う
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
批
准
書
に
署
名
す
る
。
大
統
領
は
、

こ
の
と
き
、
批
准
を
す
る
こ
と
を
拒
否
で
き
る
し
、
い
つ
行
う
か
も
自
由
に
決
定
で
き
る
（
10
）。

批
准
書
の
交
換
等
が
な
さ
れ
る
と
、
国
際
法
上
、
条
約

に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
確
定
的
と
な
る
。
そ
し
て
、
国
内
的
に
は
、「
個
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
性
質
」
の

国
際
約
束
に
つ
い
て
は
（
11
）、

大
統
領
は
デ
ク
レ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

次
に
、
議
会
で
の
許
可
が
必
要
な
く
、
批
准
の
い
ら
な
い
国
際
協
定
の
典
型
的
な
締
結
手
続
を
追
っ
て
み
よ
う
。

批
准
の
い
ら
な
い
協
定
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
指
揮
の
下
で
交
渉
が
進
め
ら
れ
る
。
大
統
領
は
、
政
府
か
ら
報
告
を
受
け
る
だ
け
で
あ
る
。
政
府

が
協
定
の
交
渉
を
行
い
、
合
意
が
な
さ
れ
る
と
署
名
さ
れ
る
。
な
お
、
署
名
の
委
任
状
が
発
出
さ
れ
る
と
き
は
、
委
任
状
は
外
務
大
臣
に
よ
っ
て
署

名
さ
れ
る
。
国
際
法
上
は
、
署
名
だ
け
で
効
力
が
発
生
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
国
内
的
に
は
、「
個
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ

ろ
う
性
質
」
の
国
際
約
束
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
は
デ
ク
レ
に
よ
り
、
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
内
法
秩
序
に
お
い

七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八

て
は
、
こ
の
公
布
の
デ
ク
レ
に
大
統
領
が
署
名
す
る
こ
と
が
、
国
際
約
束
に
国
内
的
効
力
を
も
た
ら
す
憲
法
五
五
条
に
お
け
る
「
承
認
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
（
第
二
章
第
三
節
二
（
３
）
ナ
ヴ
ィ
ガ
ト
ー
ル
社
事
件
参
照
）。

そ
れ
で
は
、
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
の
国
内
的
手
続
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
条
約
の
終
了
・
破
棄
に
つ
い
て
は
、

執
行
権
が
議
会
の
介
入
な
し
に
そ
れ
ら
の
行
為
を
行
え
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
議
会
の
許
可
は
、
締
結
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
締
結

が
可
能
と
い
う
状
態
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
締
結
し
て
い
る
状
態
を
止
め
る
こ
と
に
つ
い
て
新
た
な
許
可
は
必
要
な
い
と
い
う

理
由
に
基
づ
く
（
13
）。

も
っ
と
も
、
議
会
に
は
、
政
府
を
不
信
任
す
る
こ
と
で
、
条
約
の
終
了
・
破
棄
に
つ
い
て
政
府
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
が
残
っ

て
い
る
（
14
）。

ま
た
、
条
約
の
運
用
停
止
に
つ
い
て
も
、
条
約
の
終
了
同
様
、
執
行
権
は
、
議
会
の
介
入
な
し
に
、
そ
の
行
為
を
行
え
る
と
さ
れ
て
い
る
（
15
）。

な
お
、
現
在
で
は
、「
個
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
性
質
」
の
国
際
約
束
に
関
す
る
留
保
・
解
釈
宣
言
お
よ
び
そ
の
撤
回
な
ら

び
に
国
際
約
束
の
終
了
・
破
棄
も
公
布
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
（
16
）。

条
約
の
運
用
停
止
は
、
法
令
上
は
、
公
布
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

現
在
の
判
例
で
は
（
第
二
章
第
九
節
二
参
照
）、
公
布
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
17
）。

次
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
い
て
、
国
際
約
束
が
法
律
・
行
政
行
為
に
対
し
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

二
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力
―
条
約
と
法
律
及
び
行
政
行
為
―

フ
ラ
ン
ス
の
第
五
共
和
国
憲
法
五
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
五
五
条

適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
協
定
も
し
く
は
各
条
約
の
施
行
を
留
保

条
件
と
し
て
、
公
布
後
直
ち
に
法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力
を
も
つ
。
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こ
の
規
定
に
よ
り
、
現
在
で
は
国
際
約
束
の
国
内
的
効
力
が
、
国
内
法
に
よ
る
補
完
、
具
体
化
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
認
め
ら
れ
る
と
い
う
状
況

に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
国
際
約
束
が
国
内
的
に
効
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
る
。
ま
ず
、
前
提
条
件
と
し
て
、
①
国
際

約
束
が
自
動
執
行
の
性
格
を
も
つ
こ
と
、
次
に
、
五
五
条
の
定
め
る
条
件
と
し
て
、
②
国
際
約
束
が
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
③
国
際
約
束
が
公
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
相
互
性
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、

国
際
約
束
が
国
内
法
秩
序
で
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
在
の
段
階
に
至
る
ま
で
、
国
際
約
束
の
国
内
的
効
力
に
つ
い
て
の
取
り

扱
い
は
変
遷
を
経
て
い
る
。
国
際
約
束
が
国
内
法
へ
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
時
代
を
追
い
な
が
ら
確
認
し
て
お
こ
う
（
18
）。

（
１
）
第
三
共
和
制

第
三
共
和
制
憲
法
に
は
、
条
約
の
締
結
手
続
に
関
す
る
規
定
（
一
八
七
五
年
七
月
一
六
日
憲
法
的
法
律
八
条
）
は
あ
っ
た
も
の
の
、
条
約
の
国
内
的
効
力

に
関
す
る
い
か
な
る
規
定
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
は
、
条
約
の
国
内
的
効
力
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

司
法
裁
判
所
は
、
一
八
七
五
年
憲
法
以
前
か
ら
公
布
を
条
件
と
し
て
条
約
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
破
棄
院
（C

ou
r

d
e

cassation

）

は
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
、「
条
約
は
法
律
の
効
力
を
も
つ
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
破
棄
院
が
、
こ
の
よ
う
に
条
約
と
法
律
を

同
一
視
し
、
両
者
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
者
が
矛
盾
す
る
と
き
に
は
後
法
優
位
の
原
則
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
考
え

方
は
、
条
約
と
そ
れ
よ
り
の
ち
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
、
破
棄
院
民
事
部
一
九
三
一
年
一
二
月
二
二
日
の
サ
ン
シ
ェ
対
ゴ

ズ
ラ
ン
事
件
判
決
（
19
）に

お
け
る
、
一
般
代
理
官
（
検
事
長
）（p

rocu
reu

r
gén

éral
）
（
20
）マ

ッ
テ
ル
（P

au
l

M
atter

）
の
有
名
な
論
告
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
方
（
破
棄
院
の
判
事
〔
引
用
者
補
足
〕）
は
法
律
の
意
思
以
外
の
い
か
な
る
意
思
も
認
識
し
な
い
し
、
ま
た
知
る
こ
と

九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
〇

も
で
き
な
い
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
司
法
制
度
が
よ
っ
て
立
つ
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
」。

一
方
、
行
政
裁
判
所
は
、
司
法
裁
判
所
よ
り
慎
重
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
越
権
訴
訟
（recou

rs
p

ou
r

excès
d

e
p

ou
voir

）

と
全
面
裁
判
訴
訟
（con

ten
tieu

x
d

e
la

p
lein

e
ju

rid
iciton

）
（
21
）と

で
異
な
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
越
権
訴
訟
で
は
、
条
約
違
反

と
い
う
理
由
は
行
政
行
為
の
取
消
の
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
22
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
全
面
裁
判
訴
訟
で
は
、
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
ケ
ー

ス
で
、
条
約
の
援
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
23
）。

し
か
し
、
こ
の
区
別
は
論
理
性
に
乏
し
く
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
越
権
訴
訟
で
条
約
を
適
用
し
た
り
、
逆
に
全
面
裁
判
訴
訟
で
条
約
の
適

用
を
認
め
な
か
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
、
行
政
裁
判
所
の
態
度
は
は
っ
き
り
し
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
（
24
）。

（
２
）
第
四
共
和
制

一
九
四
六
年
憲
法
は
、
第
三
共
和
制
憲
法
と
は
異
な
り
、
条
約
の
国
内
的
効
力
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
て
い
た
。
二
六
条
で
は
、「
適
法
に
批

准
さ
れ
公
布
さ
れ
た
外
交
上
の
条
約
は
、
そ
の
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
と
矛
盾
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
条
約
の
批
准
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
立
法
上
の
措
置
以
外
の
立
法
上
の
措
置
を
必
要
と
し
な

い
」
と
さ
れ
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
き
一
元
的
立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
二
八
条
で
は
、「
適
法
に
批
准
さ
れ
公
布
さ
れ
た
外
交

上
の
条
約
は
、
国
内
法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力
を
有
す
る
…
」
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
二
六
条
で
条
約
が
法
律
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
と
し
、
二

八
条
で
条
約
が
法
律
よ
り
優
位
す
る
と
し
て
い
る
の
で
、
一
見
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
二
六
条
は
、
単
に
条
約
が
国
内
で
適
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
二
八
条
は
、
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て

い
た
（
25
）。
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こ
の
憲
法
に
よ
り
、
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
行
為
の
取
消
が
争
わ
れ
る
越
権
訴
訟
に
お
い
て
も
、
条
約
を
根
拠
と
し
て
判
決
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
（
26
）。

し
か
し
、
憲
法
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
後
法
優
位
と
い
う
マ
ッ
テ
ル
法
理
も
放
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
破
棄
院
も
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
こ
の
法
理
を
あ
い
か
わ
ら
ず
維
持
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
立
法
権
を
優
位
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
的
な
権
力
分
立
の
考
え
に
よ
り
、

司
法
裁
判
所
も
、
行
政
裁
判
所
も
、
法
律
の
審
査
権
を
も
た
な
い
と
い
う
原
則
に
由
来
す
る
。
こ
の
権
力
分
立
の
原
理
を
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の

原
理
よ
り
優
越
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
裁
判
所
も
、
行
政
裁
判
所
も
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
権
は
も
ち
ろ
ん
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
権

も
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
27
）。

（
３
）
第
五
共
和
制

一
九
五
八
年
憲
法
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
第
四
共
和
制
憲
法
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
憲
法
五
五
条
は
、「
適
法
に

批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
協
定
も
し
く
は
各
条
約
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
布
後
直

ち
に
法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力
を
も
つ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
憲
法
院
（C

on
seil

con
stitu

tion
n

el

）
を
新
た
に

創
設
し
、
そ
れ
に
法
律
の
合
憲
性
審
査
を
担
わ
せ
る
と
し
た
。
そ
れ
で
は
、
第
五
共
和
国
憲
法
下
で
は
、
裁
判
所
に
よ
り
、
条
約
と
条
約
よ
り
後
に

制
定
さ
れ
た
法
律
と
の
効
力
関
係
は
実
際
に
ど
う
扱
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。

ま
ず
、
憲
法
院
は
、
人
口
妊
娠
中
絶
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
条
項
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
、
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日

の
判
決
（
28
）で

、
憲
法
院
は
、
条
約
と
法
律
と
の
適
合
性
を
審
査
す
る
権
限
を
も
た
な
い
と
判
断
し
た
。
憲
法
院
は
、
憲
法
五
五
条
が
条
約
の
法
律
に
優

越
す
る
効
力
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
憲
法
は
、
条
約
の
法
律
に
対
す
る
優
越
と
い
う
原
理
が
、
憲
法
六
一
条
が
定
め
て

い
る
憲
法
院
の
権
限
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
て
も
い
な
い
し
、
含
意
も
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
で
あ
る
。
憲
法
六
一
条
に
よ
っ

一
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
二

て
な
さ
れ
る
判
決
は
絶
対
的
で
決
定
的
な
性
格
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
条
約
は
、
そ
の
適
用
範
囲
が
署
名
国
と
の
間
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

相
対
的
で
あ
り
、
ま
た
相
互
性
の
条
件
の
た
め
に
、
時
期
の
よ
っ
て
適
用
が
左
右
さ
れ
う
る
点
で
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い

る
。
ま
た
、「
条
約
に
反
す
る
法
律
は
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」。
以
上
の
法
律
の
条
約
適
合
性
の

審
査
と
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
と
の
性
質
の
違
い
か
ら
五
五
条
の
原
理
は
六
一
条
の
手
続
に
よ
っ
て
は
保
障
さ
れ
な
い
。
こ
の
判
決
で
、
憲
法
院

は
、
自
ら
条
約
と
法
律
の
適
合
性
審
査
に
つ
い
て
の
管
轄
権
が
な
い
と
宣
言
し
た
の
で
、
結
局
、
そ
の
管
轄
権
の
空
白
を
埋
め
る
必
要
が
出
て
き

た
。破

棄
院
合
同
部
は
、
こ
の
憲
法
院
の
判
決
を
受
け
て
、
一
九
七
五
年
五
月
二
四
日
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
ブ
ル
事
件
判
決
（
29
）で

、
マ
ッ
テ
ル
法
理
を
放

棄
し
、
条
約
が
、
そ
れ
よ
り
後
に
成
立
し
た
法
律
に
対
し
て
優
越
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
一
般
代
理
官
（
検
事
長
）
ト
ゥ
フ
ェ
（T

ou
ffait

）
は
、
本

件
の
論
告
で
、
そ
の
根
拠
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
憲
法
院
が
、
自
ら
無
権
限
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
黙
示
的
に
司
法
・
行
政
裁

判
所
に
管
轄
権
を
委
ね
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
通
常
裁
判
所
が
法
律
の
条
約
適
合
性
を
審
査
で
き
な
い
わ
け
は
、
通
常
裁
判
所
が

法
律
の
合
憲
性
審
査
機
関
で
な
い
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
院
が
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
と
合
憲
性
審
査
を
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
か
ら
、

法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
は
、
通
常
裁
判
所
が
管
轄
で
き
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
、
学
説
に
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
不
十
分
で
、
憲
法
五
五

条
が
、
権
力
分
立
の
憲
法
的
原
理
を
暗
黙
的
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
裁
判
所
に
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
権
を
与
え
た
と
い
う
説
明
が
、

こ
の
よ
う
な
解
決
を
正
当
化
で
き
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
30
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
憲
法
院
の
判
決
の
後
も
、
し
ば
ら
く
マ
ッ
テ
ル
法
理
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
争
訟
部
大
法
廷

一
九
八
九
年
一
〇
月
二
〇
日
の
ニ
コ
ロ
氏
事
件
判
決
（
31
）で

、
と
う
と
う
マ
ッ
テ
ル
法
理
を
放
棄
し
、
条
約
の
法
律
に
対
す
る
完
全
な
優
位
を
認
め
た
の
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で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
第
五
共
和
制
で
は
、
条
約
は
法
律
に
優
越
す
る
国
内
的
な
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
議
会
に
よ
る

承
認
を
必
要
と
し
な
い
国
際
約
束
も
、
法
律
よ
り
上
位
の
効
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
32
）。

条
約
と
法
律
・
行
政
行
為
と
の
関
係
は
以
上
で
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
条
約
と
憲
法
は
、
第
五
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
、
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
の
観
点
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
検
討
し
よ
う
。

三
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力
―
条
約
と
憲
法
―

第
五
共
和
制
ま
で
は
、
条
約
の
憲
法
適
合
性
を
裁
判
所
が
審
査
す
る
制
度
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
五
共
和
国
憲
法
に
よ
っ
て
、

憲
法
院
が
創
設
さ
れ
、
こ
の
憲
法
院
が
条
約
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
審
査
手
続
は
事
前
審
査
が
基
本
で
あ
る
点
に
特
徴

が
あ
る
。
こ
の
憲
法
院
に
よ
る
条
約
の
合
憲
性
審
査
手
続
を
み
て
み
よ
う
。

第
五
共
和
国
憲
法
の
運
用
の
下
で
は
、
条
約
の
合
憲
性
審
査
は
、
五
四
条
の
定
め
る
手
続
と
六
一
条
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
（
33
）。

こ

の
う
ち
、
五
四
条
に
よ
る
審
査
は
、
国
際
約
束
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
別
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
六
一
条
に
よ
る
審
査
は
、
法
律
一
般

に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
よ
り
一
般
的
な
性
格
を
も
つ
。
ま
ず
、
前
者
の
手
続
を
み
よ
う
。

憲
法
五
四
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
五
四
条

共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
い
ず
れ
か
の
議
長
、
ま
た
は
六
〇
人
の
国
民
議
会
議
員
も
し
く
は
六
〇
人
の
元
老
院
議
員
に
よ

る
付
託
を
う
け
た
憲
法
院
が
、
国
際
協
約
が
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
を
含
ん
で
い
る
と
宣
言
し
た
場
合
に
は
、
憲
法
改
正
の
後
で
な
け
れ
ば
、

一
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
四

当
該
国
際
協
約
の
批
准
ま
た
は
承
認
の
許
可
は
な
し
え
な
い
。

五
四
条
の
手
続
で
、
憲
法
院
に
付
託
で
き
る
者
は
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
い
ず
れ
か
の
議
長
、
ま
た
は
六
〇
人
以
上
の
国
民
議
会
議

員
も
し
く
は
六
〇
人
以
上
の
元
老
院
議
員
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
付
託
権
者
は
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
い
ず
れ
か
の
議
長
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
一
九
七
四
年
の
六
一
条
の
手
続
に
お
け
る
提
訴
権
者
の
拡
大
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
形
で
、
一
九
九
二
年
の
憲
法
改
正
に
よ
り
、
付
託
権
者
の

範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。

付
託
で
き
る
時
期
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
例
に
よ
る
と
、
国
際
協
約
（en

gagem
en

t
in

tern
ation

al

）
（
34
）の

署
名
か
ら
、
議
会
で
、
あ
る
い
は
憲
法

一
一
条
に
よ
る
国
民
投
票
で
批
准
・
承
認
を
許
可
す
る
法
律
案
が
可
決
さ
れ
る
前
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

審
査
対
象
に
つ
い
て
は
、
憲
法
五
三
条
一
項
が
予
定
す
る
法
律
に
よ
る
許
可
が
必
要
な
国
際
協
約
に
限
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
た
。
こ

の
点
、
こ
れ
ま
で
の
運
用
で
は
、
政
府
が
、
必
ず
し
も
五
三
条
一
項
の
予
定
し
な
い
国
際
協
約
の
批
准
・
承
認
を
許
可
す
る
法
律
を
、
自
己
の
裁
量

に
よ
り
、
議
会
に
か
け
る
と
き
は
、
憲
法
院
は
審
査
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
憲
法
六
一
条
に
よ
る
手
続
を
み
て
み
よ
う
。
憲
法
六
一
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
六
一
条
二
項

〔
憲
法
適
合
性
と
い
う
〕
同
じ
目
的
で
、
法
律
は
、
そ
の
審
署
前
に
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
国
民
議
会
の
議
長
、
元
老

院
の
議
長
、
ま
た
は
、
六
〇
人
の
国
民
議
会
議
員
も
し
く
は
六
〇
人
の
元
老
院
議
員
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
六
一
条
に
よ
る
国
際
約
束
の
合
憲
性
審
査
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
五
四
条
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
五
四
条
に
加
え
て
六
一
条
で

も
審
査
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
六
一
条
の
手
続
で
憲
法
院
に
付

託
で
き
る
者
は
、
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
に
よ
り
、
六
〇
人
の
国
民
議
会
議
員
ま
た
は
六
〇
人
の
元
老
院
議
員
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
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の
と
き
、
な
ぜ
か
五
四
条
の
付
託
権
者
を
六
一
条
と
同
様
に
拡
大
す
る
と
い
う
改
正
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
欠
落
を
補
う
意
味
で
、
憲
法
院
は

一
九
七
六
年
一
二
月
三
〇
日
の
判
決
で
、
六
一
条
を
国
際
約
束
の
合
憲
性
審
査
手
続
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
た
（
35
）。

こ
れ
に
よ
り
、
国
際
約
束

の
批
准
・
承
認
を
許
可
す
る
法
律
を
媒
介
と
し
て
国
際
約
束
の
内
容
も
合
憲
性
審
査
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

付
託
で
き
る
時
期
は
、
議
会
が
国
際
約
束
の
批
准
・
承
認
を
許
可
す
る
法
律
を
可
決
し
て
か
ら
、
大
統
領
が
法
律
に
審
署
す
る
ま
で
の
間
で
あ
る
。

現
時
点
で
の
、
五
四
条
と
の
最
大
の
相
違
は
こ
の
付
託
時
期
の
差
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
審
査
対
象
は
、
議
会
が
可
決
し
た
法
律
で
あ
り
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
法
律
に
は
及
ば
な
い
（
36
）。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲
法
と
条
約
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
典
の
規
定
上
必
ず
し

も
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
暗
黙
的
に
、
憲
法
が
、
条
約
よ
り
上
位
の
効
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
（
37
）。

こ
れ
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
争
訟
部
大
法
廷
一
九
九
八
年
一
〇
月
三
〇
日
の
サ
ラ
ン
氏
事
件
判
決
（
38
）で

、
条
約
に
付
与
さ
れ
た

優
越
性
は
、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
憲
法
的
性
質
を
も
つ
規
定
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
右
で
論
じ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
、
憲
法
院
は
条
約
を
事
前
審
査
す
る
権
限
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
と
条
約
の
内
容
に

矛
盾
が
あ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
事
後
的
に
審
査
し
、
条
約
を
違
憲
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
た
だ
し
、
憲

法
院
は
、
条
約
の
批
准
・
承
認
手
続
に
つ
い
て
は
、
間
接
的
な
形
で
、
事
後
的
に
審
査
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
近

年
判
例
を
変
更
し
、
条
約
の
批
准
・
承
認
手
続
を
事
後
的
に
審
査
で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
詳
述
す
る
（
第
二
章
第
三
節
二
参

照
）。
次
の
節
で
は
、
わ
が
国
の
制
度
と
運
用
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

一
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
六

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
４
）

C
f.Jean

C
om

bacau
et

S
erge

S
u

r,
D

r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l
p

u
b
lic

,6
eéd

.,M
on

tch
restien

,2004,p
.121.

（
５
）
国
際
法
上
は
、
例
え
ば
協
定
と
い
う
名
の
国
際
約
束
で
あ
っ
て
も
批
准
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
し
、
逆
に
、
条
約
と
い
う
名
の
国
際
約
束
で
あ
っ
て
も
批
准
さ
れ
な
い
も

の
も
あ
る
。
―C

f.T
h

ierry
S

.R
en

ou
x

et
M

ich
eld

e
V

illiers,
C

o
d

e
c
o
n

s
titu

tio
n

n
e
l,3

eéd
.,m

ise
à

jou
r

au
2004,L

itec,2004,p
.473.

（
６
）
な
お
、
こ
の
議
会
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
に
は
、
軍
事
同
盟
、
相
互
援
助
、
不
可
侵
に
関
す
る
国
際
約
束
な
ど
の
重
要
事
項
が
入
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、

政
府
は
、
リ
ス
ト
に
な
い
国
際
約
束
に
つ
い
て
も
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
議
会
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
―C

f.
P

ierre
P

actet,
In

s
titu

-

tio
n

s
p

o
litiq

u
e
s
,

D
r
o
it

c
o
n

s
titu

tio
n

n
e
l,21

eéd
.,

A
rm

an
d

C
olin

,2002,
p

.575
;

E
lisabeth

Z
oller,

D
r
o
it

d
e
s

r
e
la

tio
n

s
e
x

té
r
ie

u
r
e
s
,

P
.

U
.

F
.,1992,

p
p

.210,211
et213.

（
７
）

C
f.P

actet,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.576.

（
８
）

C
f.R

en
ou

x
et

d
e

V
illiers,

s
u

p
r
a

n
ote
5,p

.474.

（
９
）
国
民
議
会
お
よ
び
元
老
院
の
議
院
規
則
に
よ
る
と
、
各
議
院
が
採
決
す
る
の
は
、
条
約
自
体
で
は
な
く
、
条
約
の
批
准
を
許
可
す
る
法
律
案
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
わ

が
国
の
採
決
の
仕
方
に
類
似
し
て
い
る
。
―C

f.Z
oller,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.221.

な
お
、
領
土
の
割
譲
・
交
換
・
併
合
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
住
民
の
同
意
が
必
要
と

さ
れ
る
（
憲
法
五
三
条
三
項
）。

（
10
）

C
f.

ib
id

.,p
.77

;P
actet,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.574.

（
11
）
逆
に
言
う
と
、
個
人
の
権
利
義
務
に
か
か
わ
ら
な
い
国
際
約
束
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
公
布
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
―C

f.P
actet,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.581.

（
12
）

D
écret

n
o53-192

d
u
14

m
ars
1953.

art
3.

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
が
加
入
し
て
い
る
国
際
約
束
に
よ
り
、
国
際
機
関
が
発
し
た
国
際
約
束
を
そ
の
国
際
機
関
が
公
布
す

る
場
合
は
、
国
内
的
な
公
布
は
不
要
と
さ
れ
る
。
―C

f.Z
oller,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.79.

（
13
）

C
f.

ib
id

.,p
.230

;P
actet,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.575.

（
14
）

C
f.Z

oller,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

p
.230-231.

（
15
）

C
f.

C
ou

r
d

’ap
p

el
d

e
P

aris,28
jan

vier
1926,

R
en

au
lt

et
S

oc.
d

es
u

sin
es

R
en

au
lt

C
.

S
oc.

R
ou

sski
R

en
au

lt,
S

ir
e
y

,1927,
II

,
p

p
.1-4,

n
ote

J.
-P

.

N
iboyet.

（
16
）

D
écret

n
o53-192

d
u
14

m
ars
1953.art4

et5.

（
17
）

C
f.

G
en

eviève
B

u
rd

eau
,

L
es

en
gagem

en
ts

in
tern

ation
au

x
d

e
la

F
ran

ce
et

les
ex

igen
ces

d
e

l’état
d

e
d

roit,
A

n
n

u
a

ir
e

fr
a

n
ç
a

is
d

e
d

r
o
it



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

一
七

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,1986,p
.855.

（
18
）

C
f.

R
on

n
y

A
brah

am
,

D
r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,
d

r
o
it

c
o
m

m
u

n
a

u
ta

ir
e

e
t

d
r
o
it

fr
a

n
ç
a

is
,

m
ise

à
jou

r
au
1990,

H
ach

ette,1990,
p

p
.73-123.

邦
語
の

文
献
と
し
て
、
参
照
、
滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
法
と
国
内
法
―
条
約
と
法
律
を
中
心
と
し
て
―
」
上
智
法
学
論
集
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
三
九
頁
以

下
、
建
石
真
公
子
「『
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
原
則
』
の
裁
判
的
保
障
（
一
）
―
フ
ラ
ン
ス
一
九
五
八
年
憲
法
第
五
五
条
の
提
起
す
る
問
題
―
」
名
古
屋
大
学
法
政
論

集
一
五
一
巻
（
一
九
九
三
年
）
二
二
九
頁
以
下
。

（
19
）

C
ou

r
d

e
cassation

,
ch

am
bre

civile,22
d

écem
bre
1931,

S
an

ch
ez

C
.

con
s.

G
ozlan

d
,

D
a

llo
z,1932,

I
,

p
p

.131-141,
con

cl.
P

au
l

M
atter,

n
ote

A
n

d
ré

T
rasbot.

（
20
）
一
般
代
理
官
（
検
事
長
）
の
論
告
は
、
中
立
的
な
立
場
で
述
べ
ら
れ
る
諮
問
的
な
意
見
で
あ
り
、
判
事
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
―
参

照
、
北
村
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
的
輔
佐
（m

in
istère

p
u

b
lic

い
わ
ゆ
る
検
察
）
の
概
念
」（
山
口
俊
夫
編
（
代
）、
野
田
良
之
先
生
古
稀
記
念
『
東
西
法
文
化

の
比
較
と
交
流
』、
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）
七
〇
一
頁
以
下
。

（
21
）
越
権
訴
訟
と
は
、
行
政
決
定
の
取
消
を
求
め
る
も
の
で
、
全
面
裁
判
訴
訟
と
は
、
原
状
回
復
・
損
害
賠
償
な
ど
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
22
）

C
f.C

on
seild

’É
tat,28

m
ai1937,S

ieu
r

D
ecerf,

S
ir

e
y

,1937,
III

,p
p

.73-75,n
ote

P
ierre

L
aroqu

e.

（
23
）

C
f.

C
on

seil
d

’É
tat,
12

ju
in
1901,

D
u

cau
d

,
R

e
c
u

e
il

d
e
s

d
é
c
is

io
n

s
d

u
C

o
n

s
e
il

d
’E

ta
t

e
t

d
u

T
r
ib

u
n

a
l

d
e
s

c
o
n

flits
,

d
e
s

a
r
r
ê
ts

d
e
s

c
o
u

r
s

a
d

m
in

is
tr

a
tiv

e
s

d
’a

p
p

e
l

e
t

d
e
s

ju
g
e
m

e
n

ts
d

e
s

tr
ib

u
n

a
u

x
a

d
m

in
is

tr
a

tifs
(
=

L
e
b
o
n

),p
.524.

（
24
）

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

p
.74-75.

（
25
）

Ib
id

.,p
.75.

（
26
）

C
f.C

on
seild

’É
tat,30

m
ai1952,d

am
e

K
irkw

ood
,
R

e
v

u
e

d
u

d
r
o
it

p
u

b
lic,1952,p

p
.781-795,con

cl.L
etou

rn
eu

r,n
ote

M
arcelW

alin
e.

（
27
）

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

p
.105-106.

（
28
）

C
on

seil
con

stitu
tion

n
el,74-54

D
C

d
u
15

jan
vier

1975,
L

.
F

avoreu
et

L
.

P
h

ilip
,

L
e
s

g
r
a

n
d

e
s

d
é
c
is

io
n

s
d

u
C

o
n

s
e
il

c
o
n

s
titu

tio
n

n
e
l

(
=

G
D

C
C

),

13
eéd

.,D
alloz,2005,p

p
.303-333.

（
29
）

C
ou

r
d

e
cassation

,
ch

am
b

re
m

ix
te,
24

m
ai
1975,

A
d

m
in

istration
d

es
D

ou
an

es
c.

S
ociété

C
afés

Jacq
u

es
V

ab
re

et
au

tre,
J

u
r
is

c
la

s
s
e
u

r

p
é
r
io

d
iq

u
e

(
L

a
S

e
m

a
in

e
ju

r
id

iq
u

e
),1975,II

,n
o18180

bis,con
cl.T

ou
ffait.

（
30
）

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

p
.110-111

et116.



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
八

（
31
）

C
on

seil
d

’É
tat,

A
ssem

b
lée,

20
octob

re
1989,

M
.

N
icolo,

L
e
b

o
n

,
p

p
.
190-199,

con
cl.

P
atrick

F
ryd

m
an

;
R

e
v

u
e

fr
a

n
ç
a

is
e

d
e

d
r
o

it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,1989,

p
p

.813-833,
con

cl.,
n

ote
B

ru
n

o
G

en
evois,

p
p

.993-999,
n

ote
L

ou
is

F
avoreu

,
p

p
.1000-1008,

n
ote

L
ou

is
D

u
bou

is
;

L
’A

c
tu

a
-

lité
ju

r
id

iq
u

e
,

D
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,
1989,

p
p

.
788-792,

n
ote

D
en

ys
S

im
on

,
p

p
.
756-763,

ch
ron

.
E

d
m

on
d

H
on

orat
et

E
ric

B
ap

tiste
;

R
e
v

u
e

tr
im

e
s
tr

ie
lle

d
e

d
r
o
it

e
u

r
o
p

é
e
n

,1989,p
p

.786-797,n
ote

G
u

y
Isaac

;D
alloz,1990,J.,p

p
.135-141,n

ote
P

au
lS

abou
rin

;
R

e
v

u
e

g
é
n

é
r
a

le
d

e
d

r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l
p

u
b
lic,
1990,

p
p

.
91-102,

n
ote

Jean
B

ou
lou

is
;

R
e
v

u
e

c
r
itiq

u
e

d
e

d
r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l
p

r
iv

é,
1990,

p
p

.
139-143,

n
ote

P
au

l

L
agard

e
;

J
o
u

r
n

a
l

d
u

d
r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,
1990,

p
p

.
5-33,

n
ote

Jacqu
es

D
eh

au
ssy

;
R

e
v

u
e

d
u

d
r
o
it

p
u

b
lic,
1990,

p
p

.
801-811,

n
ote

Jean
-

F
ran

çois
T

ou
ch

ard
;

A
n

n
u

a
ir

e
fr

a
n

ç
a

is
d

e
d

r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,1990,
p

p
.944-947,

ch
ron

.
J-F

.
L

ach
au

m
e

;
M

arceau
L

on
g,

P
rosp

er
W

eil,
G

u
y

B
raiban

t,
P

ierre
D

elvolvé
et

B
ru

n
o

G
en

evois,
L

e
s

g
r
a

n
d

s
a

r
r
ê
ts

d
e

la
ju

r
is

p
r
u

d
e
n

c
e

a
d

m
in

is
tr

a
tiv

e
(
=

G
A

J
A

),15
eéd

.,
D

alloz,2005,
p

p
.683-

694.

（
32
）

C
f.A

brah
am

,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

p
.26

et106.

（
33
）
参
照
、
大
藤
紀
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
批
准
前
の
条
約
の
合
憲
性
審
査
に
つ
い
て
（
１
）（
２
）」
一
橋
研
究
一
八
巻
二
号
（
一
九
九
三
年
）
七
一
頁
以
下
、
一
八
巻

四
号
（
一
九
九
四
年
）
八
九
頁
以
下
、
矢
口
俊
昭
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
取
極
の
違
憲
審
査
」（
現
代
憲
法
学
研
究
会
編
、
小
林
直
樹
先
生
還
暦
記
念
『
現
代

国
家
と
憲
法
の
原
理
』、
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）
一
四
七
頁
以
下
、
同
「
欧
州
統
合
に
関
わ
る
諸
条
約
と
憲
法
院
」（
中
村
睦
男
ほ
か
編
『
欧
州
統
合
と
フ
ラ
ン

ス
憲
法
の
変
容
』、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）
一
〇
四
頁
以
下
、
大
河
原
良
夫
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と
条
約
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
四
巻
一
号
（
一
九

九
三
年
）
二
二
一
頁
以
下
。

（
34
）
こ
の
「
国
際
協
約
」
と
い
う
概
念
は
、「
条
約
」「
国
際
協
定
」
の
両
概
念
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

（
35
）

C
on

seilcon
stitu

tion
n

el,76-71
D

C
d

u
30

d
écem

bre
1976,

D
a

llo
z,1977,J.,p

p
.201-206,n

ote
L

éo
H

am
on

;R
on

n
y

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

.51.

（
36
）

C
on

seil
con

stitu
tion

n
el,92-313

D
C

d
u
23

sep
tem

bre
1992,

R
e
c
u

e
il

d
e

ju
r
is

p
r
u

d
e
n

c
e

c
o
n

s
titu

tio
n

n
e
lle

(
=

R
J
C

)
,1959

-1993,
L

itec,1994,
p

p
.

510-511.

（
37
）

C
f.A

brah
am

,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

p
.35-36

;R
en

ou
x

et
d

e
V

illiers,
s
u

p
r
a

n
ote
5,p

.493.

（
38
）

C
on

seild
’É

tat,A
ssem

blée,30
octobre

1998,M
M

.S
arran

et
L

evach
er

et
au

tres,
R

e
v

u
e

fr
a

n
ç
a

is
e

d
e

d
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,1998,p

p
.1081-1093,

con
cl.

C
h

ristin
e

M
au

gü
é.

な
お
、
こ
の
判
決
は
、
大
藤
紀
子
「
規
範
内
部
の
『
規
範
違
反
』
―
セ
ラ
ン
（S

arran

）
事
件
判
決
（C

E
,

A
ss.,
30-10-1998

）
を
め
ぐ

っ
て
―
」
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
二
三
巻
（
二
〇
〇
一
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

第
二
節
　
条
約
に
関
す
る
わ
が
国
の
制
度
と
運
用

一
　
わ
が
国
に
お
け
る
条
約
の
締
結
手
続

（
１
）
日
本
国
憲
法
上
の
条
約
の
概
念

先
に
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
条
約
の
概
念
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
に
い
う
「
条
約
」
と
は
、
名
称
の
如
何
に
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
が
当
事
国
で
あ
る
す
べ
て
の
国
際
約
束
を
意
味
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
国
際
約
束
お
よ
び
国
会
の
承
認
を

必
要
と
し
な
い
そ
の
他
の
国
際
約
束
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
七
三
条
三
号
の
「
条
約
」
と
は
、
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を

必
要
と
す
る
国
際
約
束
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
も
、
条
約
と
い
う
名
称
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
国
会
の
承
認
を

必
要
と
し
な
い
国
際
約
束
の
締
結
は
、
七
三
号
二
号
の
「
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
内
閣
の
専
権
事
項
と
な
る
と

さ
れ
て
い
る
（
39
）。

そ
れ
で
は
、
国
会
承
認
が
必
要
な
条
約
と
そ
れ
以
外
の
条
約
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
き
、
一
九
七
四
年
に
政
府
を
代
表
し
て
、

大
平
国
務
大
臣
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
40
）。

（
一
）
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
（
七
三
条
三
号
の
条
約
）
は
、
①
法
律
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、
②
財
政
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、
③
わ
が
国

と
相
手
国
と
の
間
、
あ
る
い
は
国
家
間
一
般
の
基
本
的
な
関
係
を
法
的
に
規
律
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
政
治
的
に
重
要
な
国
際
約
束
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
発
効
の
た
め
に
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
三
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
（
41
）。一

九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
〇

（
二
）
国
会
承
認
条
約
に
該
当
し
な
い
国
際
約
束
は
、
①
す
で
に
国
会
の
承
認
を
経
た
条
約
の
範
囲
内
で
実
施
し
得
る
国
際
約
束
、
②
国
内
法
の

範
囲
内
で
実
施
し
得
る
国
際
約
束
、
③
す
で
に
国
会
の
議
決
を
経
た
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
得
る
国
際
約
束
、
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
も
の
で
、

七
三
条
二
項
に
い
う
外
交
関
係
の
処
理
の
一
環
と
し
て
行
政
府
限
り
で
締
結
し
得
る
も
の
（
行
政
取
極
）
で
あ
る
。

次
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
、
条
約
締
結
お
よ
び
終
了
・
運
用
停
止
手
続
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
２
）
わ
が
国
に
お
け
る
条
約
締
結
お
よ
び
終
了
・
運
用
停
止
の
国
内
手
続

日
本
国
憲
法
下
で
の
条
約
締
結
手
続
を
見
る
前
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
の
条
約
締
結
手
続
を
参
考
ま
で
に
み
て
お
こ
う
。

明
治
憲
法
一
三
条
は
、「
天
皇
ハ
戦
ヲ
宣
シ
和
ヲ
講
シ
及
諸
般
ノ
条
約
ヲ
締
結
ス
」
と
し
、
条
約
締
結
を
天
皇
の
大
権
事
項
と
し
て
、
議
会
の
介

入
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
憲
法
義
解
で
は
、「
外
国
と
交
戦
を
宣
告
し
、
和
親
を
講
盟
し
、
及
条
約
を
締
結
す
る
の
事
は
総
て
至
尊
の

大
権
に
属
し
、
議
会
の
参
賛
を
假
ら
ず
。
此
れ
一
は
君
主
は
外
国
に
対
し
国
家
を
代
表
す
る
主
権
の
統
一
を
欲
し
、
二
は
和
戦
及
条
約
の
事
は
専
ら

時
機
に
応
じ
籌
謀
敏
速
な
る
を
尚
ぶ
に
由
る
な
り
。
…
専
ら
議
会
の
関
渉
に
由
ら
ず
し
て
天
皇
其
の
大
臣
の
輔
翼
に
依
り
外
交
事
務
を
行
ふ
」
と
説

明
し
て
い
る
（
42
）。

明
治
憲
法
を
制
定
す
る
過
程
で
は
、
一
定
の
条
約
締
結
に
議
会
の
関
与
を
認
め
る
意
見
も
あ
っ
た
も
の
の
（
43
）、

結
局
、
君
権
主
義
が
強

調
さ
れ
、
天
皇
の
専
権
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
44
）。

な
お
、
枢
密
院
官
制
六
条
に
よ
る
と
、「
列
国
交
渉
ノ
条
約
及
約
束
」
（
45
）

は
、
枢
密
院
の
諮
詢
を
経

る
も
の
と
さ
れ
（
46
）、

公
布
に
つ
い
て
は
、
公
式
令
八
条
に
よ
っ
て
、「
国
際
条
約
ヲ
発
表
ス
ル
ト
キ
ハ
上
諭
ヲ
附
シ
テ
之
ヲ
公
布
ス
」
と
定
め
ら
れ
て

い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
七
三
条
三
号
で
、
内
閣
の
事
務
と
し
て
、「
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
つ
て

は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
定
め
、
旧
憲
法
と
は
異
な
り
、
条
約
締
結
の
民
主
的
統
制
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
こ
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こ
で
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
国
会
の
承
認
が
必
要
な
国
際
約
束
に
つ
い
て
な
ん
ら
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
憲
法
制
定
過
程
（
47
）で

は
、

「
国
民
の
権
利
義
務
に
関
係
あ
る
条
約
（
立
法
事
項
を
含
む
条
約
）」「
国
家
又
は
国
民
に
財
政
上
の
負
担
を
課
す
る
条
約
」「
講
和
条
約
、
領
土
変
更
条

約
、
修
好
、
通
商
航
海
条
約
等
国
家
に
重
大
な
る
義
務
を
課
す
る
条
約
」
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
協
賛
を
要
す
る
と
す
る
意
見
（
48
）な

ど
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
、
憲
法
の
条
文
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
現
行
憲
法
は
、
六
一
条
で
国
会
承
認
の
手
続
に
つ
い
て
規
定

し
、
七
条
一
号
で
条
約
の
公
布
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
一
一
条
に
よ
る
と
、
条
約
の
締
結
手
続
の
う
ち
、
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意
表
明
は
、

署
名
、
条
約
を
構
成
す
る
文
書
の
交
換
、
批
准
、
受
諾
、
承
認
も
し
く
は
加
入
に
よ
り
、
ま
た
は
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
他
の
方
法
に
よ
り
表
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
意
思
表
示
の
方
法
な
い
し
回
数
か
ら
み
て
類
型
化
し
て
み
よ
う
。
批
准
、
受
諾
、
承
認
は
、
条
約
文
の

確
定
の
意
思
表
示→

条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意
表
明
、
と
い
う
類
型
に
入
る
（
類
型
一
）。
加
入
は
、
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意

表
明
の
み
の
類
型
に
入
る
（
類
型
二
）。
こ
の
加
入
と
い
う
手
続
は
す
で
に
条
約
内
容
が
確
定
さ
れ
て
い
る
条
約
に
事
後
的
に
加
わ
る
場
合
に
用
い
る

手
続
で
あ
る
か
ら
、
条
約
文
の
確
定
の
意
思
表
示
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
署
名
、
条
約
を
構
成
す
る
文
書
の
交
換
は
、
条
約
文
の

確
定
の
意
思
表
示
と
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意
表
明
を
同
時
に
行
う
（
49
）類

型
に
入
る
（
類
型
三
）。
な
お
、
国
際
法
上
、
批
准
書
・
受
諾
書
・

承
認
書
・
加
入
書
が
、
交
換
（
二
国
間
条
約
の
場
合
）、
寄
託
（
多
数
国
間
条
約
の
場
合
）
ま
た
は
通
告
（
簡
略
な
形
式
）
さ
れ
た
と
き
、
条
約
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
確
定
的
と
な
る
。
ま
た
、
類
型
三
の
署
名
、
文
書
の
交
換
等
の
場
合
は
、
そ
の
署
名
・
文
書
の
交
換
等
に
よ
っ
て
同
意

が
確
定
的
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
類
型
を
基
に
し
な
が
ら
、
国
内
手
続
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
れ
る
の
か
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
国
会
の
承
認
を
要
す
る
条
約
の
場
合
を
考
え
よ
う
（
50
）。

類
型
一
の
場
合
は
次
の
よ
う
な
手
続
に
な
る
。
ま
ず
、
条
約
の
締
結
交
渉
は
当
事
国

二
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
二

の
権
限
が
あ
る
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
権
限
が
あ
る
者
と
は
、
全
権
委
任
状
を
も
つ
者
、
関
係
国
の
慣
行
や
そ
の
他
の
状
況
か
ら
全
権
委
任
状
を

必
要
と
し
な
い
者
、
お
よ
び
職
務
の
性
質
か
ら
全
権
委
任
状
を
必
要
と
し
な
い
者
で
あ
る
（
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
七
条
）。
わ
が
国
で
は
、
こ

の
国
際
法
上
の
全
権
委
任
状
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
上
の
全
権
委
任
状
と
外
務
大
臣
が
発
給
す
る
参
加
・
署
名
委
任
状
が
あ
る
。
前
者
の
発

給
は
、
外
務
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
内
閣
が
閣
議
決
定
し
、
天
皇
の
認
証
を
受
け
る
（
外
務
公
務
員
法
八
条
二
項
お
よ
び
憲
法
七
条
五
号
）。
後
者
は
、
外

務
大
臣
が
発
給
す
る
（
51
）。

交
渉
が
行
わ
れ
、
条
約
の
案
文
に
関
し
実
質
合
意
が
な
さ
れ
る
と
内
閣
法
制
局
に
よ
り
条
約
案
の
審
査
が
行
わ
れ
る
（
52
）（

内
閣
法
制
局
設
置
法
三
条
一
号
）。

次
に
、
条
約
文
へ
の
署
名
の
た
め
に
閣
議
決
定
が
さ
れ
、
条
約
文
に
対
し
て
署
名
が
さ
れ
て
、
条
約
文
が
採
択
・
確
定
さ
れ
る
。

署
名
の
後
、
条
約
案
を
国
会
に
提
出
す
る
た
め
の
閣
議
決
定
が
さ
れ
る
。
次
に
、
条
約
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る
（
53
）。

こ
の
と
き
、
参

議
院
が
衆
議
院
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
と
き
は
、
衆
議
院
優
越
の
原
則
が
働
く
（
憲
法
六
一
条
）。
な
お
、
条
約
の
規
定
に
基
づ
か
な
い
留
保
を
す

る
場
合
は
、
留
保
を
付
し
て
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
条
約
の
規
定
に
基
づ
い
て

い
る
留
保
の
場
合
は
、
国
会
の
承
認
を
得
て
い
る
条
約
の
枠
内
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
国
会
の
承
認
を
経
ず
、
行
政
府
の
み
の
判
断
で
行

っ
て
い
る
（
54
）。

国
会
で
承
認
さ
れ
る
と
、
批
准
の
場
合
は
、
内
閣
で
批
准
の
閣
議
決
定
を
し
、
天
皇
が
批
准
書
を
認
証
（
憲
法
七
条
八
号
）
す
る
。
受
諾
・
承
認
の

場
合
は
、
内
閣
が
閣
議
決
定
を
し
、
外
務
大
臣
が
受
諾
書
、
承
認
書
に
署
名
す
る
。

類
型
二
の
場
合
は
、
右
の
説
明
の
う
ち
、
条
約
文
へ
の
署
名
ま
で
の
段
階
が
な
い
以
外
は
、
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
（
55
）。

な
お
、
こ
の
加
入
の
場
合

は
、
内
閣
が
閣
議
決
定
を
し
、
外
務
大
臣
が
加
入
書
に
署
名
す
る
こ
と
に
な
る
。
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類
型
三
の
場
合
は
、
交
渉
が
さ
れ
、
条
約
案
が
で
き
る
と
（
類
型
一
の
内
閣
法
制
局
の
審
査
ま
で
の
部
分
に
相
当
）。
次
に
条
約
案
が
閣
議
決
定
を
経
て

国
会
に
提
出
さ
れ
、
国
会
承
認
を
受
け
る
。
そ
の
の
ち
、
内
閣
が
閣
議
決
定
を
し
て
、
条
約
に
署
名
・
文
書
交
換
を
す
る
。

な
お
、
実
際
に
は
、
国
会
の
承
認
手
続
が
、
批
准
後
、
文
書
交
換
の
後
、
署
名
の
後
、
加
入
・
受
諾
・
承
認
の
後
等
に
、
つ
ま
り
、「
事
後
に
」

な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
56
）。

国
会
承
認
条
約
の
公
布
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
天
皇
に
よ
り
な
さ
れ
（
憲
法
七
条
一
号
）、
官
報
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
公
布

の
時
期
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
令
の
定
め
が
な
い
の
で
、
内
閣
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
（
57
）。

国
会
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
行
政
取
極
に
つ
い
て
の
国
内
手
続
も
、
三
つ
の
類
型
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
署
名
、
文
書
の
交
換
等
の
み
で
、

条
約
の
当
事
国
に
な
る
場
合
（
先
の
類
型
三
）。
第
二
は
、
受
諾
・
承
認
の
手
続
を
要
す
る
場
合
（
先
の
類
型
一
）。
第
三
は
、
加
入
の
手
続
を
要
す
る
場

合
（
先
の
類
型
二
）。

第
一
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
も
の
に
よ
り
交
渉
が
行
わ
れ
、
案
文
に
関
し
実
質
合
意
が
な
さ
れ
る
と
、
内
閣
法
制

局
で
調
整
が
な
さ
れ
る
（
58
）。

そ
の
後
、
通
常
は
署
名
等
の
た
め
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、
署
名
等
が
行
わ
れ
る
。
行
政
取
極
の
公
布
に
つ
い
て
は
、
特

に
法
令
に
規
定
は
な
い
。
実
務
上
は
、
慣
例
と
し
て
、
外
務
省
ま
た
は
主
務
省
に
よ
る
官
報
で
の
告
示
と
い
う
形
式
で
な
さ
れ
る
（
59
）。

第
二
の
受
諾
・
承
認
と
い
う
手
続
を
要
す
る
も
の
は
、
典
型
的
に
は
次
の
よ
う
な
手
続
を
と
る
。
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
も
の
に
よ
り
交
渉
が
行

わ
れ
、
案
文
に
関
し
実
質
合
意
が
な
さ
れ
る
と
、
内
閣
法
制
局
で
調
整
が
な
さ
れ
る
。
閣
議
決
定
の
上
、
案
文
に
署
名
な
ど
が
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に

内
閣
が
閣
議
決
定
を
し
、
外
務
大
臣
が
受
諾
書
・
承
認
書
に
署
名
を
す
る
と
い
う
手
続
に
な
る
。

第
三
の
加
入
の
場
合
は
、
条
約
文
へ
の
署
名
ま
で
の
段
階
が
な
く
（
内
閣
法
制
局
の
調
整
は
あ
る
）、
内
閣
が
閣
議
決
定
を
し
た
の
ち
、
外
務
大
臣
が

二
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
四

加
入
書
に
署
名
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
の
場
合
の
国
内
手
続
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
条
約
の
廃
棄
・
終
了
の
場
合
、
当
該
条
約
に
廃
棄
・
終
了
に
関

す
る
規
定
が
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
に
区
別
さ
れ
る
。
実
務
上
、
条
約
に
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
会
の
承
認
は
必
要
な
く
、
行
政
府
の

専
権
で
条
約
の
廃
棄
・
終
了
が
行
え
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
条
約
に
規
定
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
、
政
府
の
は
っ
き
り
し
た

見
解
は
な
い
（
60
）。

ま
た
、
条
約
の
運
用
停
止
手
続
に
関
し
て
政
府
の
見
解
は
特
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
国
会
承
認
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
明

ら
か
で
は
な
い
。

次
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
条
約
が
国
内
法
に
よ
る
補
完
・
具
体
化
な
し
で
、
国
内
的
効
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
条
約
と
法

律
・
行
政
行
為
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
歴
史
的
経
過
に
従
い
な
が
ら
確
認
し
よ
う
。

二
　
わ
が
国
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力
―
条
約
と
法
律
及
び
行
政
行
為
―

（
１
）
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制

旧
憲
法
に
は
、
条
約
の
国
内
的
効
力
に
つ
い
て
、
特
に
定
め
が
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、「
凡
ソ
条
約
ハ
法
律
ト
同
一
ノ
力
ヲ
有
」
す
る
こ
と
を

当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
憲
法
起
草
者
も
い
た
（
61
）。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
そ
の
条
約
が
国
内
的
効

力
を
も
つ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
ま
た
、
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
条
約
の
地
位
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
条
約
は
法
律
と
同
順
位
に
あ
り
、
後

に
公
布
さ
れ
た
条
約
は
、
前
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と
抵
触
す
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
法
律
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
（
62
）。

こ
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
、
日
本
政
府
が
、
一
九
〇
六
年
九
月
三
〇
日
に
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
照
会
に
対
し
公
式
に
回
答
し
た
も
の
が
あ
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る
。
そ
こ
で
は
、「
…
条
約
ハ
国
法
ノ
一
部
ト
シ
テ
公
布
ニ
依
リ
当
然
一
般
ノ
遵
由
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
解
シ
特
ニ
法
律
命
令
ヲ
制
定
シ
テ
之
ヲ
国

法
中
ニ
編
入
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
ク
又
条
約
ノ
規
定
ニ
抵
触
ス
ル
法
律
命
令
ノ
規
定
ハ
当
然
変
更
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
釈
致
居
候
…
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
（
63
）。

ま
た
、
実
際
、
条
約
に
直
ち
に
国
内
的
効
力
を
認
め
た
例
と
し
て
、「
日
清
講
和
条
約
」
第
五
条
（
一
八
九
五
年
四
月
一
七
日
調
印
）、「
船
舶
衝
突
ニ

付
テ
ノ
規
定
ノ
統
一
ニ
関
ス
ル
条
約
」
第
七
条
お
よ
び
「
海
難
ニ
於
ケ
ル
救
援
援
助
ニ
付
テ
ノ
規
定
ノ
統
一
ニ
関
ス
ル
条
約
」
第
一
〇
条
（
一
九
一

〇
年
九
月
二
三
日
調
印
）
な
ど
が
あ
る
。
後
者
は
、
時
効
期
間
に
つ
い
て
商
法
と
異
な
る
定
め
を
お
い
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
法
律
と
同
等
の
効
力
が

認
め
ら
れ
た
（
64
）。

さ
ら
に
、
条
約
で
は
な
く
、
国
際
慣
習
法
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
判
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
大
審
院
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
二
月

二
八
日
決
定
（
65
）は

、「
…
凡
ソ
国
家
ハ
其
ノ
自
制
ニ
依
ル
ノ
外
他
国
ノ
権
力
作
用
ニ
服
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
…
民
事
訴
訟
ニ
関
シ
テ
ハ
外
国
ハ

我
国
ノ
裁
判
権
ニ
服
セ
サ
ル
ヲ
原
則
ト
」
す
る
と
し
、
主
権
免
除
と
い
う
国
際
法
の
原
則
が
日
本
国
内
で
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
条
約

の
国
内
的
効
力
を
認
め
た
判
例
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
六
月
三
〇
日
判
決
（
66
）で

は
、「
…
条
約
カ

批
准
ヲ
経
テ
条
約
ト
シ
テ
完
全
ナ
ル
効
力
ヲ
生
ス
ル
ト
共
ニ
之
ヲ
国
内
ニ
公
布
ス
ル
ニ
依
リ
テ
別
段
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
ス
シ
テ
法
律
ト
同
一
ノ

効
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
我
カ
国
ノ
従
来
ノ
先
例
モ
亦
常
ニ
此
ノ
解
釈
ニ
従
ヒ
タ
リ
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
控

訴
を
受
け
た
東
京
控
訴
院
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
二
月
二
〇
日
判
決
（
67
）で

は
、「
…
該
条
約
は
批
准
を
経
て
条
約
と
し
て
完
全
な
る
効
力
を
生
ず
る

と
共
に
之
を
大
正
十
一
年
条
約
第
三
号
と
し
て
国
内
に
公
布
せ
ら
れ
た
る
こ
と
公
知
の
事
実
な
る
を
以
て
右
条
約
は
前
段
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
る

こ
と
な
く
公
布
に
依
り
直
ち
に
法
律
と
同
一
の
効
力
を
具
備
す
る
に
至
れ
る
も
の
な
り
と
解
す
べ
き
こ
と
我
国
憲
法
の
精
神
並
に
実
例
に
徴
し
一
点

二
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
六

疑
の
な
き
と
こ
ろ
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
旧
憲
法
下
で
は
、
条
約
は
、
少
な
く
と
も
法
律
と
同
程
度
の
国
内
的
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

（
２
）
日
本
国
憲
法
体
制

日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
は
、「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」

と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
か
ら
、
条
約
が
直
ち
に
国
内
的
効
力
を
も
つ
か
ど
う
か
、
条
約
と
法
律
と
は
い
か
な
る
効
力
関
係
に
あ
る
か
、

と
い
う
問
題
に
対
す
る
答
え
を
明
確
に
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
憲
法
審
議
過
程
で
、
す
で
に
政
府
は
、「
日
本
ガ
公
ニ
解
釈
ト

シ
テ
執
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
態
度
ハ
、
其
ノ
国
内
法
ト
シ
テ
ノ
内
容
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ル
条
約
ハ
、
之
ヲ
公
布
ス
レ
バ
直
チ
ニ
国
内
法
ト
シ
テ
ノ
力

ヲ
持
ツ
テ
居
ル
、
…
今
後
ト
雖
モ
其
ノ
解
釈
ヲ
変
フ
ル
所
ハ
ナ
イ
ト
信
ジ
テ
居
ル
」
と
し
、
条
約
の
国
内
的
効
力
を
認
め
て
い
た
（
68
）。

ま
た
、
実
際
の

取
り
扱
い
に
お
い
て
も
、
自
動
執
行
条
約
は
、
特
別
な
立
法
措
置
を
必
要
と
せ
ず
国
内
法
的
効
力
を
も
つ
と
さ
れ
、
ま
た
条
約
は
法
律
よ
り
上
位
の

効
力
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
初
期
に
は
法
律
と
条
約
が
同
等
で
あ
る
か
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
（
69
）、

政
府
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ

て
い
る
。

「（
佐
藤
（
達
）
政
府
委
員
）

…
条
約
と
法
律
と
の
関
係
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
は
憲
法
が
で
き
ま
し
た
と
き
に
、
当
時
の
金
森
国
務
大
臣
は
、

御
審
議
の
帝
国
議
会
で
は
、
条
約
は
法
律
に
優
先
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
つ
て
お
る
の
を
私
は
覚
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
う

い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
…
優
先
す
る
と
ま
で
は
行
か
な
い
で
、
同
等
じ
や
な
い
か
、
先
法
と
後
法
の
関
係
で
、
条
約
が
あ
つ
て
も
、
あ

と
で
そ
れ
に
矛
盾
す
る
法
律
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
条
約
は
国
内
的
に
は
変
形
あマ
マ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
も
、
学
説
と
し
て
は
ご
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ざ
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
体
憲
法
の
第
九
十
八
条
の
第
二
項
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
条
約
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
憲
法
の
条
文
は
、
法
律
に
対
す
る
関
係
で
は
、
せ
め
て
優
先
的
に
扱
え
と
い
う
こ
と
を
言
つ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
見
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
お
そ
ら
く
金
森
さ
ん
も
、
法
律
よ
り
は
優
先
し
ま
す
と
答
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現
在
政
府
と
し
て

は
別
に
そ
れ
を
変
更
す
る
よ
う
な
気
持
は
持
つ
て
お
り
ま
せ
ん
」
（
70
）。

「
政
府
委
員
（
大
出
峻
郎
君
）

…
条
約
に
国
内
法
と
し
て
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
別
に
国
内
法
を
制
定
い
た
し
ま
し
て
国
内

法
化
す
る
か
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
承
知
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
我

が
国
に
お
き
ま
し
て
は
一
貫
し
て
、
こ
れ
は
憲
法
第
七
条
一
号
に
公
布
の
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
条
約
は
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
国
内

法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
第
七
十
三
条
の
第
三
号
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
国
会
の
承
認
を
要
す

る
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
。
ま
た
、
憲
法
第
九
十
八
条
第
二
頃
に
よ
り
、『
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
』
は
、『
こ
れ
を
誠
実
に
遵

守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。』
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
る
法
規
範
に
対
す
る
国
家
意
思
と
い
う

も
の
は
確
定
を
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
改
め
て
同
一
内
容
の
国
内
法
を
制
定
す
る
必
要
は
一
般
に
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
…

次
に
も
う
一
つ
、
条
約
と
国
内
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
申
し
上
げ
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ

ま
し
た
そ
う
い
う
条
約
と
法
律
と
の
形
式
的
効
力
の
優
劣
、
ど
ち
ら
が
ま
さ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
憲
法
が
そ
の
第
九
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
特
に
条
約
の
遵
守
義
務
を
定
め
て
い
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
見
ま
し
て
、
法
律
よ
り
も
条
約
の
方
が
ま
さ
る
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
て
お

二
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
八

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
（
71
）。

こ
の
点
、
判
例
も
同
様
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
二
月
二
八
日
決
定
で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
…
条
約
は
国
際
関
係
を
規
律
す
る
も
の
と
し
て
国
家
を
拘
束
す
る
と
同
時
に
そ
の
国
内
的
な
立
法
事
項
を
定
め
た
も
の
は
こ
れ
を
公
布
す
る
こ

と
に
よ
り
直
ち
に
国
内
法
と
し
て
の
効
力
を
生
じ
国
民
を
拘
束
す
る
も
の
と
解
す
べ
」
き
で
あ
る
（
72
）。

条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
関
し
て
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
八
条
第
二
項
は
、
条
約
の
国
内
法
的
効
力
を
認
め
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
つ
て
、

こ
の
条
約
遵
守
主
義
は
…
条
約
優
位
を
謳
つ
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」（
神
戸
地
方
裁
判
所
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
五
月
三
〇
日
判
決
）

（
73
）。

「
公
労
法
四
条
三
項
は
わ
が
国
が
締
結
し
た
同
条
約
（
団
結
権
及
び
団
体
交
渉
権
に
つ
い
て
の
原
則
の
適
用
に
関
す
る
条
約
〔
引
用
者
補
足
〕）
に
て
い
触
す

る
も
の
と
し
て
、
憲
法
九
八
条
二
項
に
も
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
東
京
地
方
裁
判
所
一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
九
月
一
〇
日
判
決
）

（
74
）。

こ
の
よ
う
に
、
現
憲
法
下
で
は
、
条
約
は
公
布
に
よ
り
直
ち
に
国
内
的
効
力
を
も
ち
、
ま
た
、
法
律
よ
り
上
位
の
効
力
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
も
っ
と
も
、
条
約
は
、
そ
の
適
用
範
囲
が
締
結
国
と
の
間
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
法
律
よ
り
上
位
の
効
力
を
も
つ
場
合
も
、
そ
の
範
囲

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
議
論
は
国
会
承
認
条
約
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
国
会
承
認
を
経
な
い
、
行
政
取
極
の
場
合
は
ど
う
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
行
政
取
極
の
国
内
的
効
力
お
よ
び
法
律
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
特
に
政
府
と
し
て
見
解
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
問

題
を
扱
う
こ
と
は
本
章
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
逸
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
少
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
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ま
ず
、
行
政
取
極
に
国
内
的
効
力
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
憲
法
九
八
条
二
項
で
、
条
約
の
遵
守
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
の
立
法

措
置
等
が
な
く
と
も
、
行
政
取
極
が
国
家
機
関
を
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
で
の
国
内
的
効
力
を
も
つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
（
75
）。

そ
れ
で
は
、
法
律
と
の
効
力
関
係
は
ど
う
か
。
こ
の
点
、
国
会
承
認
条
約
の
条
項
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
行
政
取
極
に
つ
い
て
は
、
国
会
承
認
条

約
と
同
等
の
効
力
を
も
ち
、
法
律
よ
り
優
位
す
る
と
思
わ
れ
る
（
76
）。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
政
取
極
は
根
拠
と
な
る
国
会
承
認
条
約
と
一
体
と
み

な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
れ
以
外
の
行
政
取
極
で
あ
る
（
77
）。

例
え
ば
、
国
際
技
術
協
力
を
内
容
と
す
る
行
政
取
極
を
、
そ
の
内
容
に
相
反
す
る
国
内
法
を
作
る
こ

と
に
よ
り
事
後
的
に
国
内
に
お
い
て
執
行
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
条
約
が
法
律
に
優
位
す
る

と
さ
れ
る
理
由
は
、
憲
法
七
三
条
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
承
認
を
経
て
い
る
と
い
う
点
と
、
憲
法
九
八
条
二
項
が
、
条
約
の
遵
守
を
定
め
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、
行
政
取
極
が
、
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
機
会
で
あ
る
国
会
承
認
を
経
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

行
政
取
極
に
は
該
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
以
下
の
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
国
会
承
認
の
い
る
条
約
と
そ
れ
以
外
の
も
の

の
区
別
は
政
府
見
解
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
（
七
三
条
三
号
の
条
約
）
は
、
①
法
律
事
項
を
含
む
国
際
約

束
、
②
財
政
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、
③
わ
が
国
と
相
手
国
と
の
間
、
あ
る
い
は
国
家
間
一
般
の
基
本
的
な
関
係
を
法
的
に
規
律
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
政
治
的
に
重
要
な
国
際
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
発
効
の
た
め
に
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
三
基
準
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
通
説
的
な
意
味
で
の
憲
法
四
一
条
の
実
質
的
意
味
の
法
律
に
当
た
る
も
の
（
78
）な

ど
、
民
主
的
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
特
に
必
要
な
国
際
約
束
は
、
政
府
が
以
上
の
要
件
を
守
っ
て
い
る
以
上
、
国
会
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
問
題
と
な
る
の
は
、
本
来
行
政
立
法
で
可
能
な
領
域
（
憲
法
四
一
条
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
実
質
的
意
味
の
法
律
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
領
域
）
に
関

二
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
〇

し
、
立
法
が
な
さ
れ
た
場
合
（
79
）に

お
け
る
、
そ
の
法
律
と
行
政
取
極
と
の
効
力
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
会
に
よ
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
必
ず

し
も
必
要
と
し
な
い
規
範
領
域
に
成
立
し
た
規
範
同
士
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
法

律
が
行
政
取
極
よ
り
国
内
的
効
力
の
面
で
優
越
す
る
べ
き
だ
と
い
う
理
由
は
絶
対
的
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
一
方
で
、
九
八
条
二
項
は
条
約
の
遵
守

を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
法
上
、
行
政
取
極
も
条
約
も
、
そ
の
国
際
約
束
に
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
効
力
に
差
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
当

然
、
行
政
取
極
違
反
は
、
国
際
法
違
反
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
行
政
取
極
を
法
律
に
優
位
さ
せ
る
方
が
、
国
際
関
係
に
お
け
る
信
頼
の
保
護
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
合
理
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
行
政
取
極
に
反
す
る
法
律
を
事
後
に
作
り
行
政
取
極
を
執
行
不
能
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
当
該
行
政
取
極
の
終
了
あ
る

い
は
執
行
停
止
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
80
）。

た
だ
、
国
会
承
認
を
受
け
る
べ
き
条
約
が
行
政
取
極
の
形
で
締
結
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
場
合
、
条
約
締
結
手
続
違
反
と
い
う
形
で
、

裁
判
所
に
よ
っ
て
国
内
的
に
無
効
に
さ
れ
な
い
ま
で
の
間
に
限
り
、
暫
定
的
に
当
該
行
政
取
極
が
法
律
に
優
位
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
　
わ
が
国
に
お
け
る
条
約
の
国
内
的
効
力
―
条
約
と
憲
法
―

ま
ず
、
旧
憲
法
下
で
は
、
条
約
と
憲
法
と
の
効
力
関
係
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
有
力
な
学
説
は
、
条
約
の

締
結
は
憲
法
の
下
に
行
わ
れ
る
大
権
の
作
用
で
あ
る
か
ら
、
条
約
に
よ
り
憲
法
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
（
81
）。

も
っ
と
も
、
こ
の

こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
実
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
有
権
解
釈
は
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
憲
法
下
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
政
府
見
解
を
み
て
み
よ
う
。
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「
国
務
大
臣
（
大
橋
武
夫
君
）

…
若
し
又
憲
法
に
違
反
す
る
條
約
が
締
結
さ
れ
、
国
会
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
こ
う
い

う
点
も
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
憲
法
の
規
定
は
少
く
と
も
明
文
上
に
お
い
て
明
確
を
欠
き
、
又
学
者
の

間
に
お
き
ま
し
て
も
い
ろ

く
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
概
に
論
じ
去
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
。
極
く
大
ま
か
に
申
上
げ
ま
す
る
な
ら

ば
、
憲
法
改
正
の
手
続
と
條
約
締
結
の
手
続
と
を
対
比
い
た
し
て
見
ま
す
る
と
い
う
と
、
條
約
は
国
内
法
と
し
て
の
効
力
に
お
い
て
は
憲
法
の
下
位

に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
尤
も
国
際
法
規
と
し
て
は
、
た
と
え
そ
の
條
約
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
国
家

を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
内
閣
と
し
て
は
こ
の
拘
束
を
免
れ
ま
す
る
た
め
に
、
條
約
の
改
訂
に
努
力
を
い
た
し
ま
す
る
か
、
或
い
は

又
憲
法
を
改
正
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
か
、
い
ず
れ
か
方
法
のマ

マ

に
よ
つ
て
こ
の
矛
盾
か
ら
放
免
さ
れ
る
よ
う
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も

の
と
考
え
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
82
）。

「
政
府
委
員
（
佐
藤
達
夫
君
）

…
大
体
憲
法
改
正
の
手
続
と
い
う
も
の
は
、
衆
参
両
院
三
分
の
二
以
上
の
大
多
数
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
み
な
ら
ず
、
更
に
国
民
投
票
に
付
し
て
大
多
数
が
賛
成
し
な
け
れ
ば
改
正
は
で
き
な
い
と
い
う
厳
重
な
手
続
が
設
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
条
約
締
結
の
手
続
と
い
う
も
の
は
、
或
い
は
法
律
の
場
合
に
比
べ
て
も
ゆ
る
や
か
で
あ
る
と
申
し
得
る
く
ら
い
に
、
両
院
の
普

通
の
議
決
の
み
で
条
約
は
締
結
さ
れ
、
そ
の
制
定
手
続
に
お
い
て
憲
法
改
正
の
場
合
と
条
約
締
結
の
場
合
と
は
非
常
に
違
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
簡
易
手
続
に
よ
る
と
こ
ろ
の
条
約
の
形
を
以
て
、
重
大
な
手
続
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
憲
法
の
条
章
が
覆
え
さ
れ
る
、
或
い
は
変
更
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
憲
法
が
認
め
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
私
は
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
意
味
に
お
き
ま
し
て
我
々
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
条
約
は
憲
法
に
は
優
先
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
、
憲
法
に
違
反
す
る
条
約
が
で
き
た
場
合
に
は

少
く
と
も
国
内
法
的
に
は
、
こ
れ
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
、
ず
つ
と
堅
持
し
て
参
つ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
（
83
）。

三
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
二

ま
た
、
判
例
も
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
十
二
月
一
六
日
判
決
（
砂
川
事
件
）

（
84
）

に
お
い
て
、「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無

効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
」
日
米
安
保
条
約
が
違
憲
審
査
の
範
囲
外
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ
は
、
条
約
が
違
憲
無
効
と
な
り
う
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
が
条
約
よ
り
優
越
し
た
効
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
裁
判
所
が
条
約
の
合
憲
性
を
審
査
で
き

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
え
る
（
85
）。

こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
憲
法
が
条
約
よ
り
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
現
実
の
運
用
で
は
採
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
実
務
上
、
憲
法
が
す
べ
て
の
国
際
法
よ
り
優
越
し
た
効
力
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
政
府
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
、
一
部
の
国
際
法
規
は
、
憲
法
を
超
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
政
府
委
員
（
林
修
三
君
）…
憲
法
と
条
約
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、
学
説
上
、
憲
法
優
位
説
、
条
約
優
位
説
が
両
方
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
従
来
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
必
ず
し
も
一
元
的
に
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ

る
条
約
と
申
し
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
何
と
申
し
ま
す
か
、
国
際
自
然
法
と
申
し
ま
す
か
、
要
す

る
に
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
や
は
り
憲
法
が
そ
の
法
秩
序
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
だ
、
か
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
た
と
え
て
申
せ
ば
、
外
交
官
の
治
外
法
権
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
こ
れ
は
当
然
に
憲
法
が
そ
の
秩
序
の
中
に
受
け
入
れ
て
お
る
も
の
で
あ

る
、
こ
う
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
と
い
う
問
題
に
対
す
る
こ
れ
は
例
外
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
や
は
り
国
際
法
秩
序
が
そ
こ
は
優
先
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
逆
に
二
国
間
の
政

治
的
、
経
済
的
な
条
約
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
直
ち
に
そ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
が
改
正
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は

や
は
り
そ
う
簡
単
に
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
は
り
そ
う
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、
憲
法
を
優
先
し
て
考
え
る
。
憲
法
違
反
の
よ
う
な
、
そ
う
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い
う
二
国
間
条
約
を
結
ぶ
べ
き
で
は
な
い
、
か
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
点
は
、
こ
れ
も
蛇

足
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
従
来
、
た
と
え
ば
降
伏
文
書
あ
る
い
は
平
和
条
約
と
い
う
よ
う
な
一
国
の
安
危
に
か
か
わ
る
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
件
に
お

き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
憲
法
と
条
約
と
を
比
較
し
て
み
た
場
合
に
は
、
や
は
り
条
約
が
優
先
す
る
と
い
う
場
合
は
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ

う
い
う
三
点
に
分
け
て
、
大
体
、
従
来
言
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
（
86
）。

な
お
、
条
約
の
締
結
手
続
を
審
査
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
（
第
三
章
第
三
節
参
照
）。

三
三

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
39
）
な
お
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
締
結
・
解
釈
・
実
施
に
関
す
る
事
務
は
外
務
省
が
行
う
（
外
務
省
設
置
法
四
条
四
号
お
よ
び
五
号
）。

（
40
）
第
七
十
二
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
昭
和
四
九
年
二
月
二
〇
日
二
頁
。

（
41
）
こ
の
基
準
に
つ
き
、
③
の
な
か
に
、「『
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
』
を
基
準
に
加
え
て
い
る
点
は
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
恐
ら
く
は
『
政
治
的
に
重
要
』
な

内
容
の
条
約
は
慣
行
上
そ
の
発
効
に
は
批
准
を
要
す
る
条
約
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
こ
の
基
準
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
批
准
を
要
す
る
条
約
で
あ
る
か
ど
う
か
は
締
結
手
続
上
の
基
準
で
あ
り
、『
政
治
的
に
重
要
な
』
と
い
う
の
は
内
容
上
・
実
質
上
の
基
準
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
あ

る
。
―
佐
藤
功
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書
　
憲
法
（
下
）〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
九
〇
〇
頁
。

（
42
）
伊
藤
博
文
（
宮
沢
俊
義
校
註
）『
憲
法
義
解
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
）
四
〇
‐
四
一
頁
。

（
43
）
例
と
し
て
、
井
上
穀
の
意
見
。
―
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史
　
下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
二
二
二
頁
。

（
44
）
同
六
一
七
‐
六
二
三
頁
。

（
45
）
一
九
三
八
年
に
こ
の
部
分
は
「
国
際
条
約
ノ
締
結
」
と
改
正
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）
枢
密
院
の
諮
詢
が
必
要
な
条
約
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
中
村
道
「
条
約
に
関
す
る
戦
前
の
日
本
の
実
行
―
『
国
際
法
先
例
彙
輯
』
を
素
材
と
し

て
―
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
二
頁
以
下
。

（
47
）
参
照
、
大
石
眞
「
憲
法
と
条
約
締
結
承
認
問
題
」
法
学
論
叢
一
四
四
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
九
年
）
九
八
‐
一
〇
三
頁
。



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
四

（
48
）
三
月
二
十
四
日
に
中
間
的
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
外
務
省
条
約
課
の
意
見
。
―
佐
藤
達
夫
（
佐
藤
功
補
訂
）『
日
本
国
憲
法
成
立
史
　
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四

年
）
二
五
三
‐
二
五
四
頁
。

（
49
）
柳
井
俊
二
「
条
約
締
結
の
実
際
的
要
請
と
民
主
的
統
制
」
国
際
法
外
交
雑
誌
七
八
巻
四
号
（
一
九
七
九
年
）
六
八
頁
。

（
50
）
わ
が
国
の
場
合
、
署
名
、
文
書
交
換
、
批
准
、
受
諾
、
承
認
、
加
入
な
ど
の
、
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
同
意
表
明
の
形
式
と
国
会
の
承
認
の
必
要
性
は
、
法
的

に
関
係
な
い
。
た
だ
し
、
批
准
を
要
す
る
条
約
は
、
現
在
の
政
府
見
解
か
ら
す
る
と
、
国
会
承
認
が
必
要
と
な
る
。

（
51
）
芹
田
健
太
郎
「
条
約
締
結
に
関
す
る
国
内
手
続
」（
国
際
法
事
例
研
究
会
編
『
日
本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
５
）
条
約
法
』、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、

所
収
）
二
五
‐
二
八
頁
。

（
52
）
た
だ
し
、
多
数
国
間
条
約
の
場
合
は
、
国
際
会
議
等
に
よ
り
案
文
が
確
定
し
た
後
、
国
会
提
出
決
定
の
た
め
の
閣
議
の
前
に
内
閣
法
制
局
の
審
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
―
内
閣
法
制
局
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
内
閣
法
制
局
百
年
史
』（
内
閣
法
制
局
、
一
九
八
五
年
）
二
五
一
頁
。

（
53
）
な
お
、
実
務
上
、
国
会
の
承
認
の
内
容
は
、
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
「
×
×
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
と
い
う
議
案
で
あ
る
。
条
約
自
体
は
、

こ
の
議
案
の
付
属
文
書
で
あ
っ
て
、
議
決
の
対
象
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
政
府
が
国
会
は
条
約
の
修
正
権
を
持
た
な
い
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

―
参
照
、
芹
田
・
前
出
註
（
51
）
三
四
‐
三
五
、
三
八
頁
。

（
54
）
同
三
六
頁
。

（
55
）
た
だ
し
、
こ
の
加
入
の
場
合
、
内
閣
法
制
局
の
審
査
は
、
国
会
提
出
決
定
の
た
め
の
閣
議
の
前
に
行
な
わ
れ
る
。
―
前
出
註
（
52
）
二
五
一
頁
。

（
56
）
衆
議
院
事
務
局
編
『
衆
議
院
先
例
集
　
平
成
十
五
年
版
』（
衆
栄
会
、
二
〇
〇
三
年
）
四
一
九
‐
四
二
〇
頁
（
三
三
六
号
）、
山
内
一
夫
編
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』（
有

信
堂
、
一
九
六
五
年
）
二
三
六
頁
。

（
57
）
芦
田
・
前
出
註
（
51
）
四
四
頁
。

（
58
）
行
政
取
極
の
場
合
は
、
す
で
に
国
会
の
承
認
を
得
た
条
約
、
法
律
、
予
算
の
範
囲
内
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
検
討
の
み
な
の
で
、
真
の
意
味
で
の
審
査
で
は
な
く
、

調
整
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
―
参
照
、
芹
田
・
前
出
註
（
51
）
三
三
頁
、
柳
井
・
前
出
註
（
49
）
六
八
頁
。

（
59
）
林
修
三
「
条
約
の
国
内
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
七
号
（
一
九
六
三
年
）
三
五
頁
、
芦
田
・
前
出
註
（
51
）
四
五
頁
。

（
60
）
芦
田
・
前
出
註
（
51
）
四
六
‐
四
八
頁
。

（
61
）
例
と
し
て
、
井
上
穀
。
―
稲
田
・
前
出
註
（
43
）
二
二
二
頁
。

（
62
）
た
だ
し
、
条
約
が
先
に
あ
り
法
律
が
後
に
で
き
た
場
合
、
法
律
が
条
約
を
変
更
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

三
五

（
63
）
高
野
雄
一
『
憲
法
と
条
約
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
）
一
二
八
頁
よ
り
引
用
。

（
64
）
同
一
三
一
頁
。

（
65
）
大
審
院
民
事
判
例
集
七
巻
一
二
号
一
一
二
八
頁
。

（
66
）
法
律
新
聞
三
四
四
六
号
七
頁
。

（
67
）
法
律
新
聞
三
八
三
四
号
五
頁
。

（
68
）
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
二
十
二
号
昭
和
二
一
年
九
月
二
六
日
三
頁
。

（
69
）
「
佐
藤
（
達
）
政
府
委
員

条
約
と
法
律
と
の
関
係
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
元
の
憲
法
時
代
か
ら
政
府
の
立
場
は
大
体
一
貫
し
て
い
る
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
条
約
が
締
結
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
内
容
に
国
内
法
的
な
事
項
を
持
つ
て
お
る
。
そ
れ
が
無
事
締
結
さ
れ
て
、
従
つ
て
官
報
に
公
布
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
律
と
同
等
の
力
を
持
つ
と
い
う
建
前
で
近
年
ま
で
、
た
と
え
ば
商
法
の
会
社
法
の
特
例
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
り
ま
す
と
、

何
ら
商
法
の
会
社
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
と
い
う
国
内
法
の
手
続
を
と
ら
ず
し
て
、
そ
の
ま
ま
事
が
処
置
さ
れ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
今
日
の
新
憲
法
の
下
に
お
き
ま
し
て
も
そ
の
点
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
」。
―
第
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
九
号
昭
和
二
五
年

一
二
月
八
日
一
一
頁
。

（
70
）
第
十
五
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
八
号
昭
和
二
七
年
一
二
月
一
〇
日
四
‐
五
頁
。

（
71
）
第
百
十
二
回
国
会
参
議
院
商
工
委
員
会
会
議
録
第
十
三
号
昭
和
六
三
年
五
月
二
四
日
一
七
頁
。

（
72
）
民
集
八
巻
四
号
八
五
八
頁
。

（
73
）
下
級
裁
判
所
刑
事
裁
判
例
集
三
巻
五
・
六
号
五
一
九
頁
。

（
74
）
労
働
関
係
民
事
裁
判
例
集
一
七
巻
五
号
一
〇
四
二
頁
。

（
75
）
参
照
、
林
・
前
出
註
（
59
）
三
五
‐
三
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
通
常
の
行
政
取
極
に
国
内
的
効
力
が
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
関
道
雄
「
わ
が
国
の
国
内
法
と
し
て

の
条
約
」
自
治
研
究
四
四
巻
七
号
（
一
九
六
八
年
）
四
六
頁
。「
国
民
を
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
で
実
質
的
な
国
内
的
効
力
は
な
い
」
と
す
る
見
解
と
し
て
、
村
上
譲

「
わ
が
国
に
お
け
る
条
約
お
よ
び
慣
習
国
際
法
の
国
内
的
効
力
」
時
の
法
令
六
八
八
号
（
一
九
六
九
年
）
二
四
頁
。

（
76
）
参
照
、
阿
部
照
哉
『
憲
法
〔
改
訂
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
）
二
七
九
頁
。

（
77
）
国
会
承
認
条
約
の
条
項
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
行
政
取
極
は
、
法
律
よ
り
優
位
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
行
政
取
極
は
、
行
政
府
の
制
定
す
る
命
令
・
規
則
等
と
同
等
の

効
力
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
林
・
前
出
註
（
59
）
三
九
頁
。
ま
た
、
行
政
取
極
の
「
形
式
的
効
力
と
し
て
は
当
然
条
約
や
法
律
の
下
位
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
ら



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
六

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
見
解
と
し
て
、
谷
内
正
太
郎
「
国
際
法
規
の
国
内
的
実
施
」（
広
部
和
也
・
田
中
忠
編
、
山
本
草
二
先
生
還
暦
記
念
『
国
際
法
と
国
内
法
』、

勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
所
収
）
一
一
三
頁
。

（
78
）
例
え
ば
、
宮
沢
俊
義
は
、「
直
接
ま
た
は
間
接
に
国
民
を
拘
束
し
、
あ
る
い
は
国
民
に
負
担
を
課
す
る
」
も
の
が
、
実
質
的
意
味
の
法
律
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
―
宮

沢
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
　
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
三
四
三
頁
。
こ
の
点
、
実
質
的
意
味
の
法
律
と
は
、「
お
よ
そ
一
般
的
・
抽
象
的

な
法
規
範
を
す
べ
て
含
む
」
と
説
く
も
の
も
あ
る
が
（
例
と
し
て
、
芦
部
信
喜
『
憲
法
〔
新
版
補
訂
版
〕』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
二
六
四
頁
）、
例
え
ば
、
あ
る

国
に
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
技
術
協
力
を
す
る
と
い
う
約
束
は
、
一
般
的
抽
象
的
法
規
範
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
79
）
例
え
ば
、
×
×
国
に
対
し
て
、
国
の
行
政
・
研
究
機
関
は
○
×
に
つ
い
て
の
技
術
協
力
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
の
法
律
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
80
）
た
だ
し
、
執
行
権
と
議
会
と
の
意
見
が
食
い
違
う
場
合
に
は
、
議
会
が
行
政
取
極
に
反
す
る
法
律
を
作
る
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

（
81
）
美
濃
部
達
吉
『
逐
条
憲
法
精
義
全
』（
有
斐
閣
、
一
九
二
七
年
）
二
七
八
頁
。

（
82
）
第
十
二
回
国
会
参
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
会
議
録
第
十
四
号
昭
和
二
六
年
一
一
月
九
日
九
頁
。

（
83
）
第
十
九
回
国
会
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
二
十
二
号
昭
和
二
九
年
四
月
一
六
日
七
頁
。

（
84
）
前
出
註
（
１
）。

（
85
）
こ
れ
は
明
白
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
高
度
の
政
治
性
の
あ
る
条
約
は
、
司
法
審
査
の
範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
他
の
条
約
は
司
法
審

査
の
範
囲
内
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
―
参
照
、
横
田
喜
三
郎
「
条
約
の
違
憲
審
査
権
（
一
）
―
砂
川
判
決
を
中
心
と
し
て
―
」
国
家
学
会
雑
誌
七
三
巻
七
号
（
一
九
五

九
年
）
五
七
〇
‐
五
七
一
頁
註
（
一
）。

（
86
）
第
三
十
三
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
第
四
号
昭
和
三
四
年
一
一
月
一
七
日
一
六
‐
一
七
頁
。
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第
二
章
　
条
約
と
統
治
行
為
―
フ
ラ
ン
ス
―

前
章
で
は
、
条
約
の
、
国
内
的
な
締
結
・
終
了
手
続
お
よ
び
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
観
点
に
お
け
る
国
内
法
で
の
地
位
等
に
つ
い
て
確
認
作
業

を
行
っ
た
。
本
章
で
は
、
お
お
む
ね
条
約
締
結
・
終
了
手
続
の
流
れ
に
従
い
な
が
ら
、
そ
の
手
続
ご
と
に
裁
判
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
統
制
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
統
制
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
を
中
心
に

考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
締
結
・
終
了
手
続
を
見
て
い
く
前
に
、
条
約
の
内
容
自
体
を
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
の
ち
、
手
続
ご
と
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
条
約
の
内
容
、
②
条
約
の
交
渉
、
③
条
約
の
締
結
手
続
、
④
条
約
の
締

結
の
決
定
、
⑤
条
約
の
公
布
、
⑥
条
約
の
解
釈
、
⑦
条
約
の
執
行
、
⑧
条
約
の
留
保
・
改
正
、
⑨
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
、
と
い
う
順
序
で
そ
れ

ぞ
れ
を
み
て
い
こ
う
。

第
一
節
　
条
約
の
内
容

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
（
第
一
章
第
一
節
三
参
照
）、
第
五
共
和
制
で
は
、
条
約
の
内
容
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
が
、
事
前
に
審
査
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
憲
法
院
は
、
議
会
に
か
け
ら
れ
な
い
（
憲
法
五
四
条
の
場
合
は
、
憲
法
一
一
条
の
国
民
投
票
に
も
か
け
ら
れ
な
い
）
条
約
は

審
査
で
き
な
い
し
、
条
約
が
成
立
し
て
か
ら
事
後
的
に
審
査
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
行
政
裁
判
所
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ

三
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
八

い
て
み
て
み
よ
う
。

一
　
か
つ
て
の
行
政
裁
判
所
の
立
場

従
来
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
条
約
の
内
容
の
審
査
を
要
求
す
る
越
権
訴
訟
に
つ
い
て
も
国
家
賠
償
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
審
査
を
拒
否
し
て
き

た
。
そ
の
理
由
は
、
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
と
外
国
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
判
決
の
代
表
例
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
五
一
年
六
月
一
日
ト
ン
キ
ャ
ン
・
ス
ズ
鉄
マ
ン
ガ
ン
重
石
社
及
び

オ
ー
‐
ト
ン
キ
ャ
ン
・
ス
ズ
鉱
山
社
事
件
判
決
（
87
）を

み
て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
は
次
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
こ
っ
た
。

ヴ
ィ
シ
ー
政
権
下
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
日
本
に
占
領
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
の
一
九
四
二
年
九
月
一
八
日
に
仏
‐
日
協
定
を
結
ん
だ
。

そ
れ
は
、
仏
日
で
合
同
委
員
会
を
作
り
、
共
同
で
鉱
山
を
管
理
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
原
告
の
鉱
山
会
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
条
約
に
署

名
し
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
損
害
を
う
け
た
と
し
、
損
害
賠
償
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
求
め
た
。
ま
た
、
原
告
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
合
法
的

な
権
力
機
関
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
主
張
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
一
九
四
二
年
九
月
一
八
日
の
仏
‐
日
協
定
へ
の
署
名
…
と
い
う
、
原
告
の
会
社

が
援
用
し
て
い
る
事
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
外
国
と
の
関
係
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
書
類
上
明
ら
か
で
あ
る
。
原
告
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
国
が
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
正
当
な
権
力
機
関
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
仮
に
認
め
た
と
し
て
も
、
こ
の
状
況
は
、

問
題
視
さ
れ
て
い
る
行
為
に
行
政
作
用
と
し
て
の
性
格
を
与
え
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
問
題
の
事
実
は
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
へ
の
訴
訟
行
為
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」。
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二
　
現
在
の
行
政
裁
判
所
の
立
場

し
か
し
、
現
在
で
は
条
約
自
体
か
ら
生
ず
る
損
害
に
対
し
て
は
、
国
家
賠
償
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の

が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
六
六
年
三
月
三
〇
日
電
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
会
社
事
件
判
決
（
88
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
事
実
関
係
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

原
告
の
電
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
会
社
は
「
パ
リ
ジ
ャ
ン
放
送
」
の
放
送
場
所
と
設
備
の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
に
お
け
る
ド

イ
ツ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
占
領
中
、
そ
れ
ら
を
徴
用
さ
れ
て
い
た
。
戦
争
後
、
原
告
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
徴
用
行
為
に
よ
る
損
害
を

賠
償
す
る
よ
う
に
要
求
し
、
行
政
訴
訟
を
お
こ
し
た
。
そ
の
主
張
の
根
拠
の
一
つ
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
一
〇
月
一
八
日
の

ハ
ー
グ
協
約
の
附
属
文
書
に
よ
る
と
、
放
送
に
関
す
る
手
段
は
接
収
さ
れ
う
る
が
、
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
損
害
は
賠
償
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
原
告
は
ド
イ
ツ
に
対
し
て
債
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
九
四
六
年
と
一
九
五
三
年
の
連
合
国
と
ド

イ
ツ
の
協
定
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
、
住
民
と
国
の
債
権
の
審
査
は
、
賠
償
問
題
の
最
終
的
解
決
ま
で
延
期
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
、
原
告
は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
不
定
期
間
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
債
権
の
要
求
が
で
き
な
く
な
る
と
し
、
こ
れ
が
、
公
の
負
担
の
前
の
平
等

に
反
す
る
と
主
張
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
賠
償
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
に
つ
き
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
と
他
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
、
国
内
法
秩
序
に
正
常
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
国
際
約
束
か
ら
生
じ
た
損
害
賠
償
に
対
す
る
、
国
家
の
責
任
は
、
公
の
負
担
の
前
の
市
民
の
平
等
の
基
礎
の
上
に
、
以
下
の
条
件
で
発

生
し
う
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
第
一
に
、
国
際
約
束
自
体
も
、
必
要
な
場
合
そ
れ
の
批
准
を
許
可
し
た
法
律
も
、
賠
償
を
す
べ
て
排
除
し
よ
う
と
意

図
し
た
と
は
解
釈
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
賠
償
を
求
め
ら
れ
て
い
る
損
害
が
、
十
分
に
重
大
で
特
別
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」。

三
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
〇

そ
し
て
、
こ
の
事
件
で
は
、
特
別
な
性
格
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
原
告
の
主
張
は
却
下
さ
れ
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
従
来
、
統
治
行
為
と
さ
れ
、
裁
判
の
管
轄
外
と
さ
れ
て
い
た
条
約
自
体
に
つ
い
て
審
査
で
き
る
と
し
た
点
で
、
重
大
な
意
義
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
条
約
自
体
の
審
査
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
き
、
本
判
決
の
論
告
担
当
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
（M

ich
el

B
ern

ard

）
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
か
つ
て
外
交
行
為
の
審
査
が
統

治
行
為
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
外
交
行
為
が
国
際
法
秩
序
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
外
交
行
為
が
「
国
内
法
秩
序
に
お
い

て
効
力
を
も
ち
、
国
家
の
対
外
関
係
行
為
の
判
断
が
問
題
に
な
ら
な
い
」
の
な
ら
ば
、
外
交
行
為
も
審
査
で
き
る
（
89
）。

次
に
、
現
在
、
国
内
法
秩
序
上
、

条
約
は
、
法
律
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
一
九
四
六
年
憲
法
以
降
）、
国
内
法
秩
序
上
は
条
約
を
法
律
と
同
様
に

効
力
の
あ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
90
）。

さ
ら
に
、
法
律
に
よ
る
特
別
な
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
認
め
た
判
決
（
ラ
・
フ
ル
ー
レ
ッ
ト
判
決
）

（
91
）

が
存
在

す
る
（
92
）。

こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
、
条
約
に
よ
る
特
別
な
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
条
約
の
国
内
法
秩

序
に
お
け
る
地
位
の
確
立
と
国
家
賠
償
に
関
す
る
判
例
の
発
展
に
よ
り
、
条
約
自
体
の
審
査
が
、
国
家
賠
償
に
つ
い
て
は
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
93
）。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
在
「
国
内
法
秩
序
に
正
常
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
国
際
約
束
」
は
、
国
家
賠
償
の
方
法
に
よ
っ
て
な
ら
ば
、
裁

判
の
審
査
対
象
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
94
）。

な
お
、
こ
こ
で
の
国
家
賠
償
と
は
、
以
上
の
説
明
を
み
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
わ
が
国
で
の
損
失
補
償
に

近
い
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
以
降
、
実
際
に
条
約
を
原
因
と
す
る
国
家
賠
償
を
認
め
た
も
の
と
し
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
七

六
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
大
臣
対
ビ
ュ
ル
ガ
夫
人
事
件
判
決
（
95
）が

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
行
政
裁
判
所
の
立
場
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
（
第
一
章
第
一
節
三
参
照
）、
行
政
裁
判
所
は
条
約
の
内
容
の
合
憲
性
を
審
査
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で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
変
更
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
判
決
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
条
約
自
体
が
合
憲
か
違
憲
か
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
条
約
の
適
用
に
お
い
て
、
公
の
負
担
の
平
等
と
い
う
「
法
の
一
般
原
理
」（p

rin
cip

es
gén

érau
x

d
u

d
roit

）
（
96
）

に
反
す
る
局
面
が
あ
る
か

ら
、
そ
の
部
分
を
条
約
の
不
備
と
捉
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
審
査
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
律
と
公
の
負
担
の
平
等
と
の
関
係
を
審

査
し
た
ラ
・
フ
ル
ー
レ
ッ
ト
判
決
が
、
立
法
意
思
の
解
釈
の
形
（
不
備
な
法
律
を
立
法
者
の
消
極
的
な
沈
黙
と
捉
え
、
そ
れ
を
法
の
一
般
原
理
で
修
正
す
る
と
い
う

手
法
）
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
財
産
権
を
侵
害
す
る
立
法
に
対
し
て
は
憲
法
二
九
条
三
項
に
よ
り
、
違
憲
無
効
と
す
る
べ
き
と
い
う
立
場
と
、

三
項
に
よ
り
直
接
補
償
で
き
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
が
、
後
者
が
通
説
判
例
で
あ
る
（
97
）。

後
者
の
立
場
と
は
、
裁
判
所
は
、
立
法
自
体
を
違
憲
「
無
効
」

と
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
憲
法
に
適
合
し
な
い
部
分
を
事
実
上
自
ら
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
立
場

に
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
上
位
の
法
規
範
（
憲
法
あ
る
い
は
法
の
一
般
原
理
）
に
よ
っ
て
下
位
の
法
規
範
を
事
実
上
修
正
す
る
と
い
う
手
法
は
、
上
位

の
法
規
範
と
下
位
の
法
規
範
の
適
合
性
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
実
質
的
に
合
憲
性
審
査
に
近
い
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
条
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
行
政
裁
判
所
が
、
合
憲

性
審
査
類
似
の
作
用
を
行
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

四
一

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
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R
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r
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n
ote
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）

Ib
id

.,p
.784.

（
94
）
な
お
、
こ
の
判
決
で
は
、「
国
内
法
秩
序
に
正
常
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
国
際
約
束
」
で
な
い
国
際
約
束
（
批
准
な
い
し
承
認
さ
れ
て
い
な
い
国
際
約
束
や
公
布
さ
れ
て

い
な
い
国
際
約
束
）
は
、
審
査
対
象
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
油
開
発
会
社
（C

o
p

arex

）
判
決
の
論
告
（
次
節
参
照
）
で
は
、
公
布
さ
れ
て
い
な
い

国
際
約
束
で
も
審
査
対
象
に
な
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
95
）
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étran
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L
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x.

さ
ら
に
、
条
約
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
法
に
よ
る
損
害
賠
償
に
も
言
及
し
た
判
決
が
の
ち

に
現
れ
た
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
が
本
当
に
可
能
と
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
―C

on
seil

d
’É

tat,
4
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S
yn

d
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d
es
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riétaires
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u
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bou
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a
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n
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l
p

u
b
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p
.263-276,n

ote
F
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P
oirat.

（
96
）
フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
法
の
一
般
原
理
」
が
法
律
と
同
等
の
効
力
を
も
つ
か
、
あ
る
い
は
、
法
律
の
解
釈
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
97
）
最
高
裁
大
法
廷
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（
河
川
附
近
地
制
限
令
事
件
）
形
集
二
二
巻
一
二
号
一
四
〇
二
頁
。
参
照
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ

〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
三
二
六
頁
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

第
二
節
　
条
約
の
交
渉

条
約
を
締
結
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
最
初
に
行
う
国
家
間
の
行
為
は
交
渉
で
あ
る
。
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
と
い
う
外
交
行
為
は
、
統
治

行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
外
交
行
為
に
つ
い
て
、
明
確
に
統
治
行
為
と
し
て
の
性
格
を
み
と
め
た
も
の
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
二
六
年
三

月
五
日
グ
ラ
マ
氏
事
件
判
決
（
98
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
一
年
締
結
の
仏
‐
ギ
リ
シ
ャ
協
定
に
よ
る
と
、

一
九
二
二
年
一
月
か
ら
フ
ラ
ン
ス
が
ギ
リ
シ
ャ
に
軍
を
駐
留
さ
せ
る
こ
と
、
及
び
、
破
棄
通
告
を
一
方
が
し
な
い
限
り
駐
留
は
一
年
ご
と
に
自
動
更

新
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
二
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
ギ
リ
シ
ャ
は
新
協
定
を
結
び
、
仏
軍
が
同
年
五
月
に
撤
退
す
る
こ
と
、

及
び
フ
ラ
ン
ス
は
四
月
ま
で
の
駐
留
手
当
て
を
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
受
け
取
る
こ
と
を
合
意
し
た
。
仏
軍
の
軍
人
（
原
告
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
ギ
リ

シ
ャ
に
対
し
て
年
末
ま
で
の
手
当
て
を
要
求
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
過
失
が
あ
る
と
し
、
年
末
ま
で
の
手
当
て
の
額
と
支
給
さ
れ
た
額
と
の
差
額

を
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
要
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。「
こ
の
申
立
て
の
審
査
は
、
二
番
目
の
協
定
を
締
結
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た

ギ
リ
シ
ャ
政
府
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
の
評
価
を
必
然
的
に
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
下
で

提
起
さ
れ
た
訴
訟
は
、
そ
の
性
質
上
、
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
九
条
に
よ
っ
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
委
ね
ら
れ
う
る
訴
訟
で
は
な
い
」。

第
五
共
和
制
下
に
お
い
て
、
一
九
六
六
年
の
電
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
会
社
事
件
判
決
以
降
の
判
決
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
六
八
年
一

一
月
二
九
日
タ
ラ
グ
ラ
ン
氏
事
件
判
決
（
99
）が

現
れ
た
。
こ
の
事
件
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
100
）。

一
九
六
二
年
の
エ
ビ
ア
ン
協
定
に
よ
る
と
、
ア

四
三
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四

ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
差
別
的
な
措
置
を
と
ら
ず
、
正
当
な
補
償
な
し
に
収
用
を
し
な
い
と
定
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
が
こ
の
協
定
を
無
視
し
た
と
き
に
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
代
わ
っ
て
賠
償
を
す
る
と
い
う
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
。
原
告
は
、
所
有
し
て
い
た
学
校
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
収
用
さ
れ
た
た
め
損
害
を
受
け
た
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
損
害
賠
償
を
求

め
た
。
そ
の
と
き
原
告
は
、
エ
ビ
ア
ン
協
定
の
内
容
そ
の
も
の
は
争
わ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
エ
ビ
ア
ン
協
定
締
結
の
た
め
に
交
渉
し
、
連
署
し
た

こ
と
に
よ
り
、
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
援
用
さ
れ
て
い
る
損
害
の
起
源
と
な
っ
た
と
さ

れ
る
諸
行
為
と
諸
決
定
は
、
新
国
家
独
立
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
…
上
述
の
申
立
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
行
政
裁
判
に
か
か
り
え
な
い
問
題
で
あ
る
」。

こ
れ
以
降
も
、
石
油
開
発
に
か
か
わ
る
仏
‐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
協
定
が
問
題
と
な
っ
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
七
九
年
七
月
一
三
日
石
油
開
発

会
社
（C

o
p

arex

）
判
決
（
101
）も

、
取
消
の
要
求
に
つ
き
、「
こ
の
書
簡
に
含
ま
れ
て
い
る
（
税
金
支
払
い
の
〔
引
用
者
補
足
〕）
催
促
は
、
両
国
政
府
で
進
行

中
だ
っ
た
交
渉
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
取
消
訴
訟
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
」
と
し
、
ま
た
国
家
賠

償
請
求
に
つ
き
、「
…
原
告
の
会
社
が
主
張
し
て
い
る
損
害
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
の
間
の
交
渉
行
為
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
公

の
サ
ー
ビ
ス
上
の
過
失
を
基
礎
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
種
の

も
の
と
し
て
、
仏
‐
モ
ロ
ッ
コ
議
定
書
が
問
題
と
な
っ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
八
六
年
一
〇
月
三
日
バ
ス
テ
ィ
ー
ド
氏
事
件
判
決
（
102
）が

あ
る
。
そ

こ
で
は
、「
…
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
一
九
七
四
年
四
月
二
日
の
仏
‐
モ
ロ
ッ
コ
議
定
書
の
署
名
に
至
っ
た
活
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
外

国
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
、
そ
の
性
質
上
、
原
告
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
う
る
も
の
で
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は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
条
約
締
結
ま
で
の
外
交
交
渉
を
問
題
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
の
電

波
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
会
社
事
件
判
決
以
降
は
、
条
約
そ
の
も
の
を
国
家
賠
償
訴
訟
で
争
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
交
渉
及
び
そ
れ
に

付
随
す
る
行
為
を
争
う
よ
り
も
、
処
分
や
損
害
を
実
際
に
引
き
起
こ
し
た
条
約
自
体
を
争
う
の
が
筋
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
七
九
年
の
石
油
開
発
会

社
（C

o
p

arex

）
判
決
や
一
九
八
六
年
の
バ
ス
テ
ィ
ー
ド
氏
事
件
判
決
で
は
、
判
決
で
賠
償
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
た
も
の
の
、

条
約
自
体
も
争
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
行
の
判
例
理
論
の
枠
組
み
で
は
、
条
約
締
結
の
た
め
の
外
交
交
渉
を
争
う
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
。
外
交

交
渉
自
体
の
統
治
行
為
性
を
み
る
た
め
に
は
、
条
約
締
結
の
た
め
の
交
渉
で
は
な
く
、
単
独
の
外
交
交
渉
に
関
す
る
事
例
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
以
上
の
判
決
で
も
一
応
、
行
政
裁
判
の
審
査
対
象
と
な
ら
な
い
理
由
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
、
問
題
に
な
っ
た
政
府
の
行
為
は
、

①
外
交
交
渉
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
②
そ
の
外
交
行
為
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
交
交
渉

と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
九
〇
年
六
月
二
九
日
移
民
労
働
者
支
援
団
体
（G

.I.S
.T

.

I.

）
事
件
判
決
（
本
章
第
六
節
二
参
照
）、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
九
八
年
一
二
月
一
八
日
争
訟
部
大
法
廷S

A
R

L
d

u
p

arc
d

’activités
d

e

B
lotzh

eim
et

S
C

I
H

aselaecker

事
件
判
決
（
本
章
第
三
節
二
（
４
）
参
照
）
等
の
判
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
十
分
な
根
拠
と

な
ら
な
い
。
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
外
交
交
渉
が
、
そ
れ
自
体
、
国
内
法
に
よ
っ
て
も
、
国
際
法
に
よ
っ
て
も
、
通
常
は
拘
束
さ
れ
て

お
ら
ず
、
高
度
に
裁
量
的
な
行
為
で
あ
り
、
裁
判
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
憲
法
院
一
九
八
二
年
七
月
一
七
日

判
決
（
103
）は

、「
…
こ
の
（
法
律
案
の
条
項
で
予
定
さ
れ
て
い
る
〔
引
用
者
補
足
〕）
言
及
は
、（
命
令
で
は
な
く
〔
引
用
者
補
足
〕）
純
粋
に
叙
述
的
な
性
格
を
持
つ
も

の
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
関
係
行
為
の
事
項
に
つ
い
て
権
限
を
持
つ
公
的
機
関
に
い
か
な
る
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条

四
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
六

項
は
、
憲
法
五
二
条
に
反
す
る
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
延
べ
、
外
交
交
渉
に
つ
い
て
は
、
執
行
権
に
憲
法
上
自
由
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
立
法
が
制
限
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
の
判
決
を
出
し
て
い
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
98
）

C
on

seild
’É

tat,5
m

ars
1926,G

ram
at

et
au

tres,
D

a
llo

z,1926,I
,p

.208.

（
99
）

C
on

seil
d

’É
tat,

29
n

ovem
b

re
1968,

T
allagran

d
,

L
e
b

o
n

,
p

.
607

;
D

a
llo

z,
1969,

J.,
p

p
.
386-387,

n
ote

V
ictor

S
ilvera

;
J

o
u

r
n

a
l

d
u

d
r
o

it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,1969,p
p

.382-388,n
ote

D
avid

R
u

zié
;
R

e
v

u
e

d
u

d
to

it
p

u
b
lic,1969,p

p
.686-693,ch

ron
.M

.W
alin

e.

（
100
）
な
お
、
こ
の
事
件
は
、
独
立
国
同
士
の
国
際
約
束
の
交
渉
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
本
国
と
そ
こ
か
ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
植
民
地
と
の
交
渉
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。

（
101
）
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第
三
節
　
条
約
の
締
結
手
続

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
五
共
和
国
憲
法
五
五
条
は
、「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
…
公
布
後
直
ち
に

法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力
を
も
つ
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
本
来

無
効
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
い
か
な
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
司
法
裁
判
所
・
行
政
裁
判
所

は
、
従
来
、
条
約
の
批
准
・
承
認
行
為
の
存
在
（
権
限
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
批
准
・
承
認
さ
れ
た
か
）
は
審
査
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
原
則
と
し
て
は
手
続

の
適
法
性
（
議
会
の
許
可
が
必
要
か
ど
う
か
）
は
審
査
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
院
は
、
従
来

か
ら
、
間
接
的
な
形
で
、
批
准
・
承
認
手
続
の
審
査
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、
裁
判
機
関
ご
と
に
点
検
し
よ
う
。

一
　
憲
法
院

憲
法
院
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
間
接
的
な
形
で
、
批
准
・
承
認
手
続
の
合
憲
性
を
審
査
し
て
い
る
と
い
え
る
。
憲
法
五
四
条
に
よ
る
審
査
と
、

憲
法
六
一
条
に
よ
る
審
査
と
に
分
け
て
み
て
み
よ
う
。
な
お
、
憲
法
院
は
、
法
律
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
立
法
手
続
に
関
し
て
も
審
査
し
て
い
る

の
で
（
104
）、

憲
法
五
三
条
に
よ
り
議
会
の
許
可
が
い
る
場
合
、
議
会
の
許
可
を
求
め
る
法
律
案
の
立
法
手
続
に
つ
い
て
も
審
査
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

四
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
八

（
１
）
五
四
条
に
基
づ
く
審
査

ま
ず
、
憲
法
五
四
条
に
基
づ
く
審
査
の
場
合
を
検
討
し
よ
う
。
審
査
例
と
し
て
、
憲
法
院
一
九
七
〇
年
六
月
一
九
日
判
決
（
105
）が

あ
る
。
こ
の
事
案
で

は
、
あ
る
国
際
約
束
に
つ
い
て
、
憲
法
五
三
条
の
議
会
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
が
論
点
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
五
一
年
と
一
九

五
七
年
の
条
約
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
加
盟
し
て
い
た
。
こ
の
条
約
は
、
共
同
体
の
財
政
に
つ
き
、
加
盟
国
の
負
担
金
か
ら
共
同
体
独

自
の
財
源
へ
の
段
階
的
移
行
を
定
め
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
四
月
二
一
日
に
共
同
体
の
理
事
会
は
、
共
同
体
の
財
源
を
加
盟
国
の
負
担
金
か
ら
固
有

の
財
源
に
切
り
替
え
て
い
く
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
こ
の
決
議
を
承
認
す
る
た
め
の
法
律
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
こ

の
際
、
首
相
は
、
憲
法
五
四
条
に
基
づ
き
、
こ
の
決
議
等
が
、
憲
法
三
四
条
、
国
民
主
権
、
人
権
宣
言
一
四
条
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て

憲
法
院
の
判
断
を
求
め
た
。

こ
の
と
き
、
憲
法
院
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
憲
法
三
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
立
法
の
性
質
を
も
つ
事
項
に
、
一
定
の
点
に
お
い
て
、

か
か
わ
る
当
該
決
議
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
る
条
項
の
採
用
は
、
五
三
条
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
に
よ
っ
て
介
入
さ
れ
て
い
る
」。

も
っ
と
も
、
こ
の
憲
法
院
の
判
断
は
、
執
行
権
が
議
会
に
法
律
に
よ
る
許
可
を
求
め
た
こ
と
を
正
当
と
認
め
た
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
、
ま
だ
国
際

約
束
の
批
准
・
承
認
の
た
め
の
法
律
案
を
執
行
権
が
議
会
に
提
出
し
て
い
な
い
段
階
で
、
憲
法
院
が
許
可
の
法
律
が
必
要
で
あ
る
と
判
決
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
、
事
前
に
、
執
行
権
に
ど
の
よ
う
な
手
続
を
と
る
べ
き
か
を
教
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
106
）。

そ
も
そ
も
制
度
的
に
、
五
四
条
の
手
続
で

は
、
議
会
の
法
律
に
よ
る
許
可
が
必
要
な
国
際
約
束
を
、
そ
の
許
可
の
欠
如
を
理
由
に
無
効
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
、

五
四
条
に
よ
る
審
査
は
、
手
続
の
真
の
審
査
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
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（
２
）
憲
法
六
一
条
に
基
づ
く
審
査

そ
れ
で
は
、
憲
法
六
一
条
に
基
づ
く
審
査
は
ど
う
か
。
審
査
例
と
し
て
、
憲
法
院
一
九
七
五
年
一
二
月
三
〇
日
判
決
（
107
）が

あ
る
。
こ
の
事
案
の
概
要

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
チ
リ
と
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
七
二
年
六
月
一
五
日
と
一
九
七
四
年
九
月
一
六
日
に
負
債
の
繰
り
延
べ
に
関
す
る
ふ
た
つ

の
協
定
を
結
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
協
定
は
議
会
の
法
律
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
議
員
団
が
、
こ
の
負
債
の
繰
り

延
べ
を
内
容
の
一
部
と
す
る
一
九
七
六
年
の
予
算
法
律
の
一
部
が
憲
法
五
三
条
等
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
憲
法
院
に
提
訴
し
た
。

判
決
は
、
当
該
協
定
が
予
算
に
か
か
わ
る
も
の
で
議
会
に
よ
る
許
可
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
当
該
協
定
は
、
予
算
法

の
議
決
の
と
き
に
暗
黙
的
に
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
該
予
算
法
も
違
憲
で
は
な
い
と
し
た
。

こ
の
判
決
の
結
論
の
妥
当
性
は
別
と
し
て
、
憲
法
院
は
、
国
際
約
束
が
議
会
の
承
認
の
対
象
に
な
る
べ
き
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
国
際
約
束
を
執
行
す
る
法
律
に
つ
い
て
審
査
す
る
と
き
に
、
そ
の
法
律
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
国
際
約
束
が
適
法
な
手
続
に
よ
っ
て
批
准

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
憲
法
院
は
、
国
際
約
束
が
国
内
的
に
効
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
後
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
審
査
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る

の
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
手
続
違
反
の
場
合
は
、
審
査
が
可
能
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ブ
ラ
ア
ム
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ひ
と

つ
は
、
手
続
の
憲
法
適
合
性
は
、
内
容
の
違
憲
性
よ
り
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
手
続
違
反
に
よ
っ
て
締
結

さ
れ
た
国
際
約
束
は
、
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
存
在
を
援
用
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
内
容
の
合
憲
性
は
、
憲
法
五
四
条
、
六
一
条
に
よ
っ
て
、
審
査
さ
れ
う
る
か
ら
、
事
後
的
な
付
随
的
審
査
が
で
き
な
い
こ
と
を
正
当
化
で
き
る

け
れ
ど
も
、
手
続
の
違
憲
性
は
こ
れ
ら
の
手
続
の
よ
っ
て
事
前
に
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
事
後
的
な
審
査
が
必
要
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

四
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裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
〇

ま
た
、
司
法
裁
判
所
も
、
行
政
裁
判
所
も
、
五
三
条
の
手
続
に
関
し
て
、
審
査
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
憲
法
院
が
審
査
を
す
べ
き
で
あ
る
（
108
）。

な
お
、

こ
の
後
者
の
理
由
に
関
し
、
現
在
で
は
、
行
政
裁
判
所
が
、
従
来
の
判
例
を
変
更
し
、
批
准
・
承
認
手
続
の
審
査
が
で
き
る
と
し
た
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
審
査
に
よ
っ
て
違
憲
に
な
る
の
は
、
国
際
約
束
を
執
行
す
る
法
律
で
あ
っ
て
、
国
際
約
束
自
体
が
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
審
査
手
続
が
有
効
な
の
は
、
国
際
約
束
を
執
行
す
る
法
律
が
問
題
に
な
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
審
査
手
続
は
、
国

際
約
束
が
自
動
執
行
性
を
も
っ
て
い
る
と
き
な
ど
は
有
効
で
な
い
と
い
う
限
界
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　
行
政
裁
判
所

行
政
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
条
約
の
批
准
・
承
認
手
続
は
、
統
治
行
為
で
あ
り
、
審
査
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
た
だ
、
以
前
か

ら
、
批
准
・
承
認
手
続
と
切
り
離
し
う
る
部
分
、
批
准
・
承
認
の
存
在
自
体
、
条
約
の
公
布
、
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
審
査
で
き
る
と
し
て
い
た
。

主
要
な
判
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
１
）
カ
ラ
コ
夫
人
事
件
判
決

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
二
六
年
二
月
五
日
カ
ラ
コ
夫
人
事
件
判
決
（
109
）は

、
条
約
の
締
結
手
続
に
つ
い
て
は
審
査
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
条
約
自
体

と
切
り
離
し
う
る
部
分
は
審
査
で
き
る
と
し
た
。
事
実
の
概
要
は
以
下
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
の
フ
ラ
ン
ス
‐
チ
ェ
ニ
ジ
ア
協
約
は
、

同
年
一
月
二
八
日
に
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
の
デ
ク
レ
に
よ
り
批
准
さ
れ
、
翌
日
の
二
九
日
に
官
報
で
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
戦
争
で
の
利
益
に

課
税
す
る
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
も
の
で
、
チ
ェ
ニ
ジ
ア
の
初
級
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
パ
リ
の
上
級
委
員
会
に
申
立
て
が
で
き
る
と
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い
う
制
度
を
創
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
協
約
が
締
結
さ
れ
る
と
き
、
チ
ェ
ニ
ジ
ア
側
が
適
正
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど

か
ら
当
該
協
約
が
無
効
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
協
約
を
チ
ェ
ニ
ジ
ア
で
有
効
に
適
用
す
る
た
め
に
は
法
律
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
デ
ク
レ
が
取

り
消
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
を
根
拠
と
し
て
、
一
九
二
四
年
一
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
に
フ
ラ
ン
ス
と
チ
ェ
ニ
ジ
ア
の
間
で
締
結
さ
れ
、
一
九
二
四
年

一
月
二
八
日
に
共
和
国
大
統
領
の
よ
り
、
ま
た
一
九
二
四
年
二
月
五
日
に
チ
ェ
ニ
ス
の
チ
ェ
ニ
ジ
ア
総
督
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
協
約
は
、
外
交
事

項
に
お
け
る
政
府
の
権
力
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
訴
訟
に
よ
っ
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
審
査
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
デ
ク
レ
は
、
当
該
協
約
を
批
准
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
性
質
上
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
付
託
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

一
方
で
、
こ
の
デ
ク
レ
は
こ
の
批
准
に
だ
け
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
デ
ク
レ
は
同
時
に
、
一
九
一
六
年
七
月
一
日
の
法
律
一
一
条
に

よ
り
設
置
さ
れ
た
上
級
委
員
会
に
、
チ
ェ
ニ
ジ
ア
の
初
級
委
員
会
に
よ
り
下
さ
れ
た
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
に
対
し
て
裁
決
し
、
こ
の
不
服
申
立

に
適
用
す
る
規
則
を
定
め
る
と
い
う
権
限
を
与
え
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
デ
ク
レ
が
定
め
る
条
項
は
、
協
約
自
体
と
一
体

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
訴
訟
の
対
象
と
な
る
」。
な
お
、
裁
判
所
は
、
協
約
自
体
と
区
別
で
き
る
デ
ク
レ
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
違
法
性

は
確
認
で
き
な
い
と
し
た
。

こ
の
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
（
第
一
章
第
一
節
二
（
１
））、
行
政
裁
判
所
は
、
国
際
約
束
の
国
内
的
効
力
を
、
す
く

な
く
と
も
越
権
訴
訟
に
お
い
て
は
、
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
的
効
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
国
内
法
上
の
措
置
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
判
決
で
は
、
そ
の
措
置
が
デ
ク
レ
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ク
レ
を
当
該
協
約
と
一
体
の
部
分
と
、
そ
の
協
約
を
執
行
す
る
派

生
的
な
部
分
に
分
け
、
後
者
は
審
査
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
110
）。

五
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
二

こ
の
判
決
は
、
国
際
約
束
の
締
結
手
続
は
、
外
交
事
項
に
お
け
る
政
府
の
権
力
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
訴
訟
に
よ
っ
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
審
査
さ
れ
え
な
い
と
述
べ
、
伝
統
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
締
結
手
続
の
一
部
で
あ
る
批
准
手
続
も
審
査
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
決
の
重
要
性
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
初
め
て
明
確
に
「
切
り
離
し
う
る
」（d

étach
ab

le

）
行
為
の
理
論
が
採
用
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
外
交
関
係
に
介
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
扱
え
な
い
事
件
と
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
固
有
の
問
題
、
つ
ま
り
国
内
秩
序
の

問
題
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
事
件
を
区
別
し
、
後
者
に
は
、
審
査
権
が
及
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
111
）。

こ
の
判
決
以
降
、
切
り
離
し
う
る
行
為

の
理
論
は
、
特
に
条
約
の
執
行
の
審
査
に
つ
い
て
、
広
く
行
政
判
例
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
本
章
第
七
節
参
照
）。

（
２
）
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
判
決

次
に
現
れ
た
重
要
判
決
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
五
六
年
一
一
月
一
六
日
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
判
決
（
112
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
五
月
一
七
日
の
フ
ラ
ン
ス
‐
イ
タ
リ
ア
の
交
換
公
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
在
留
す
る
イ
タ
リ
ア
人
に
最
恵
国
待

遇
を
与
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
交
換
公
文
は
、
一
九
四
七
年
四
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
批
准
さ
れ
、
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
り
同
月
二

七
日
に
公
布
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
四
月
二
五
日
の
「
交
換
公
文
を
批
准
す
る
」
と
冠
さ
れ
て
い
る
デ
ク
レ
以
外
に
、
大
統
領
は
、
こ
の
交
換
公

文
の
批
准
に
関
す
る
い
か
な
る
文
書
に
も
署
名
し
て
い
な
い
し
、
交
換
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
国
際
法
上
の
批
准
の
な
い
当
該
交
換
公
文

は
、
第
四
共
和
国
憲
法
二
六
条
・
二
八
条
の
「
適
法
に
批
准
さ
れ
公
布
さ
れ
た
外
交
上
の
条
約
」
で
は
な
く
、
国
内
的
効
力
が
な
い
疑
い
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
当
該
交
換
公
文
の
内
容
は
、
第
四
共
和
国
憲
法
二
七
条
に
よ
り
、
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
た
。
原
告

（
イ
タ
リ
ア
人
）
は
、
建
設
業
を
行
う
許
可
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
申
請
し
た
が
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
原
告
が
、
こ
の
処
分
は
上
記
の
交
換
公
文
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に
反
す
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
判
決
は
、
こ
の
交
換
公
文
の
有
効
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
交

換
公
文
の
定
め
る
内
容
は
、
原
告
の
主
張
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
は
、
交
換
公
文
の
有
効
性
に
つ
い
て
特
に
言

及
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
論
告
担
当
官
ロ
ー
ラ
ン
（L

au
ren

t

）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
告
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

批
准
手
続
の
適
法
性
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
審
査
の
射
程
と
限
界
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
純
粋
に
法
的
な
観
点
か
ら
は
、
国
内
法
秩
序
に
お

け
る
、
批
准
行
為
の
「
存
在
」
だ
け
で
は
な
く
、
批
准
行
為
の
「
適
法
性
」
も
審
査
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
約
束
が
議
会
の
法
律
に

よ
る
許
可
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
審
査
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
経
験
的
な
観
点
か
ら
は
、
現
実
に
は
議
会
の
承
認
が
必
要
な
の

に
そ
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
な
い
国
際
約
束
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
裁
判
で
適
用
し
な
い
と
判
断
す
る
と
そ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
、
仮
に
、

裁
判
所
が
議
会
承
認
の
必
要
性
を
審
査
す
る
と
し
て
も
、
条
約
の
解
釈
権
は
外
務
大
臣
に
あ
る
か
ら
、
実
際
の
裁
判
に
よ
る
統
制
の
効
果
は
疑
わ
し

い
こ
と
、
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
が
、
議
会
承
認
を
求
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
議
会
と
政
府
と
の
間
の
本．

質
的
に
政
治
的
な

．
．
．
．
．
．
．

（
強
調
原
著
者
）
関
係
に
「
裁
判
官
支
配
」
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
（
113
）。

「
以
上
の
確
認
は
、
裁
判
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
と
限
界
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
。
こ
の
確
認
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
内
法
の
観
点
か
ら
考
え

ら
れ
た
批
准
手
続
が
確
定
さ
れ
た
統
治
行
為

、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
強
調
原
著
者
。
以
下
同
じ
）
を
含
む
と
い
う
事
実
を
実
際
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
（
統
治
〔
引
用
者

補
足
〕）
行
為
は
、
大
統
領
が
、
政
府
を
介
し
て
、
批
准
の
前
に
立
法
に
よ
る
授
権
を
求
め
る
か
否
か
と
い
う
決
定
の
中
に
存
す
る
。
執
行
と
立
法
の

間
の
関
係
に
直
接
的
に
関
係
す
る
た
め
、
こ
の
決
定
は
、
そ
の
性
質
に
よ
り
、
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
免
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
批
准
に

関
す
る
裁
判
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
す
る
唯
一
の
障
害
で
あ
る
。
裁
判
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
批
准
手
続
に
、
国
内
法
上
効
果
を
与
え
る

そ
の
他
の
要
素
、
つ
ま
り
、
批
准
行
為
の
存
在
、
、

に
つ
い
て
、
抗
弁
に
よ
り

、
、
、
、
、

、
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て

五
三



裁
判
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よ
る
条
約
の
審
査
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て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
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程
―

五
四

こ
の
批
准
行
為
の
存
在
、
、

は
、
憲
法
典
に
よ
っ
て
右
の
効
果
を
も
た
ら
す
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
権
力
機
関
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
換
言
す
る

と
、
憲
法
典
に
よ
り
、
国
際
約
束
の
義
務
的
性
格
が
も
た
ら
さ
れ
る
条
件
で
あ
る
、
批
准
の
適
法
性
は
、
事
前
の
立
法
に
よ
る
許
可
の
欠
如
、
つ
ま

り
批
准
行
為
に
関
す
る
法
律
と
い
う
基
礎
の
欠
如
と
い
う
理
由
が
受
理
で
き
な
い
と
い
う
唯
一
で
あ
る
が
明
確
な
留
保
の
下
に
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え

に
よ
る
と
裁
判
官
の
審
査
に
服
す
る
の
で
あ
る
」
（
114
）。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
こ
の
事
件
を
み
る
。
ま
ず
、
こ
の
交
換
公
文
が
憲
法
二
七
条
に
よ
り
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
は
審
査
の
対

象
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
統
領
は
、
こ
の
交
換
公
文
の
批
准
に
関
す
る
い
か
な
る
文
書
に
も
署
名
し
て
い
な
い
し
、
交
換
も
し
て
い
な
い
。
な

お
、
交
換
公
文
を
官
報
で
公
布
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
一
九
四
七
年
四
月
二
五
日
デ
ク
レ
は
、「
交
換
公
文
を
批
准
す
る
デ
ク
レ
」
と
冠
さ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
デ
ク
レ
を
批
准
手
続
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
交
換
公
文
は
大
統
領
に
よ
る
批
准
が
欠
如
し
て
お

り
、
国
内
的
な
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
（
115
）。

判
決
は
、
論
告
担
当
官
の
意
見
の
な
か
の
、
公
布
の
デ
ク
レ
は
批
准
と
み
な
せ
な
い
と
い
う
部
分
に
は
同
意
せ
ず
、
交
換
公
文
の
有
効
性
を
認
め

た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
の
判
例
は
、
そ
の
他
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
議
会
承
認
の
必
要
性
は
審
査
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
批
准
行
為
の
存
在
は
審

査
で
き
る
と
い
う
点
、
に
つ
い
て
、
論
告
担
当
官
の
意
見
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
判
決
を
契
機
と
し

て
、
条
約
の
議
会
承
認
の
必
要
性
（
批
准
手
続
の
適
法
性
）
に
つ
い
て
は
審
査
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
批
准
が
権
限
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か

ど
う
か
（
批
准
の
存
在
）
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
審
査
で
き
る
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
以
降
の
判
決
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
六
一
年
三
月
三
日
ア
ン
ド
レ
氏
と
ニ
コ
ラ
・
ゲ
マ
ン
織
物
会
社
事
件
（
116
）で

は
、

「
争
訟
に
お
い
て
判
決
を
下
す
と
き
に
、
国
際
条
約
の
批
准
の
た
め
に
と
ら
れ
る
手
続
の
適
法
性
を
審
査
す
る
こ
と
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
役
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割
で
は
な
い
」
と
判
決
さ
れ
、
そ
の
論
告
で
は
、「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
権
限
は
、
こ
の
場
合
、
批
准
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
適
法
性
に
は
及
ば
な
い
」
（
117
）

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
判
決
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
ナ
ヴ
ィ
ガ
ト
ー
ル
社
事
件
判
決

こ
の
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
の
判
決
内
容
を
さ
ら
に
精
緻
な
も
の
に
し
た
も
の
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
六
五
年
七
月
一
三
日
ナ
ヴ

ィ
ガ
ト
ー
ル
社
事
件
判
決
（
118
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
共
和
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
と
モ
ナ
コ
は
一
九
五
四
年
三

月
二
五
日
に
協
定
を
結
び
（
一
九
五
四
年
六
月
一
五
日
に
官
報
で
公
布
）、
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ナ
コ
人
へ
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
定
め

た
。
た
だ
、
そ
の
協
定
に
よ
る
と
、
船
舶
の
損
害
は
賠
償
か
ら
除
か
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
原
告
（
モ
ナ
コ
の
会
社
）
は
、
こ
の
協
定
が
フ
ラ
ン
ス
国

内
法
秩
序
に
お
い
て
無
効
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
ヨ
ッ
ト
の
損
害
に
つ
い
て
賠
償
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
当
時
効
力
の
あ
っ
た
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
七
日
の
憲
法
二
六
条
お
よ
び
二
八
条
に
よ
る
と
、

外
交
条
約
は
、
適
法
に
批
准
お
よ
び
公
布
さ
れ
た
と
き
の
み
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
。『
簡
易
な
形
式
の
』、
つ
ま
り
共
和
国
大
統
領
が
全
権

委
任
状
を
授
与
す
る
こ
と
な
し
に
交
渉
さ
れ
た
協
定
の
場
合
、
憲
法
典
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
批
准
は
大
統
領
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
単
な
る
承

認
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
承
認
は
、
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
官
報
で
の
当
該
協
定
の
公
布
の
デ
ク
レ
へ
の
共
和
国
大
統
領
の
署

名
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
」。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
の
協
定
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
と
モ
ナ
コ
公
国
と
の
間
で
結
ば
れ
、
特

に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
モ
ナ
コ
人
が
受
け
た
戦
争
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
、
一
九
五
四
年
三
月
二
五
日
の
交
換
公
文
の
条
項
は
、
一

九
五
四
年
六
月
一
五
日
に
官
報
で
公
布
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
公
布
が
、
共
和
国
大
統
領
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
デ
ク
レ
の
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
大
統
領
の
介
入
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
当
該
交
換
公
文
は
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
七
日
の
憲
法
に
よ
る
と
、
適
法
に
批

五
五



裁
判
に
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の
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五
六

准
お
よ
び
公
布
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」。
こ
う
し
て
、
交
換
公
文
の
国
内
的
効
力
が
否
定
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

国
内
法
だ
け
が
原
告
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
国
内
法
の
規
定
で
、
原
告
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
し
た
。

こ
の
事
件
で
の
中
心
的
な
論
点
は
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
、
国
際
法
上
、
署
名
だ
け
で
効
力
を
も
ち
、
国
際
法
上
の
批
准
手
続
を
必

要
と
し
な
い
簡
易
な
形
式
の
国
際
約
束
に
つ
い
て
、
第
四
共
和
制
憲
法
は
特
に
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
国
際
約
束
に

と
っ
て
、
国
内
法
上
有
効
で
あ
る
た
め
必
要
と
さ
れ
る
、「
適
法
な
批
准
お
よ
び
公
布
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
論
告
担
当
官
フ
ル
ニ

エ
（F

ou
rn

ier

）
は
、
そ
の
論
告
の
中
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
で
の
ロ
ー
ラ
ン
の
論
告
の
よ
う
に
、「
批
准
」
と
は
、
言
葉
の
正
確
な
意
味
で
と
ら
え
る
べ
き

で
あ
り
、
国
際
法
上
の
意
味
で
の
「
批
准
」
が
な
い
も
の
は
、
国
内
法
上
無
効
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
を
と
る
と
、

第
四
共
和
制
下
で
締
結
さ
れ
た
簡
易
な
形
式
の
国
際
約
束
す
べ
て
が
国
内
で
適
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
、
不
都
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
憲
法

典
上
の
要
求
と
現
実
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
は
、
憲
法
典
上
の
「
批
准
」
と
い
う
言
葉
を
解
釈
し
直
す
必
要
が
あ
る
（
119
）。「

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
批

准
は
国
際
法
上
正
確
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
批
准
は
ま
た
、
国
内
法
に
お
い
て
も
法
的
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
批
准
と

い
う
行
為
は
、
ま
さ
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
交
渉
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
国
際
約
束
の
利
益
と
時
宜
を
確
認
し
、
国
内
法
に
そ
の
国
際
約
束
を
導
入
す

る
こ
と
を
認
め
る
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
条
件
に
お
い
て
は
、
憲
法
制
定
者
は
、
批
准
と
い
う
言
葉
を
使

用
し
た
と
き
、
国
際
的
な
慣
例
が
そ
の
言
葉
に
与
え
る
正
確
な
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
内
法
に
お
い
て
そ
の
言
葉
に
付
与
さ
れ
る
意
味
に
応

じ
て
、
そ
の
言
葉
を
使
用
し
た
、
と
認
め
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
は
な
い
。
憲
法
制
定
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
交
渉
者
に
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
国
際

約
束
の
締
結
手
続
を
と
る
よ
う
義
務
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
単
純
に
、
か
く
し
て
交
渉
さ
れ
た
協
定
が
、
何
ら
か
の
形
式
に
よ
っ



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

て
、
権
限
あ
る
機
関
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
三
一
条
の
文
言
で
は
、
共
和
国
大
統
領
の
裁
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

厳
重
な
形
式
の
条
約
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
簡
易
な
形
式
の
協
定
が
、
憲
法
典
上
の
意
味
で
、
批
准
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
批
准
は
、
こ
の
二
つ
の
様
式
に
応
じ
て
、
同
じ
形
式
で
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
条
約
に
対
し
て
は
、
批
准
は
、
伝
統
的
な
形
式
で

あ
る
『
批
准
書
』
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
簡
易
な
形
式
の
協
定
に
対
し
て
は
、
批
准
は
、
共
和
国
大
統
領
に
よ
る
も
の
で
、
協
定
の
条
項
の
承
認
を

含
む
、
何
ら
か
の
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
特
に
、
そ
の
行
為
は
、
共
和
国
大
統
領
（
120
）が

当
該
協
定
を
官
報
に
公
布
す
る
こ
と
を
命
ず
る
デ
ク
レ
で

あ
り
う
る
」
（
121
）。

そ
し
て
、
こ
の
解
決
は
、
す
で
に
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
判
決
で
ロ
ー
ラ
ン
氏
の
論
告
に
反
し
て
暗
黙
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
（
122
）。

ま
た
、
批
准
行
為
は
、
締
結
国
間
に
お
い
て
国
際
約
束
を
適
用
可
能
に
す
る
効
果
と
国
内
に
お
い
て
そ
れ
を
適
用
可
能
す
る
効
果
と
い
う
二

重
の
効
果
が
あ
る
。
前
者
は
、
国
家
間
の
関
係
に
関
わ
る
統
治
行
為
で
あ
る
か
ら
審
査
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
統
治
行
為
で
あ

る
議
会
と
行
政
と
の
関
係
を
除
い
て
は
、
審
査
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
批
准
行
為
に
関
し
て
、
執
行
権
力
の
な
か
で
誰
が
批
准

す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
批
准
の
存
在
の
問
題
に
つ
い
て
は
審
査
で
き
る
（
123
）。

以
上
の
判
決
を
結
論
か
ら
整
理
す
る
と
、
批
准
手
続
自
体
に
つ
い
て
は
、
カ
ラ
コ
夫
人
判
決
で
は
、
審
査
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
さ
に

カ
ラ
コ
夫
人
判
決
の
と
る
切
り
離
し
う
る
行
為
の
理
論
に
よ
っ
て
、
後
の
判
決
で
は
、
批
准
行
為
は
、
国
際
的
意
味
と
国
内
的
意
味
と
が
あ
り
、
後

者
に
つ
い
て
は
行
政
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
国
内
的
な
意
味
で
の
批
准
行
為
の
な
か
で
も
、
議
会
と
行
政
の
関
係
、
具
体
的
に

は
、
条
約
が
憲
法
典
上
議
会
の
許
可
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
（
批
准
の
適
法
性
と
い
わ
れ
て
い
る
）
は
、
統
治
行
為
で
あ
る
か
ら
、

審
査
で
き
な
い
。
審
査
で
き
る
の
は
、
結
局
、
批
准
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
批
准
を
す
る
権
限
の
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
批
准
が
さ
れ
た
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

五
七
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事
件
判
決
（
124
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
以
下
の
ご
と

き
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
ス
イ
ス
は
、
共
同
で
ス
イ
ス
国
境
近
く
の
フ
ラ
ン
ス
領
内
に
、
空
港
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
め
、
一
九
四
九
年
七

月
四
日
に
ベ
ル
ン
に
お
い
て
協
約
を
締
結
し
た
。
な
お
、
こ
の
協
約
に
は
三
通
の
附
属
文
書
が
伴
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
協
約
と
附
属
文
書
は
、

一
九
五
〇
年
八
月
一
日
の
法
律
に
よ
り
批
准
が
許
可
さ
れ
、
一
九
五
二
年
一
一
月
二
五
日
に
批
准
書
が
交
換
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
協
定
と
附
属
文

書
は
、
一
九
五
三
年
五
月
一
三
日
の
共
和
国
大
統
領
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
六
月
三
日
に
官
報
で
公
布
さ
れ
た
。
の
ち
、
こ
の
附
属
文
書
う
ち
の
Ⅲ
が
、

空
港
拡
張
の
障
害
と
な
っ
た
た
め
、
両
政
府
は
、
一
九
九
六
年
二
月
一
二
日
と
二
九
日
に
、
交
換
公
文
に
よ
り
、
附
属
文
書
Ⅲ
に
、
条
項
変
更
の
た

め
の
追
加
文
書
を
加
え
た
。
こ
れ
は
、
一
九
九
六
年
五
月
一
三
日
の
大
統
領
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
一
九
九
六
年
五
月
一
五
日
に
官
報
で
公
布
さ
れ
た
。

原
告
は
、
こ
の
交
換
文
書
は
国
家
財
政
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
五
三
条
に
よ
っ
て
法
律
に
よ
る
許
可
が
必
要
で
あ
る
の
に
、
そ
の
手
続
が

と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
交
換
公
文
の
公
布
の
デ
ク
レ
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。「
こ
の
条
項
（
憲
法
五
三
条
と
五
五
条
）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
憲
法
五
三
条
に
関
係
す
る
条

約
あ
る
い
は
協
定
で
、
法
律
の
許
可
な
し
に
批
准
あ
る
い
は
承
認
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
前
述
の
五
五
条
の
意
味
に
お
い
て
適
法
な
も
の
と
し

て
批
准
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
内
法
に
お
い
て
公
布
に
与
え
ら
れ
た
効
果
を
鑑
み
る
と
、
憲
法
五
三
条
に
関

係
す
る
条
約
あ
る
い
は
協
定
の
公
布
は
、
こ
の
条
約
あ
る
い
は
協
定
の
批
准
あ
る
い
は
承
認
が
法
律
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
な
け
れ
ば
、
合
法
的
に
な

し
え
な
い
。
条
約
あ
る
い
は
協
定
の
公
布
行
為
に
よ
る
憲
法
五
三
条
の
条
項
の
無
視
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
行
政
裁
判
所
判
事
の
前
に
も
ち
だ
さ
れ
た



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

理
由
の
妥
当
性
に
関
し
て
判
決
す
る
の
は
行
政
裁
判
所
判
事
の
役
割
で
あ
る
」。
し
か
し
、
一
九
四
九
年
七
月
四
日
の
協
約
と
そ
の
附
属
文
書
に
よ

る
と
、
両
政
府
は
、「
は
じ
め
か
ら
、
空
港
設
備
の
拡
張
の
可
能
性
を
予
見
し
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
一
九
九
六
年
の
交
換
公
文
に
つ
い
て
は
、

新
た
に
法
律
に
よ
る
許
可
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
大
き
く
転
換
し
、
批
准
の
「
存
在
」
だ
け
で
は
な
く
、
批
准
の
「
適
法
性
」
も
審
査
す
る
と
い
う

立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。
こ
の
変
更
の
根
拠
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
論
告
担
当
官
バ
シ
ュ
リ
エ
（G

illes
B

ach
elier

）
は
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
行
政
裁
判
所
が
国
際
約
束
の
批
准
・
承
認
手
続
の
適
法
性
を
審
査
で
き
な
い
と
し
て
い
た
理
由
は
次
の
三
つ
の
も
の
で
あ
る
。
第
一

は
、
裁
判
所
の
審
査
が
外
交
に
介
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
心
配
で
あ
る
。
も
し
裁
判
所
が
介
入
し
て
、
当
該
国
際
約
束
が
国
内
的
に
適
用
で
き
な
い

と
な
る
と
、「
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
責
任
が
国
際
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
他
方
で
、
国
際
的
な
交
渉
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

の
立
場
が
弱
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
（
125
）。

第
二
は
、
批
准
手
続
が
、
議
会
と
政
府
の
関
係
に
か
か
わ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。「
直
接
的
に
執
行
権

と
立
法
権
の
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
（
議
会
に
許
可
を
求
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
〔
引
用
者
補
足
〕）
決
定
は
、
そ
の
性
質
上
、
裁
判
官
の
審
査

を
免
れ
る
。
…
そ
し
て
、
議
会
が
こ
の
批
准
を
許
可
す
る
法
律
案
を
付
託
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
付
託
に
よ
っ
て
、
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
政
府
の

外
交
政
策
の
一
部
が
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
お
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
批
准
手
続
は
ゆ
え
に
裁
判
官
が
介
入
で
き
な
い
政
治

的
な
面
を
も
っ
て
い
る
」
（
126
）。

第
三
は
、
条
約
の
解
釈
権
が
、
裁
判
所
に
は
な
く
、
外
務
大
臣
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
裁
判
に
よ

る
審
査
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
（
127
）。

し
か
し
、
今
日
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
も
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

五
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
〇

第
一
は
、
現
状
で
は
、
国
際
約
束
に
関
す
る
議
会
の
権
限
を
保
障
す
る
憲
法
五
三
条
が
十
分
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
院

は
、
憲
法
六
一
条
と
五
四
条
に
よ
っ
て
、
事
前
に
国
際
約
束
の
審
査
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
五
三
条
の
手
続
が
守
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
こ
と
は
、
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
五
三
条
の
手
続
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
も
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
、
保

障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。「
実
際
に
は
、
こ
の
保
障
の
欠
如
は
、
憲
法
五
五
条
の
文
言
と
両
立
し
が
た
い
。
こ
の
条
項
の
効
果
に
よ
っ
て
、
法
律

よ
り
優
越
し
た
効
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
条
約
と
協
定
は
、
特
に
、
適
法
に
批
准
さ
れ
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
、
国
際
協
定
の
国
内
法
へ
の
導
入
が
議
会
の
権
限
を
保
障
し
て
い
る
憲
法
上
の
手
続
を
尊
重
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
裁
判
官
が
確
認
す
る

こ
と
を
こ
れ
ら
の
条
項
が
授
権
し
て
い
る
、
と
考
え
る
」
（
128
）。

第
二
は
、
国
際
約
束
の
行
政
領
域
で
占
め
る
無
視
で
き
な
い
地
位
で
あ
る
。
国
際
約
束
は
、
近
年
そ
の
数
が
大
変
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
〇
日
の
ニ
コ
ロ
氏
事
件
判
決
（
第
一
章
第
一
節
二
（
３
）
参
照
）
以
降
、
国
際
約
束
の
法
律
に
対
す
る
優
位
が
行
政

訴
訟
上
も
確
立
し
、
そ
の
結
果
、
国
際
約
束
の
審
査
の
必
要
性
が
、
以
前
よ
り
増
し
た
（
129
）。

第
三
は
、
国
際
約
束
の
解
釈
権
を
行
政
裁
判
所
が
有
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
前
は
、
条
約
の
解
釈
権
が
、
裁
判
所
に
は
な
く
、
外
務

大
臣
が
も
っ
て
い
る
の
で
は
、
裁
判
に
よ
る
審
査
の
有
効
性
が
乏
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
九
〇
年
六
月
二
九
日

移
民
労
働
者
支
援
団
体
（G

.I.S
.T

.I.

）
判
決
（
本
章
第
六
節
二
参
照
）
で
、
国
際
約
束
の
解
釈
を
自
ら
な
し
う
る
と
判
決
し
た
（
130
）。

第
四
は
、
執
行
権
と
議
会
と
の
関
係
で
あ
る
。
裁
判
官
が
執
行
権
と
議
会
と
の
関
係
に
介
入
す
る
危
険
と
い
う
議
論
は
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
で
は

な
い
。
現
実
に
、
憲
法
三
四
条
の
立
法
事
項
を
侵
害
す
る
行
政
命
令
は
、
行
政
裁
判
所
が
審
査
し
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
立
法
事
項
を
侵
害
す
る
行

政
命
令
は
、
執
行
権
が
、
議
会
に
諮
る
べ
き
問
題
を
議
会
に
諮
ら
な
い
と
決
定
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
行
政
裁
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判
所
は
、
憲
法
三
四
条
の
立
法
事
項
と
憲
法
三
七
条
の
命
令
事
項
の
権
限
配
分
に
つ
い
て
、
執
行
権
と
議
会
の
関
係
を
審
査
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
131
）。

第
五
は
、
国
際
約
束
の
国
内
的
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
く
る
影
響
は
、
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
今
で
も
不
適
法
に
公
布
さ
れ
た
国
際
約
束
は
、
国
内
的
に
効
力
を
も
た
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
不
適
法

な
公
布
に
よ
る
無
効
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
責
任
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
五
三
条
の
手
続
に
関
す
る
審
査
の
影

響
も
過
大
評
価
す
べ
き
で
な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
国
も
国
際
約
束
の
裁
判
所
に
よ
る
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
も
し
、

五
三
条
の
違
反
が
あ
り
、
当
該
国
際
約
束
が
国
内
的
に
無
効
に
な
っ
て
も
、
政
府
は
、
議
会
の
許
可
な
く
発
し
た
デ
ク
レ
を
法
律
で
有
効
に
す
る
よ

う
議
会
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
132
）。

第
六
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
政
策
と
整
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ニ
コ
ロ
氏
事
件
判
決
の
結
果
、
憲
法
五
三
条
違
反
の
国
際
約
束
が
、
完
全
に
法
律

に
優
越
す
る
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
五
三
条
の
手
続
の
審
査
が
で
き
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
ナ

ヴ
ィ
ガ
ト
ー
ル
事
件
で
は
、
執
行
権
内
部
の
憲
法
上
の
権
限
配
分
に
関
す
る
適
法
性
を
審
査
し
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
憲
法
上
の
議
会
の
権
限
に
関

す
る
適
法
性
を
審
査
す
べ
き
で
あ
る
（
133
）。

以
上
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
際
約
束
の
批
准
・
承
認
手
続
の
審
査
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
後
に
バ

ン
バ
・
デ
ィ
エ
ン
氏
判
決
（
134
）で

も
確
認
さ
れ
、
条
約
の
公
布
の
デ
ク
レ
が
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
国
外
退
去
処
分

の
根
拠
と
な
っ
た
仏
‐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
協
定
と
そ
の
追
加
条
項
が
、
法
律
の
承
認
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
争
訟
部
大
法
廷
二
〇
〇
三
年
三
月
五
日
ア
グ
ン
氏
事
件
判
決
（
135
）で

、
越
権
訴
訟
だ
け
で
な
く
、
違
法
性
の
抗
弁
（ex

cep
tion

d
’illégalité

）
（
136
）

と
い

う
手
段
で
も
、
条
約
の
締
結
手
続
の
適
法
性
が
審
査
で
き
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
八
日
ポ
ル
タ
町

六
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
二

事
件
判
決
（
137
）で

、「
国
際
約
束
の
批
准
ま
た
は
承
認
が
法
律
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
批
准
あ
る
い
は
承
認
を
許
可
し
て
い
る
法
律

が
憲
法
に
反
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
主
張
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
権
限
は
行
政
裁
判
所
の
判
事
に
属
し
て
い
な

い
」
と
述
べ
、
条
約
の
手
続
の
合
憲
性
の
判
断
は
可
能
で
も
、
内
容
の
合
憲
性
は
判
断
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

三
　
司
法
裁
判
所

（
１
）
か
つ
て
の
立
場

司
法
裁
判
所
は
、
か
つ
て
は
、
条
約
の
批
准
・
承
認
手
続
の
適
法
性
を
審
査
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
判
決
を
下
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
破
棄
院
民
事
部
一
九
五
四
年
七
月
六
日
ド
ゥ
オ
デ
ン
ク
不
動
産
会
社
事
件
判
決
（
138
）は

、「
一
九
四
八
年
七
月
一
〇
日
の
法
律
は
、

共
和
国
大
統
領
に
上
記
の
協
約
を
批
准
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
お
り
、
当
該
協
約
は
、
憲
法
二
六
条
に
従
っ
て
、
一
九
四
八
年
四
月
二
七
日
に
公
布

の
デ
ク
レ
の
対
象
と
な
り
、
一
九
四
八
年
四
月
二
九
日
の
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
協
約
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
適
法
に
審
署
さ

れ
た
の
で
、
法
律
の
効
力
を
も
つ
」
と
述
べ
て
、
暗
黙
的
に
批
准
手
続
の
審
査
を
し
た
。

し
か
し
、
下
級
審
で
あ
る
が
、
パ
リ
控
訴
院
一
九
六
八
年
六
月
一
八
日
ク
ラ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
夫
人
対
仏
独
青
少
年
事
務
所
事
件
判
決
（
139
）は

、「
民
事

裁
判
機
関
に
は
、
国
際
協
定
の
公
布
へ
と
連
な
る
手
続
の
適
法
性
に
つ
い
て
も
、
憲
法
条
項
の
観
点
に
お
け
る
そ
の
協
定
の
内
容
の
合
法
性
に
つ
い

て
も
、
判
決
を
下
す
役
割
は
属
し
て
い
な
い
。
一
九
六
三
年
七
月
三
一
日
の
共
和
国
大
統
領
の
デ
ク
レ
で
、
官
報
に
そ
の
協
定
が
公
布
さ
れ
た
と
い

う
事
実
に
よ
り
、
一
九
六
三
年
七
月
五
日
の
上
述
の
協
定
は
判
事
を
拘
束
す
る
。
こ
の
協
定
は
、
国
内
の
法
律
の
効
力
よ
り
優
越
し
た
効
力
を
も
っ

て
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
法
秩
序
に
統
合
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
は
っ
き
り
と
批
准
・
承
認
手
続
を
審
査
で
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き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、
破
棄
院
が
、
手
続
に
つ
い
て
の
管
轄
権
を
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、
破
棄
院
民
事
部
一
九
七
七
年
一
月
二
五
日
ル
イ
ロ
ル
氏
対
エ
メ
ン

デ
ィ
ン
ゲ
ン
地
区
青
少
年
事
務
所
事
件
（
140
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
裁
判
所
は
、
ル
イ
ロ

ル
氏
に
対
し
て
、
そ
の
子
の
後
見
人
で
あ
る
児
童
施
設
に
扶
養
手
当
を
支
払
う
よ
う
命
じ
た
。
ル
イ
ロ
ル
氏
が
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
た
た
め
、
施
設

側
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
判
決
の
執
行
承
認
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
イ
ロ
ル
氏
側
は
、
こ
の
判
決
の
執
行
承
認

に
関
し
て
定
め
て
い
る
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
の
ハ
ー
グ
協
約
が
、
人
の
身
分
の
関
す
る
国
際
約
束
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
五
三
条
一

項
の
定
め
る
法
律
に
よ
る
議
会
の
許
可
な
し
に
公
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
無
効
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し
た
。

判
決
は
、「
司
法
裁
判
所
に
、
国
際
約
束
の
批
准
の
適
法
性
を
審
査
す
る
役
割
は
属
し
な
い
」
と
し
、
当
該
協
約
が
、
憲
法
五
三
条
一
項
の
手
続

に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
審
査
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
た
。

（
２
）
現
在
の
立
場

し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
九
八
年
一
二
月
一
八
日S

A
R

L
d

u
p

arc
d

’activités
d

e
B

lotzh
eim

et
S

C
I

H
aselaecker

事
件
判
決
を
受
け
、
そ
れ
に
同
調
す
る
形
で
、
破
毀
院
の
立
場
は
、
破
毀
院
民
事
部
二
〇
〇
一
年
五
月
二
九
日
ア
フ
リ
カ
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
航
空
安

全
協
会
事
件
（
141
）に

お
い
て
転
換
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
執
行
承
認
制
度
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
一
九
九
四
年
二
月
一
六
日
の
仏
‐
セ
ネ
ガ
ル
協
定

の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
、
破
毀
院
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。

「
国
際
条
約
の
批
准
の
適
法
性
を
審
査
す
る
こ
と
は
、
判
事
の
権
限
に
属
す
る
。
一
九
九
四
年
二
月
一
六
日
の
仏
‐
セ
ネ
ガ
ル
協
定
は
、
強
制
執

行
の
行
使
に
つ
い
て
定
め
、
か
く
し
て
、
立
法
者
に
留
保
さ
れ
て
い
る
、
所
有
権
、
物
権
、
民
法
・
商
法
上
の
債
務
の
制
度
の
基
本
的
原
理
に
か
か

六
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
四

わ
っ
て
い
る
の
で
、
憲
法
五
三
条
に
よ
り
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
批
准
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
憲
法
五
五
条

に
従
っ
て
、
こ
の
協
定
が
適
法
に
批
准
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
た
と
は
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
」。

こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
破
毀
院
も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
同
様
の
立
場
に
た
ち
、
条
約
の
締
結
手
続
を
審
査
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
執
行
権
が
最
終
的
に
条
約
を
批
准
・
承
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
決
定
自
体
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
に
考
察
し
て

み
よ
う
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
104
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n
e
l,6

eéd
.,M

on
tch

restien
,2001,p

p
.291

et
s.

（
105
）

C
on

seil
con

stitu
tion

n
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R
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b
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p
p

.239-

244,n
ote

C
.R

ou
sseau
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c
te

d
e

g
o
u

v
e
r
n

e
m

e
n

t
(
C

o
n

tr
ib

u
tio

n
à

la
th

é
o
r
ie

d
e
s

fo
n

c
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A
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.232.
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.
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108
）

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
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18,p

p
.54-55.

（
109
）

C
on

seild
’É

tat,5
février

1926,D
am

e
C

araco,
D

a
llo

z,1927,III,p
p

.1-5,n
ote

Jean
D

evau
x.

（
110
）
も
っ
と
も
、
こ
の
デ
ク
レ
の
協
約
を
「
執
行
」
す
る
部
分
と
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
特
に
、
当
該
協
約
を
補
足
し
た
り
、
付
け
加
え
を
し
た
り
し
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
当
該
協
約
の
内
容
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
し
、
こ
の
部
分
を
審
査
で
き
る
と
い
う
の
な
ら
、
当
該
協
約
自
体
を
審
査
す
る

の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
―C

f.D
evau

x,
s
u

p
r
a

n
ote
109,p

.5.

（
111
）

C
f.R
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D
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m
in
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tr

a
tif

g
é
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é
r
a

l,t.1,15
eéd

.,M
on

tch
restien

,2001,p
.956.
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con
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H
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s
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r
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n
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.629.
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）

C
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’É

tat,A
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blée,13
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illet1965,S
ociété

N
avigator,

L
e
b
o
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,p
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.423-437,con
cl.F
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ier.

（
119
）

F
ou

rn
ier,

s
u

p
r
a

n
ote
118,p

p
.430-432

（
120
）
な
お
、
論
告
は
、
第
五
共
和
制
で
は
、
簡
易
な
形
式
の
国
際
約
束
は
、
首
相
に
よ
る
デ
ク
レ
で
も
、
固
有
の
意
味
で
の
批
准
に
付
さ
れ
な
い
協
定
の
「
承
認
」
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
―Ib

id
.,p

.434.

（
121
）

Ib
id

.,p
p

.432-433.
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Ib
id

.,p
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B
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s
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r
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n
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R
e
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u
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a

n
ç
a

is
e

d
e

d
r
o
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a
d

m
in
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tr

a
tiv

e,p
.322.

な
お
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
四
六
条
に
よ
る
と
、
違
反
が
明

白
で
基
本
的
な
重
要
性
を
有
す
る
国
内
法
の
規
則
に
係
わ
る
場
合
、
国
際
約
束
自
体
を
無
効
に
す
る
根
拠
と
し
て
、
国
内
法
の
規
定
違
反
を
援
用
で
き
る
。
こ
れ
は
、
国

際
慣
習
法
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
も
適
用
で
き
る
。

（
126
）

Ib
id

.,p
p

.322-323.

（
127
）

Ib
id

.,p
.323.
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六
六
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（
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）
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.324-326.

（
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）

Ib
id

.,p
.326.

（
131
）

Ib
id

.,p
.326.

（
132
）

Ib
id

.,p
p

.326-327.

な
お
、
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
公
布
さ
れ
た
国
際
約
束
は
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
う
る
。

（
133
）

Ib
id

.,p
.327.
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（
136
）
行
政
上
の
行
為
の
適
用
に
関
す
る
訴
訟
の
機
会
に
、
そ
の
行
為
の
非
適
用
を
結
論
す
る
た
め
に
、
そ
の
違
法
性
を
援
用
す
る
抗
弁
。
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第
四
節
　
条
約
の
締
結
の
決
定

執
行
権
は
、
五
三
条
に
よ
り
必
要
な
場
合
、
議
会
の
法
律
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
後
、
条
約
を
批
准
・
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

議
会
の
許
可
と
、
条
約
の
批
准
・
承
認
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
国
際
約
束
が
五
三
条
の
規
定
か
ら
議
会
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
の

に
、
執
行
権
が
そ
の
許
可
な
し
で
批
准
・
承
認
を
し
た
場
合
は
、
以
上
で
見
た
と
お
り
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、

議
会
の
許
可
を
受
け
た
の
ち
、
最
終
的
に
、
条
約
を
批
准
・
承
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
執
行
権
の
決
定
自
体
を
、
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

執
行
権
が
条
約
を
批
准
・
承
認
す
る
か
ど
う
か
は
、
仮
に
、
そ
の
条
約
が
法
律
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
執
行
権
の
任
意

の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
判
例
も
、
司
法
裁
判
所
で
あ
る
パ
リ
控
訴
院
一
九
二
六
年
一
月
二
八
日
ル
ノ
ー
お
よ
び
ル
ノ
ー
工
場
社
対
ル

ス
キ
・
ル
ノ
ー
社
判
決
（
142
）で

、「
こ
の
立
法
権
の
関
与
は
、
共
和
国
大
統
領
に
条
約
の
批
准
す
る
こ
と
お
よ
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ

を
執
行
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
と
い
う
目
的
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
関
与
は
大
統
領
の
権
力
を
減
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
統
領
は
、

状
況
に
応
じ
、
条
約
を
公
布
す
る
た
め
に
こ
の
立
法
権
の
許
可
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
、
条
約
を
公
布
し
な
い
た
め
に
許
可
を
利
用
し
な
い
こ
と

も
で
き
る
」
と
し
、
執
行
権
の
任
意
の
判
断
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
の
見
解
で
も
こ
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
ベ
ー
ル

（M
.

Job
ert

）
外
務
大
臣
は
、
一
九
七
三
年
の
国
民
議
会
で
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。「
批
准
あ
る
い
は
承
認
の
権
限
は
、
憲
法
典
が
執
行
権

に
与
え
た
権
限
で
あ
り
、
五
三
条
に
予
定
さ
れ
て
い
る
一
定
の
場
合
、
協
定
ま
た
は
条
約
が
法
律
通
過
後
に
し
か
批
准
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
な
い
と

六
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
八

し
て
も
、
議
会
に
よ
る
投
票
行
動
は
、
…
憲
法
典
が
認
め
て
い
る
特
権
を
執
行
権
が
行
使
す
る
こ
と
を
立
法
の
形
式
で
許
可
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

ゆ
え
に
、
そ
の
特
権
は
、
完
全
な
も
の
で
制
限
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
143
）。

学
説
に
お
い
て
も
、
Ｅ
・
ゾ
レ
ー
ル
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
。「
批
准
は
、
純
粋
に
裁
量
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
全
く
の
時
宜
的
な
理
由
で
あ
っ
て

も
、
拒
否
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
（
144
）。

も
し
、
こ
の
問
題
が
裁
判
で
問
題
と
な
る
と
す
る
と
、
執
行
権
が
議
会
の
許
可
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
条
約
を
批
准
・
承
認
し
な
い
と
い
う
不

作
為
を
国
家
賠
償
訴
訟
で
争
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
時
宜
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
裁
量
的
な
主
権
行
為
で
あ
る
か
ら
、
統
治
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
145
）。

た
だ
し
、
こ
れ
を
統
治

行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
単
な
る
自
由
裁
量
行
為
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
批
准
・
承
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
自
体
は
統
治
行
為
だ
と
し
て
も
、
批
准
・
承
認
を
決
定
し
た
場
合
、
誰
が
ど
う
い
う
手
続
で
判

断
し
た
か
と
い
う
判
断
手
続
に
つ
い
て
は
、
審
査
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
142
）

S
u

p
r
a

n
ote
15.

（
143
）

S
erran

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
106,p

.236

よ
り
引
用
。

（
144
）

Z
oller,

s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.73.

（
145
）

S
erran

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
106,p

p
.237-238.
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第
五
節
　
条
約
の
公
布

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
条
約
が
国
内
的
に
効
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
条
約
は
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
公
布
と
は
、
法
規

範
を
市
民
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
国
は
、
法
規
範
を
市
民
に
対
抗
し
て
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
原
則
は
、
一
九
四
六
年
の
憲
法
二
六
条
で
は
「
適
法
に
批
准
さ
れ
公
布
さ
れ
た
外
交
上
の
条
約
は
、
そ
の
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
と
矛
盾
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
」
と
表
現
さ
れ
、
一
九
五
八
年
の
憲
法
五
五
条
で
も
「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た

条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
協
定
も
し
く
は
各
条
約
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
布
後
直
ち
に
法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力

を
も
つ
」
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
を
受
け
て
、
一
九
五
三
年
三
月
一
四
日
の
デ
ク
レ
で
、
個
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
性
質
の
、

国
際
約
束
、
国
際
約
束
の
留
保
・
解
釈
宣
言
も
し
く
は
そ
の
撤
回
、
ま
た
は
国
際
約
束
の
廃
棄
は
、
官
報
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
第
一
節
一
（
２
）
参
照
）。
実
務
上
、
公
布
は
閣
議
を
経
て
、
首
相
と
外
務
大
臣
に
よ
り
副
署
さ
れ
た
大
統
領
の
デ
ク
レ
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
（
146
）。

た
だ
し
、
第
五
共
和
制
下
で
は
、
法
的
に
は
首
相
の
デ
ク
レ
で
十
分
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
147
）。

条
約
が
国
内
で
有
効
と
な
り
、
市
民
に
対
し
て
適
用
で
き
る
状
態
に
な
る
た
め
の
、
こ
の
公
布
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、

伝
統
的
に
統
治
行
為
と
は
み
な
さ
ず
、
審
査
可
能
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
古
く
一
八
三
四
年
一
一
月
二
八
日
の
破
棄
院
刑
事
部
ジ
ョ
ジ
ュ

判
決
（
148
）で

、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
八
三
四
年
四
月
二
二
日
の
条
約
で
、
ド
ン
・
カ
ル
ロ
ス
（D

on
C

arlos

）
が

フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
共
同
の
敵
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
被
告
が
、
ス
パ
イ
の
罪
な
ど
で
起
訴
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

六
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
〇

判
決
は
、「
翌
月
の
五
月
に
批
准
さ
れ
た
、
一
八
三
四
年
四
月
二
二
日
の
条
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
審
署
（
公
証
）

（
149
）

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
条
約
は
、
適
法
な
も
の
と
し
て
、
司
法
上
の
訴
追
の
基
礎
に
な
り
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。

破
棄
院
一
般
代
理
官
（
検
事
長
）
デ
ュ
パ
ン
（D

u
p

in

）
は
、
そ
の
論
告
の
な
か
で
、「
か
く
し
て
、
市
民
と
い
う
も
の
を
考
慮
の
対
象
と
し
た
と

き
、
審
署
の
必
要
性
は
、
法
律
に
対
す
る
の
と
同
様
に
条
約
に
対
し
て
も
存
在
す
る
。
…
そ
し
て
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
の
法
律
の
ど
の
条
項
も
刑
事

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
署
を
命
じ
て
い
な
く
て
も
、
事
物
の
理
に
よ
っ
て
、
人
間
の
理
性
は
、
知
ら
な
い
法
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と

を
望
む
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
、
た
と
え
、
一
八
三
〇
年
憲
章
が
条
約
の
審
署
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
と
し
て
も
、
条
約
が
市
民
に
対
し
国
内
的
に

効
力
を
も
つ
た
め
に
は
審
署
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

行
政
裁
判
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
五
六
年
一
一
月
一
六
日
ヴ
ィ
ラ
氏
事
件
判
決
（
本
章
第
三
節
二
（
２
）
参
照
）
は
、「
一

九
五
一
年
八
月
二
三
日
に
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
間
で
署
名
さ
れ
た
外
国
人
居
留
協
約
は
、
批
准
も
公
布
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ

の
条
約
は
、
ま
だ
効
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
公
布
の
な
い
協
約
の
国
内
的
効
力
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
六

一
年
三
月
三
日
ア
ン
ド
レ
氏
と
ニ
コ
ラ
・
ゲ
マ
ン
織
物
会
社
事
件
（
本
章
第
三
節
二
（
２
）
参
照
）
で
の
論
告
は
、
公
布
に
つ
い
て
、「
国
内
法
の
行
政

行
為
の
形
式
で
あ
る
、
デ
ク
レ
に
よ
る
公
布
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
適
法
性
に
関
し
て
、
行
政
裁
判
の
審
査
に
か
か
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
公
布
は
外
交
行
為
で
も
な
い
し
、
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
事
後
に
服
す
る
行
為
で
も
な
い
。
公
布
行
為
は
、
交
渉
か
ら
も
批
准
か
ら
も

全
く
も
っ
て
切
り
離
し
う
る
行
為
で
あ
る
」
（
150
）

と
し
、
公
布
は
、
統
治
行
為
と
「
切
り
離
し
う
る
」
行
為
で
あ
る
か
ら
、
行
政
裁
判
に
お
い
て
審
査
可

能
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

実
際
、
行
政
裁
判
所
は
、
公
布
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
も
審
査
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
国
際
協
定
が
官
報
で
は
な
く
国
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立
映
画
セ
ン
タ
ー
の
雑
誌
に
し
か
掲
載
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
適
法
な
公
布
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
協
定
に
国
内
的
効
力
は
な
い
と
し
た
判
例
（
151
）、

国
際
協
約
が
デ
ク
レ
に
よ
り
官
報
に
公
布
さ
れ
た
が
、
の
ち
、
そ
れ
の
原
文
と
官
報
に
登
載
さ
れ
た
文
と
の
間
の
単
な
る
技
術
的
な
誤
り
以
外
の
内

容
に
関
係
す
る
訂
正
の
デ
ク
レ
が
官
報
に
公
布
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
、「
条
約
や
協
約
が
公
布
さ
れ
る
条
件
の
適
法
性
を
審
査
す
る
権
限
は
あ
る
」
と

し
、
訂
正
の
デ
ク
レ
に
元
の
デ
ク
レ
と
同
じ
署
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
訂
正
を
取
り
消
し
た
判
例
（
152
）な

ど
が
あ
る
。

し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
七
〇
年
一
一
月
四
日
ド
・
マ
ル
グ
レ
ー
ブ
氏
事
件
判
決
（
153
）は

、
条
約
の
公
布
の
決
定
は
統
治
行
為
で
あ
る
と
い

う
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
事
件
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
自
動
車
修
理
工
場
を
経
営
し
て
い
た
。
一
九

四
三
年
に
原
告
は
部
品
の
ス
ト
ッ
ク
を
ア
メ
リ
カ
軍
に
売
却
し
た
。
一
方
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
は
戦
争
後
協
定
を
結
び
、
フ
ラ
ン
ス
が
ア
メ
リ
カ

の
契
約
の
肩
代
わ
り
を
す
る
と
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
代
金
の
支
払
い
を
求
め
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
司
法
裁
判
所
に
訴
え

た
と
こ
ろ
請
求
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
原
告
は
、
行
政
府
が
上
記
の
協
定
を
公
布
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
な
ど
と
い
う
理

由
で
行
政
裁
判
所
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
え
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
国
際
協
定
を
公
布
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
フ
ラ
ン
ス
と
外
国
と
の
関
係
を
問

題
に
す
る
。
こ
の
決
定
は
、
も
し
も
の
と
き
に
原
告
に
対
し
て
国
家
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」。

こ
れ
に
よ
る
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
条
約
が
公
布
の
要
件
を
満
た
し
て
お
り
国
内
的
に
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
条
約
を

公
布
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
と
い
う
問
題
を
区
別
し
、
後
者
は
統
治
行
為
で
あ
る
と
み
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
国
際
約
束
が
国
民
の
権
利
義
務

に
か
か
わ
る
場
合
は
、
公
布
は
義
務
的
で
あ
る
は
ず
で
、
裁
量
の
余
地
は
な
い
し
、
条
約
は
、
国
際
法
上
は
署
名
な
い
し
批
准
の
と
き
か
ら
有
効
で
、

国
内
的
な
公
布
は
外
交
関
係
と
「
切
り
離
し
う
る
」
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
統
治
行
為
で
あ
る
と
す
る
の
は
疑
問
が
の
こ
る
。

七
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
二

た
だ
、
外
国
と
秘
密
協
定
を
結
び
（
秘
密
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
別
論
と
す
る
）、
そ
れ
を
公
に
し
な
い
と
相
手
国
と
約
束
し
て
い

る
よ
う
な
場
合
、
デ
ク
レ
に
基
づ
く
国
内
的
な
公
布
義
務
に
あ
え
て
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
ま
さ
に
統
治
行

為
に
該
当
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
救
済
と
し
て
、
国
家
賠
償
も
認
め
な
い
と
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
と
は
別
の
問
題
と
し
て
、
署
名
・
批
准
か
ら
公
布
ま
で
の
間
に
、
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
の
事
由
が
生
じ
た
た

め
、
そ
れ
に
応
じ
て
公
布
も
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
統
治
行
為
と
み
な
せ
る
余
地
が
あ
る
。

こ
の
公
布
さ
れ
な
い
条
約
に
つ
い
て
は
、
現
実
的
必
要
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
そ
の
存
在
を
認
め
考
慮
に
入
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
154
）。

例
外
的
な

場
合
に
公
布
さ
れ
て
い
な
い
条
約
を
考
慮
し
て
判
決
し
た
事
例
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
六
一
年
一
一
月
三
日
ム
ブ
ン
ヤ
氏
事
件
判
決
（
155
）が

あ
る
。
カ
メ
ル
ー
ン
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
信
託
統
治
下
に
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
に
独
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
信
託
統
治
終
了
の
国
連

の
議
決
と
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
独
立
承
認
が
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
。
独
立
以
前
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
、
独
立
後
そ
の
管
轄
権
を

フ
ラ
ン
ス
が
失
っ
た
こ
と
を
判
決
す
る
た
め
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
国
連
の
議
決
と
フ
ラ
ン
ス
の
承
認
を
考
慮
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
146
）

C
ircu

laire
d

u
2

m
ars
1982

relative
à

la
sou

s-d
irection

d
es

accord
s

et
traités.

（
条
約
局
に
関
す
る
一
九
八
二
年
三
月
二
日
の
通
達
）。

（
147
）
参
照
、
ナ
ヴ
ィ
ガ
ト
ー
ル
社
事
件
判
決
（
本
章
第
三
節
二
（
３
））、A

brah
am

,
s
u

p
r
a

n
ote
18,p

.81.

（
148
）
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con
cl.
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p
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民
事
事
件
に
つ
き
、

破
棄
院
大
法
廷
判
決
で
公
布
に
つ
い
て
審
査
し
た
も
の
と
し
て
、C
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r

d
e

cassation
,A

ssem
blée

p
lén
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m
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七
三

（
149
）
当
時
は
、
審
署
（
公
証
）
と
公
布
と
い
う
用
語
が
混
用
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
審
署
は
公
布
を
意
味
す
る
。
法
律
の
場
合
、
本
来
、
審
署
と
は
、
執
行
府

が
法
律
の
制
定
を
適
法
と
認
め
、
法
律
を
認
証
す
る
こ
と
で
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
執
行
府
が
法
律
を
執
行
可
能
な
状
態
と
な
る
。
公
布
と
は
、
法
律
を
市
民
が
知
る
こ

と
の
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
国
は
、
法
律
を
市
民
に
対
抗
し
て
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
―
参
照
、
大
石
眞
「
公
布
再
考
」
国
学
院
法
学

一
七
巻
三
号
（
一
九
七
九
年
）
一
一
頁
、F

ran
çois

L
u

ch
aire

et
G

érard
C

on
ac

（sou
s

la
d

irection
d

e

）,L
a

c
o
n

s
titu

tio
n

d
e

la
r
é
p

u
b
liq
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e

fr
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n
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e

éd
.,E
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（
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）

H
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（
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）
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）
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裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
四

第
六
節
　
条
約
の
解
釈

一
　
か
つ
て
の
立
場

近
年
ま
で
、
行
政
裁
判
所
は
基
本
的
に
条
約
の
解
釈
が
で
き
な
い
と
い
う
立
場
が
、
伝
統
的
に
と
ら
れ
て
い
た
（
156
）。

こ
の
伝
統
的
立
場
を
最
初
に
明

ら
か
に
し
た
の
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
八
二
三
年
七
月
二
三
日
ミ
ュ
ラ
未
亡
人
事
件
判
決
（
157
）で

あ
る
。
条
約
の
解
釈
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
で
、

判
決
は
、「
今
こ
こ
で
は
、
一
八
〇
八
年
七
月
一
五
日
の
外
交
条
約
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
解
釈
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
問
題

は
、
訴
訟
の
方
法
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
提
起
さ
れ
え
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
立
場
が
基
本
的
に
長
く
維
持
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
基
本
原
則
に
は
二
つ
の
修
正
が
加
わ
っ
た
。
一
つ
は
解
釈
問
題
の
裁
判
手
続
の
中
で
の
扱
い
で
あ
る
。
元
来
は
、
条

約
の
解
釈
が
争
点
の
訴
訟
を
単
に
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
解
釈
に
か
か
わ
る
訴
訟
理
由
を
拒
否
す
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
三
一
年
七
月
三
日
カ
ー
ル
及
び
ト
ト
・
サ
メ
氏
事
件
判
決
（
158
）で

、
解
釈
問
題
を
単
に
拒
否
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
ず
外
務
大
臣
に
質
問
を
送
り
、
そ
の
回
答
に
拘
束
さ
れ
て
判
決
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
、
そ
の
後
も
そ
の
方
法
が
引
き
継
が
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、「
明
確
な
法
令
の
法
理
」（th

éorie
d

e
l’acte

clair

）
の
採
用
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟

部
大
法
廷
一
九
三
八
年
七
月
一
日
ジ
ャ
バ
ン
‐
デ
ュ
ド
ニ
ョ
ン
氏
事
件
判
決
（
159
）で

初
め
て
は
っ
き
り
と
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
は
、
条
約
の
条
項
の

意
味
が
明
確
で
あ
れ
ば
、
外
務
大
臣
へ
の
照
会
な
し
に
、
裁
判
所
が
判
断
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
例
外
と
し
て
、
欧
州
共
同
体
を
設
立
す

る
条
約
（
ロ
ー
マ
条
約
）
二
三
四
条
（
旧
一
七
七
条
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
欧
州
共
同
体
の
法
規
範
に
つ
い
て
は
、
解
釈
の
困
難
な
場
合
、
欧
州
共
同
体
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司
法
裁
判
所
に
付
託
し
て
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
司
法
裁
判
所
は
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
立
場
を
従
来
か
ら
と
っ
て
い
た
。
破
棄
院
民
事
部
は
、
一
八
三
九
年
六
月
二
四
日
ナ

ピ
エ
と
そ
の
他
対
リ
シ
ュ
モ
ン
事
件
判
決
（
160
）以

来
、「
私
的
利
益
を
目
的
と
す
る
」
訴
訟
に
お
い
て
は
、
条
約
を
解
釈
で
き
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、「
国
際
公
序
の
問
題
」
あ
る
い
は
「
国
際
公
法
」
が
問
題
に
な
る
と
き
は
、
自
ら
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
破
棄
院

刑
事
部
は
、
基
本
的
に
、
条
約
の
解
釈
を
外
務
大
臣
に
付
託
す
る
と
い
う
立
場
を
維
持
し
て
い
た
。
あ
る
期
間
に
は
、
何
度
か
民
事
部
の
判
決
に
近

い
立
場
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、「
国
際
約
束
は
、
そ
れ
が
問
題
に
な
る
と
き
に
は
、
国
際
約
束
締
結
の
当
事
者
に
よ
っ
て
し
か
解
釈
さ
れ
え
な

い
高
度
な
行
政
の
行
為
で
あ
る
」
（
161
）

と
い
う
、
よ
り
制
限
的
な
立
場
に
ま
た
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
（
162
）。

二
　
現
在
の
立
場

と
こ
ろ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
争
訟
部
大
法
廷
一
九
九
〇
年
六
月
二
九
日
移
民
労
働
者
支
援
団
体
（G

.
I.

S
.

T
.

I.

）
事
件
判
決
（
163
）に

お
い
て
、

従
来
の
判
例
を
変
更
し
、
条
約
を
自
ら
解
釈
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。
こ
の
事
件
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
内
務
大
臣
と
社

会
問
題
及
び
国
民
連
帯
担
当
大
臣
は
共
同
し
て
、
一
九
八
六
年
三
月
一
四
日
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
と
そ
の
家
族
に
つ
い
て
の
、
入
国
、
滞
在
、
雇
用

に
関
す
る
通
達
を
発
し
た
。
こ
の
通
達
は
、
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
の
フ
ラ
ン
ス
‐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
協
定
お
よ
び
そ
れ
を
修
正
す
る
内
容
を
も

つ
一
九
八
五
年
一
二
月
二
二
日
の
追
加
文
書
に
つ
い
て
、
未
成
年
の
定
義
な
ど
の
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
原
告
（
移
民
労
働
者
支
援
団
体
）
は
、
こ
の

通
達
の
部
分
的
取
消
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
な
お
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
外
務
大
臣
に
当
該
国
際
約
束
の
解
釈
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
外

務
大
臣
は
通
達
と
同
じ
解
釈
を
示
し
た
。
判
決
は
、
政
府
の
解
釈
の
妥
当
性
を
審
査
し
た
上
、
通
達
の
一
部
を
取
り
消
し
た
。七

五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
六

判
決
は
、
な
ぜ
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
条
約
の
解
釈
を
自
ら
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
特
別
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
論
告
担
当
官
ア

ブ
ラ
ア
ム
が
論
告
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
と
も
と
条
約
を
行
政
裁
判
所
が
自
ら
解
釈
せ
ず
、
外
務
大
臣
に
解
釈
を
付
託
し
て
い
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
。

実
際
的
な
理
由
と
し
て
、
①
裁
判
官
は
、
起
草
者
の
意
図
を
知
る
た
め
の
国
際
約
束
に
関
す
る
起
草
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
政
府
に
比
べ
て
困

難
で
あ
る
。
②
裁
判
官
は
、
複
数
の
言
語
の
版
が
あ
る
国
際
約
束
を
解
釈
す
る
の
に
最
適
な
立
場
で
は
な
い
。

法
的
な
理
由
と
し
て
、
③
国
際
約
束
の
解
釈
は
、
相
手
国
と
の
一
致
が
必
要
で
、
そ
の
解
釈
を
す
る
の
は
政
府
が
最
適
で
あ
る
。
④
裁
判
所
の
解

釈
が
、
相
手
国
の
解
釈
と
相
違
す
る
場
合
、
国
際
的
な
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
⑤
国
際
約
束
の
解
釈
は
、
国
際
関
係
と
切
り
離
し
う
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
、「
統
治
行
為
」
で
あ
り
、
訴
訟
に
お
い
て
審
査
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
判
例
政
策
（p

olitiq
u

e
ju

risp
ru

d
en

tielle

）
の
点
か
ら
、
⑥
外
交
活
動
は
、
そ
の
性
質
上
、
行
政

活
動
で
は
な
く
、
執
行
権
が
広
範
な
自
由
を
も
つ
統
治
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
裁
判
所
が
国
際
約
束
を
解
釈
で
き
る
と
す

る
と
、
例
え
ば
、
条
約
の
再
交
渉
や
、
国
際
裁
判
の
都
合
上
、
政
府
の
外
交
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
164
）。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
正
当
化
理
由
も
、
新
し
い
状
況
に
応
じ
て
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
政
府
が
国
際
約
束
の
解
釈
を
す
る
と
き
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
政
府
は
、
相
手
国
と
調
整
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
状
況
は
、
裁
判

所
が
一
方
的
に
解
釈
す
る
の
と
か
わ
ら
な
い
。
②
起
草
資
料
に
つ
い
て
は
、
多
国
間
条
約
の
場
合
、
起
草
資
料
は
、
広
く
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

欧
州
人
権
条
約
の
よ
う
に
、
特
別
な
国
際
的
適
用
機
関
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
起
草
資
料
を
参
照
す
る
よ
り
、
そ
の
適
用
機
関
の
解
釈
判
例
を

参
照
し
た
方
が
有
益
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
国
間
条
約
の
場
合
で
も
、
裁
判
官
は
、
外
務
大
臣
に
情
報
の
提
供
を
要
請
で
き
る
。
③
間
違
っ
た
解
釈
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か
ら
発
生
し
う
る
国
家
責
任
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
、
解
釈
に
お
い
て
大
臣
よ
り
し
ば
し
ば
誤
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
疑
問
な
解
釈
に
対
し

て
は
上
訴
の
方
法
で
是
正
可
能
で
あ
る
。
④
現
在
は
、
国
際
約
束
の
増
加
に
と
も
な
い
国
際
約
束
の
解
釈
を
問
題
と
す
る
訴
訟
が
増
え
て
お
り
、
も

は
や
例
外
的
な
も
の
と
い
え
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
〇
日
の
ニ
コ
ロ
氏
事
件
判
決
以
来
、
憲
法
五
五
条
の
規
定
す
る
、
国
際

約
束
の
法
律
に
対
す
る
優
位
が
貫
徹
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
外
務
大
臣
の
解
釈
に
拘
束
さ
れ
る
と
、
裁
判
官
は
、
国
際
約
束
に
反
す
る
法
律
を

適
用
し
な
い
権
限
を
外
務
大
臣
に
間
接
的
に
移
譲
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
実
際
に
は
す
で
に
、
明
確
な
法
令
の
法
理
を
利
用
し
て
、
か
な
り
の
解
釈

権
を
行
使
し
て
い
る
。
⑥
比
較
法
的
に
見
て
も
、
外
務
大
臣
の
解
釈
に
裁
判
所
が
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
や
り
方
が
例
外
的
で
あ
る
。
⑦

欧
州
人
権
条
約
六
条
は
、
す
べ
て
の
者
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
「
公
正
な
」（éq

u
itab

lem
en

t

）
審
理
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、

当
事
者
の
政
府
が
国
際
約
束
の
解
釈
権
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
も
う
一
方
の
当
事
者
に
対
し
て
不
平
等
で
あ
り
、
公
正
な
審
理
と
は
い
え
な
く

な
る
。
ま
た
、
六
条
は
、
裁
判
官
の
判
決
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
で
な
い
機
関
に
判
決
を
下
す
権
限
を
移
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
六
条
の
原
則
は
、
裁
判
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
公
法
の
大
原
則
を
確
認
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
（
165
）。

な
お
、
こ
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
変
更
を
受
け
て
、
破
棄
院
も
、
破
棄
院
民
事
部
一
九
九
五
年
一
二
月
一
九
日
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
対
国
際
商
業

信
用
銀
行
事
件
判
決
（
166
）に

お
い
て
、
従
来
の
「
国
際
公
序
の
問
題
」「
国
際
公
法
」
に
か
か
わ
る
か
ど
う
か
と
い
う
区
別
を
放
棄
し
、「
審
査
に
か
か
っ

て
い
る
訴
訟
に
お
い
て
援
用
さ
れ
て
い
る
国
際
条
約
を
、
非
裁
判
機
関
の
意
見
を
求
め
る
必
要
な
し
に
、
解
釈
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
職
権
に
属

す
る
」
と
し
て
、
自
ら
条
約
を
解
釈
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。
た
だ
し
、
破
毀
院
刑
事
部
は
、
い
ま
だ
伝
統
的
な
立
場
に
固
執
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
（
167
）。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
が
転
換
し
た
理
由
は
、
論
告
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
条
約
を
解
釈
で
き
な
い
根
拠
の
一

七
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
八

つ
で
あ
っ
た
、
解
釈
の
統
治
行
為
性
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
解
釈
で
き
な
い
理
由
⑤
は
、
そ
も
そ
も
、

国
際
関
係
に
関
係
す
る
と
い
う
だ
け
で
統
治
行
為
と
す
る
の
は
根
拠
と
し
て
十
分
で
な
い
と
い
え
る
。
重
要
な
の
は
理
由
⑥
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
条
約
の
解
釈
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
解
釈
に
対
し
て
政
治
的
時
宜
性
を
認
め
る
必
要
性
の
程
度
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
る

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
156
）
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p
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語
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文
献
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大
藤
紀
子
「
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
フ
ラ
ン
スC

on
seil

d
’E

tat

の
判
例
変
更
に
つ
い
て
」
一

橋
研
究
一
七
巻
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
九
‐
四
〇
頁
。

（
157
）

C
on

seild
’É

tat,23
ju

illet1823,V
eu

ve
M

u
rat,com

tesse
d

e
L

ip
on

a,
L

e
b
o
n

,p
p

.389-390.

（
158
）

C
on

seild
’É

tat,A
ssem

blée,3
ju

illet1931,K
arlet

T
oto

S
am

é,
S

ir
e
y

,1931,III,p
p

.129-135,con
cl.E

ttori,n
ote

C
h

arles
R

ou
sseau

.

（
159
）

C
on

seild
’É

tat,A
ssem

blée,1
erju

illet1938,S
ieu

r
Jabin

-D
u

d
ogn

on
,

L
e
b
o
n

,p
p

.607-608
;

S
ir

e
y

,1939,III,p
p

.41-43,n
ote

C
h

.R
ou

sseau
;

D
a

llo
z,

1939,III,p
p

.9-12,n
ote

P
ierre

L
am

p
u

é.

（
160
）

C
ou

r
d

e
cassation

,ch
am

bre
civile,N

ap
ier

et
au

tres
C

.R
ich

m
on

d
,
S

ir
e
y

,1839,I
,p

p
.577-581.

（
161
）

C
ou

r
d

e
cassation

,
ch

am
bre

crim
in

elle,3
ju

in
1985,

B
ran

d
ligh

t,
B

u
lle

tin
d

e
s

a
r
r
ê
ts

d
e

la
C

o
u

r
d

e
c
a

s
s
a

tio
n

,
c
h

a
m

b
r
e

c
r
im

in
e
lle,

p
p

.542-

546.

（
162
）

C
f.T

ercin
et,

in
fr

a
n

ote
163.

（
163
）

C
on

seil
d

’É
tat,

A
ssem

blée,29
ju

in
1990,

G
rou

p
e

d
’in

form
ation

et
d

e
sou

tien
d

es
travailleu

rs
im

m
igrés

（G
.

I.
S

.
T

.
I.

）,L
e
b
o
n

,
p

p
.171-183,

con
cl.

R
on

n
y

A
brah

am
;

L
’A

c
tu

a
lité

ju
r
id

iq
u

e
,

D
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,1990,

p
p

.621-640,
con

cl.,
n

ote
G

érard
T

ebou
l

;
R

e
v

u
e

c
r
itiq

u
e

d
e

d
r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l
p

r
iv

é,1991,
p

p
.61-79,

con
cl.,

p
p

.79-85,
n

ote
P

au
l

L
agard

e
;

D
a

llo
z,1990,

J.,
p

p
.560-564,

n
ote

P
au

l
S

abou
rin

;
J
u

r
is

c
la

s
s
e
u

r

p
é
r
io

d
iq

u
e

(
la

S
e
m

a
in

e
ju

r
id

iq
u

e
),1990,

II,
n

o21579,
n

ote
Josian

e
T

ercin
et

;
J
o
u

r
n

a
l

d
u

d
r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,1990,
p

p
.965-977,

n
ote

F
.

Ju
lien

-L
aferrière

;
R

e
v

u
e

fr
a

n
ç
a

is
e

d
e

d
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,1990,

p
p

.923-939,
n

ote
Jean

-F
ran

çois
L

ach
au

m
e

;
A

n
n

u
a

ir
e

fr
a

n
ç
a

is
d

e
d

r
o
it



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
　
八
月
）

七
九

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,1991,p
p

.897-900,ch
ron

.J-F
.L

ach
au

m
e

;
G

A
J
A

,15
eéd

.,p
p

.703-711.

（
164
）

A
brah

am
,
s
u

p
r
a

n
ote
163,

L
’A

c
tu

a
lité

ju
r
id

iq
u

e
,

D
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif,p

p
.624-625.

（
165
）

Ib
id

.,p
p

.625-628.

（
166
）

C
ou

r
d

e
cassation

,ch
am

bre
civile,19

d
écem

bre
1995,B

an
qu

e
africain

e
d

e
d

évelop
p

em
en

t
con

tre
B

an
k

of
C

red
it

an
d

C
om

m
erce

In
tern

ation
al

et
au

tres,
B

u
lle

tin
d

e
s

a
r
r
ê
ts

d
e

la
C

o
u

r
d

e
c
a

s
s
a

tio
n

,p
p

.326-327.

（
167
）

C
f.D

om
in

iqu
e

C
arreau

,
D

r
o
it

in
te

r
n

a
tio

n
a

l,8
eéd

.,P
ed

on
e,2004,p

p
.538-539.



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八
〇

第
七
節
　
条
約
の
執
行

条
約
が
国
内
的
に
法
的
効
力
を
も
ち
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
て
い
る
（
第
一
章
第
一
節
二
参
照
）。
こ
こ
で
の

問
題
は
、
条
約
自
体
の
国
内
的
効
力
で
は
な
く
、
条
約
を
執
行
す
る
国
内
措
置
を
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

条
約
の
執
行
は
、
一
九
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
統
治
行
為
と
さ
れ
、
裁
判
の
審
査
に
服
し
て
い
な
か
っ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
八
二
〇
年
六
月

十
七
日
ル
コ
ザ
ニ
対
私
掠
船
「
狩
人
号
」
事
件
判
決
（
168
）で

は
、「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
外
交
条
約
の
執
行
に
関
係
す
る
問
題
を
審
査
す
る
権
限
を
も

っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
、
こ
の
立
場
が
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
以
降
、
条
約
が
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
効
力
を
も
つ
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
ま
た
、
そ

れ
に
応
じ
て
判
例
も
条
約
の
効
力
を
認
め
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
条
約
を
執
行
す
る
行
為
が
条
約
と
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
審
査
可
能
に

な
っ
た
。

ま
た
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
（
本
章
第
三
節
二
（
１
）
参
照
）、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
切
り
離
し
う
る
行
為
の
法
理
が
裁
判
で
適
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
条
約
の
執
行
が
審
査
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
法
理
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
次
の
二
つ
の
判
決
で
あ
る
。
そ

の
ひ
と
つ
の
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
二
四
年
六
月
二
七
日
ゴ
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
及
び
ス
ト
ロ
ー
ス
氏
事
件
判
決
（
169
）は

、
条
約
に
基
づ
く
関
税
の
免

除
に
関
す
る
問
題
に
お
い
て
、「
…
当
該
措
置
は
、
完
全
に
条
約
自
体
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
…
し
た
が
っ
て
、
申
立
て
は
受
理
で
き
る
」
と
述
べ
、

条
約
と
切
り
離
し
う
る
行
為
は
審
査
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
二
六
年
二
月
五
日
カ
ラ
コ
夫
人
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判
決
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
か
く
し
て
こ
の
デ
ク
レ
が
定
め
る
条
項
は
、
協
約
自
体
と
一
体
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
訴
訟
の
対

象
と
な
る
」
と
述
べ
た
。

こ
の
切
り
離
し
う
る
行
為
の
法
理
が
判
決
で
明
確
に
表
現
さ
れ
た
の
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
三
七
年
六
月
一
一
日
ア
ル
カ
ン
産
業
社
事
件

判
決
（
170
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
（
ア
ル
カ
ン
産
業
社
）
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
会
社
に
、
航
空
用
品
の
生
産
ラ

イ
セ
ン
ス
を
、
生
産
量
に
応
じ
て
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
支
払
っ
て
も
ら
う
と
い
う
条
件
で
、
供
与
し
た
。
一
方
、
一
九
三
三
年
一
月
二
七
日
の
フ
ラ
ン

ス
‐
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
協
定
は
、
両
国
間
の
「
商
品
」
の
売
買
に
つ
い
て
、
債
務
の
相
殺
手
続
を
定
め
て
い
た
。
原
告
が
、
そ
の
協
約
に
基
づ
き
、

そ
の
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
事
務
局
に
、
債
務
相
殺
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
拒
否
さ
れ
、
ま
た
担
当
大
臣
も
そ
れ
を
支
持
し

た
。
原
告
は
、
こ
の
条
約
の
「
商
品
」
と
は
、
物
質
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
ず
適
用
さ
れ
る
と
主
張
し
、
そ
の
決
定
の
取
消
し
を
求
め
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
事
務
局
の
作
用
に
関
係
が
あ
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
決
定
は
、
こ
の
条
約
と
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
行
政
訴
訟
の
対
象
と
な
り
う
る
」
と
述
べ
、「
切
り
離
す
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
訴
訟
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
を
説
明

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
以
降
、
条
約
を
執
行
す
る
行
為
は
、
基
本
的
に
、
統
治
行
為
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
査
可
能
な
行
為
と
な
っ
た
。
こ
の

こ
と
を
、
セ
ラ
ン
は
、「
か
く
し
て
、
現
在
の
法
的
状
況
で
は
、
条
約
は
国
内
法
に
お
い
て
合
法
性
の
法
源
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
条
約
の
適
用
の
た

め
に
取
ら
れ
た
措
置
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
従
属
的
で
枠
付
け
ら
れ
た
行
為
、
つ
ま
り
執
行
行
為
で
あ
る
。
執
行
機
関
に
属
す
る
自
由
な
『
外
交
』

活
動
の
現
わ
れ
と
は
違
い
、
そ
れ
ら
の
措
置
は
、
こ
の
同
じ
機
関
が
行
っ
て
い
る
行
政
活
動
の
現
わ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
、
条
約
の
執
行
は
裁
判
所

に
よ
っ
て
審
査
で
き
る
と
し
て
い
る
（
171
）。

八
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八
二

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
168
）
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tat,27
ju

in
1924,S

ieu
rs

G
old

sch
m

id
t

et
S

trau
ss,

L
e
b
o
n

,p
p
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p
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ote

É
d
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）
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第
八
節
　
条
約
の
留
保
・
改
正

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
条
約
に
留
保
を
附
す
と
き
の
手
続
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
議
会
の
許
可
は
条
約
そ
の
も
の
の
締

結
だ
け
に
か
か
わ
り
、
留
保
及
び
解
釈
宣
言
は
執
行
権
の
専
権
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
172
）。

つ
ま
り
、
留
保
・
解
釈
宣
言
に
つ
い
て
議
会
は
関
与
し
な

い
。
そ
れ
は
、
批
准
を
許
可
す
る
法
律
が
議
会
で
採
択
さ
れ
て
も
、
執
行
権
が
そ
の
批
准
を
行
な
う
義
務
を
も
た
な
い
の
と
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
（
173
）。

こ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
裁
判
例
な
ど
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
外
務
大
臣
が
次
の
よ
う
な
答
弁
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
も
し
、

執
行
権
が
条
約
の
開
始
あ
る
い
は
廃
棄
の
機
会
の
判
断
者
で
あ
る
な
ら
、
執
行
権
が
、
条
約
を
、
留
保
を
す
る
と
い
う
方
法
で
、
部
分
的
に
有
効
に

す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
よ
り
強
い
理
由
で
当
然
で
あ
る
。
こ
の
執
行
権
の
判
断
は
、
緊
密
に
外
交
作
用
の
実
施
に
結
び

つ
い
て
お
り
、
相
手
国
の
行
動
と
国
際
状
況
の
展
開
に
し
ば
し
ば
由
来
す
る
、
政
治
的
状
況
的
理
由
に
よ
っ
て
本
質
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
」
（
174
）。こ

れ
に
つ
い
て
、
セ
ラ
ン
は
、
条
約
の
批
准
、
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
と
同
様
、
や
は
り
、
留
保
を
す
る
か
ど
う
か
も
統
治
行

為
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
175
）。

た
だ
こ
の
場
合
、
執
行
権
が
、
法
規
範
を
破
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
あ
え

て
統
治
行
為
と
す
る
必
要
は
な
く
、
単
な
る
自
由
裁
量
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

条
約
の
改
正
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
元
の
条
約
の
中
に
改
正
条
項
が
あ
る
場
合
、
憲
法
五
三
条
に
よ
る
議
会
の
介
入
な
し
で
、
可
能
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
判
例
で
も
、
一
九
七
八
年
四
月
二
九
日
の
憲
法
院
判
決
（
176
）は

、「
憲
法
五
三
条
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
る
条
件
に
お
け
る
立
法
に
よ

八
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八
四

る
許
可
と
い
う
承
認
手
続
が
全
く
欠
け
て
い
る
と
き
で
も
、
適
法
に
…
国
際
通
貨
基
金
に
関
す
る
協
定
に
同
意
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
署
名
し
た
（
元

と
な
る
国
際
〔
引
用
者
補
足
〕）
約
束
の
効
力
に
よ
っ
て
、
改
正
さ
れ
た
条
項
は
…
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
義
務
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
172
）

C
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s
u

p
r
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n
ote
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S
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n
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）
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第
九
節
　
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止

一
　
現
在
の
制
度

条
約
の
終
了
と
は
、
一
般
的
に
、
有
効
に
締
結
さ
れ
効
力
を
生
じ
た
条
約
が
一
定
の
事
情
の
発
生
に
よ
り
効
力
を
失
い
、
条
約
と
し
て
の
存
在
を

失
う
こ
と
で
あ
る
。
運
用
停
止
と
は
、
条
約
の
効
力
を
一
時
的
に
停
止
す
る
こ
と
で
あ
る
（
177
）。

こ
の
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
は
、
当
事
国
の
同
意
の

あ
る
場
合
と
、
な
い
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
国
の
同
意
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
も
、

重
大
な
条
約
違
反
（
六
〇
条
）
や
事
情
の
根
本
的
な
変
化
（
六
二
条
）
な
ど
の
場
合
は
、
条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
の
根
拠
と
し
て
援
用
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
憲
法
五
五
条
が
、「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ

る
各
協
定
も
し
く
は
各
条
約
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
布
後
直
ち
に
法
律
よ
り
優
越
す
る
効
力
を
も
つ
」
と
定
め
、
他
方
当
事
国
が
、
国
際

約
束
を
そ
の
国
内
で
施
行
し
な
い
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
当
該
国
際
約
束
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
施
行
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
国
際
法
上
の

条
約
違
反
の
場
合
に
つ
い
て
国
内
的
に
と
り
う
る
措
置
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
憲
法
五
五
条
は
、
自
国
固
有
の
判
断
で
、
一
方
的
に
条
約
を
終
了
・

運
用
停
止
に
で
き
る
と
し
て
お
り
、
全
く
の
一
方
的
決
定
を
認
め
て
い
な
い
国
際
法
の
規
定
を
超
え
た
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
178
）。

条
約
の
運
用

停
止
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
は
、
事
情
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
る
条
約
の
運
用
の
停
止
に
関
す
る
も
の
と
、
憲
法
五
五
条
が
定
め
る
相
互
性
の

条
件
に
関
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
よ
う
（
179
）。

八
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八
六

二
　
事
情
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
る
条
約
の
運
用
停
止

事
情
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
る
条
約
の
運
用
停
止
は
、
か
つ
て
か
ら
統
治
行
為
と
さ
れ
て
き
た
（
180
）。

そ
の
よ
う
な
判
断
を
明
確
に
確
認
し
た
の
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
九
二
年
一
二
月
一
八
日
ジ
ロ
ン
ド
県
知
事
対
マ
ム
デ
ィ
氏
判
決
（
181
）で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

一
九
八
三
年
に
署
名
さ
れ
翌
年
に
官
報
で
公
布
さ
れ
た
仏
‐
モ
ロ
ッ
コ
協
定
に
よ
る
と
、
モ
ロ
ッ
コ
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
入
国
す
る
た

め
の
ヴ
ィ
ザ
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
テ
ロ
が
多
発
し
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
一
一
日
に
外
務

大
臣
が
モ
ロ
ッ
コ
国
大
使
に
通
告
し
、
同
年
一
〇
月
一
八
日
に
官
報
に
公
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
ヴ
ィ
ザ
免
除
条
項
を
一
方
的
に
運
用

停
止
と
し
た
。
原
告
（
モ
ロ
ッ
コ
人
）
は
、
一
九
八
九
年
に
入
国
し
た
後
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
紛
失
し
、
そ
の
結
果
ヴ
ィ
ザ
も
取
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
ジ
ロ
ン
ド
県
知
事
は
、
一
九
九
〇
年
九
月
二
四
日
に
、
原
告
を
不
法
入
国
で
あ
る
と
し
、
国
外
退
去
処
分
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

原
告
が
、
こ
の
決
定
の
取
消
を
求
め
て
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
告
の
主
張
を
退
け
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
…
（
ヴ
ィ
ザ
免
除
条
項
の
部
分
に
つ
き
、
モ
ロ
ッ
コ
に
当
該
〔
引
用
者
補
足
〕）
協
定
を
運
用
停
止
に
す
る
決
定
を
知
ら
せ
た
。
こ
の

運
用
停
止
の
決
定
は
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
一
八
日
の
官
報
に
公
布
さ
れ
た
外
務
大
臣
の
通
知
に
よ
り
、
公
衆
に
知
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
フ
ラ

ン
ス
本
国
と
海
外
県
に
お
け
る
外
国
人
の
入
国
条
件
に
関
す
る
一
九
八
四
年
四
月
一
〇
日
の
命
令
（arrêté

）
第
一
条
の
適
用
に
よ
り
、
マ
ム
デ
ィ

氏
は
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
の
時
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
領
内
に
合
法
的
に
滞
在
す
る
た
め
に
は
、
有
効
期
間
内
で
か
つ
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ィ
ザ
が

付
い
て
い
る
、
モ
ロ
ッ
コ
政
府
の
パ
ス
ポ
ー
ト
ま
た
は
代
わ
り
と
な
る
旅
行
許
可
証
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。
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協
定
の
運
用
停
止
が
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
論
告
担
当
官
ラ
ミ
ィ
（F

ran
cis

L
am

y

）
の
論
告
が
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
（
182
）。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
外
務
大
臣
は
、
モ
ロ
ッ
コ
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
多
発
と
い
う
「
事
情
の
根
本
的

な
変
化
」
が
、
協
定
の
部
分
的
運
用
停
止
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
国
内
法
の
観
点
に
お
い
て
は
次
の
こ
と
が
い
え
る
。「
政
府
が
一
方
的
に
条
約
の
運
用
停
止
を
す
る
と
い
う
決
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国

際
関
係
に
関
す
る
行
動
に
お
い
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
国
際
関
係
に
関
す
る
行
動
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
『
統
治
行
為
』

を
構
成
す
る
」。「
国
際
約
束
に
対
す
る
す
べ
て
の
実
害
の
あ
る
違
反
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
大
統
領
が
も
し
も
の
と
き
に
そ
れ
ら
の
条
約
の
実
施

に
（
条
約
の
運
用
停
止
と
い
う
手
段
で
〔
引
用
者
補
足
〕）
反
対
し
う
る
こ
と
は
時
宜
を
得
た
（o

p
p

o
rtu

n

）
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
全
く
の

政
治
的
問
題
（q

u
estion

p
u

rem
en

t
p

olitiq
u

e
）
で
あ
り
、
憲
法
典
は
そ
れ
に
対
し
て
何
の
答
え
も
与
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
国
家
の
最
高
権
力

機
関
の
判
断
に
の
み
属
す
る
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
行
為
は
、
裁
判
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
ず
、
ま
た
、
違
法
性
の
抗
弁
の
対
象
に
も
な
ら
な

い
。た

だ
し
、
運
用
停
止
行
為
が
正
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
内
容
的
な
判
断
（
こ
の
場
合
は
、
国
際
法
上
、
事
情
の
根
本
的
な
変
化
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

運
用
停
止
の
国
際
法
上
の
手
続
は
適
法
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
判
断
〔
引
用
者
補
足
〕）
は
、
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
外
在
的
条
件

の
一
定
部
分
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
審
査
対
象
に
な
り
う
る
。
本
件
の
場
合
は
、
運
用
停
止
行
為
の
存
在
と
い
う
点
、
お
よ
び
運
用
停
止
の
公
布
の

適
法
性
と
い
う
点
の
二
点
が
問
題
と
な
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
よ
る
運
用
停
止
行
為
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
、
国
際
約

八
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八

束
の
公
布
に
関
す
る
デ
ク
レ
は
、
特
に
運
用
停
止
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
条
約
の
運
用
停
止
は
、
そ
の
条
約
が
規
律
対
象
と
し
て
い

る
領
域
の
国
内
規
範
を
復
活
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
公
布
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
運
用
停
止
は
官
報
で
公
布
さ
れ
て

い
る
の
で
、
運
用
停
止
が
国
内
的
効
力
を
発
生
す
る
た
め
の
要
件
を
み
た
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
、
こ
の
事
件
で
は
、
協
定
が
一
方
的
に
運
用
停
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
国
間
の
条
約
の
運
用
停
止
は
、
国
際
法
上
基
本
的

に
合
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
合
意
が
な
か
っ
た
か
ら
、
当
該
運
用
停
止
は
国
際
法
に
反
す
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
（
183
）。

し
か
し
、
こ
の
事

件
で
は
、
条
約
の
運
用
停
止
は
「
統
治
行
為
」
で
あ
り
、
国
際
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
審
査
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決

の
論
告
は
、
裁
判
所
が
、
運
用
停
止
行
為
の
存
在
そ
の
も
の
と
、
当
該
行
為
の
公
布
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
判
断
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
の
判
例
で
は
、
統
治
行
為
の
範
囲
が
そ
れ
な
り
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

三
　
相
互
性
の
条
件
に
よ
る
運
用
停
止

相
互
性
の
条
件
に
よ
る
運
用
停
止
に
つ
い
て
も
、
司
法
裁
判
所
で
は
統
治
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
184
）。

こ
れ
を
行
政
裁
判
所
で
も
確
認
し
た
判
決

が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
八
一
年
五
月
二
九
日
レ
ク
事
件
判
決
（
185
）で

あ
る
。
事
実
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
五
九
年
一
二
月
二
六
日
の
予
算
法
律
七
一
条
Ⅰ
は
、
旧
植
民
地
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
た
め
に
働
い
て
い
た
者
の
年
金
に
つ
い
て
、
一

九
六
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
年
金
を
物
価
に
応
じ
た
引
き
上
げ
な
ど
が
な
い
固
定
制
の
、
元
の
年
金
に
み
あ
う
終
身
手
当
に
切
り
替
え
る
と
定

め
て
い
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
締
結
し
た
一
九
六
二
年
三
月
一
九
日
の
エ
ビ
ア
ン
協
定
一
五
条
は
、
上
述
の
予
算
法
律
七
一
条

Ⅰ
を
排
除
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
年
金
の
権
利
は
完
全
に
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
も
フ
ラ
ン
ス
人
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の
年
金
を
保
障
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
原
告
（
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
支
配
下
の
時
期
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
学
校
の
校
長

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
六
四
年
に
、
上
述
の
予
算
法
律
に
よ
り
原
告
の
年
金
を
終
身
手
当
に
切
り
替
え
た
。
そ
の
理
由
は
、
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
が
協
定
の
一
五
条
を
守
ら
な
い
の
で
、
憲
法
五
五
条
に
よ
り
協
定
の
一
五
条
は
運
用
停
止
さ
れ
、
協
定
の
一
五
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
条
約
ま
た
は
協
定
に
つ
い
て
の
一
方
の
当
事
国
に
よ
る
執
行
の
状
態
が
、
そ
の
性
質
上
、
そ
の
条
約
ま

た
は
協
定
の
条
項
か
ら
、
そ
の
条
項
に
憲
法
が
与
え
て
い
る
効
力
を
奪
う
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
そ
う
な
る
か
を
判
断
す
る
の

は
、
行
政
裁
判
の
判
事
の
役
割
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
レ
ク
氏
の
申
請
に
対
し
て
判
決
す
る
前
に
、
問
題
の
決
定
が

あ
っ
た
一
九
六
四
年
に
お
い
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
一
九
六
二
年
三
月
一
九
日
の
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
宣
言
を
適
用
し
て
い
た
状
態
が
、
そ
の

性
質
上
、
…
そ
の
宣
言
の
一
五
条
の
前
出
の
条
項
か
ら
、
そ
の
効
力
を
奪
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
外
務
大
臣
に
付
託
し
て
し
か
る

べ
き
で
あ
る
」。

さ
ら
に
、
本
判
決
の
論
告
担
当
官
テ
リ
ィ
（Jean

-F
ran

çois
T

h
éry

）
は
、
な
ぜ
、
裁
判
官
が
憲
法
五
五
条
の
相
互
性
の
条
件
を
審
査
す
べ
き

で
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
相
互
性
の
留
保
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
国
際
関
係
に
か
か
わ
る
行
動
に
関
係
す
る
行
為
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
実
際
に
、
憲
法
典
は
、
相
互
性
が
欠
け
る

と
き
に
、
権
限
あ
る
機
関
に
条
約
の
適
用
を
停
止
す
る
義
務
、
、

を
全
く
課
し
て
い
な
い
。
憲
法
典
は
、
そ
の
諸
機
関
に
、
手
段
、
、

と
、
武
器
、
、

を
与
え
、
そ

し
て
そ
の
諸
機
関
に
、
こ
の
手
段
と
武
器
を
、
全
く
の
時
宜
性

、
、
、
、
、
、

（p
u

re
op

p
ortu

n
ité

）
に
よ
る
判
断
に
よ
っ
て
、
利
用
す
る
こ
と
を
委
ね
て
い
る
」

（
強
調
原
著
者
）

（
186
）。

八
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に
よ
る
条
約
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審
査
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い
て
（
一
）
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

九
〇

こ
の
よ
う
に
、
判
決
で
は
、
相
互
性
の
条
件
の
判
断
を
行
政
に
ゆ
だ
ね
て
お
り
、
こ
の
判
断
を
統
治
行
為
と
み
な
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
二
〇
〇
三
年
二
月
一
三
日
の
シ
ュ
ヴ
ロ
ル
判
決
（
187
）で

、
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
の
判
断
を
否

定
し
、
外
務
大
臣
に
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
求
め
、
そ
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
一
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

「
た
と
え
、
相
互
性
の
条
件
の
評
価
の
た
め
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
大
臣
に
付
託
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
う
る
と
し
て
も
、

こ
の
場
合
に
用
い
ら
れ
た
、
予
め
の
送
付
と
い
う
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
現
在
の
慣
行
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
廷
は
、
大
臣
の
意
見
に
、
つ
ま
り
、
法

廷
の
外
部
に
あ
り
、
そ
の
上
、
執
行
権
に
属
す
る
権
力
機
関
の
意
見
に
、
そ
の
意
見
を
批
判
に
も
対
審
的
な
論
争
に
も
さ
ら
す
こ
と
な
く
、
義
務
的

に
従
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
…
原
告
は
、
当
該
訴
訟
に
判
決
を
下
す
た
め
に
関
連
の
あ
る
事
実
と
法
の
諸
問
題
す
べ
て
を
検
討
す
る
た
め
に

十
分
な
権
限
を
も
つ
、
あ
る
い
は
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」。

こ
の
判
決
に
よ
り
、
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
の
立
場
は
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
裁
判
所

は
、
執
行
権
に
相
互
性
の
条
件
が
充
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
付
託
し
、
そ
の
答
え
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
従
来
の
立
場
は
と
れ
な
い
こ

と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
す
る
と
、
解
決
策
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
裁
判
官
は
、
自
ら
相
互
性
の
条
件
に
つ

き
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
。
第
二
は
、
相
互
性
の
条
件
に
つ
き
政
府
が
一
般
的
な
形
で
決
定
し
、
そ
の
決
定
を
公
布
し
な
い
か
ぎ
り
、
裁

判
官
は
、
そ
の
ま
ま
国
際
約
束
を
適
用
す
る
と
い
う
立
場
。
第
三
は
、
執
行
権
が
裁
判
時
に
相
互
性
の
条
件
に
よ
り
国
際
約
束
が
執
行
停
止
さ
れ
る

と
主
張
し
た
と
き
に
、
裁
判
所
が
、
そ
の
判
断
に
つ
い
て
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
審
査
す
る
と
い
う
立
場
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
立
場
を

と
る
と
統
治
行
為
の
余
地
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
立
場
だ
と
、
政
府
の
一
般
的
決
定
自
体
は
、
裁
判
の
審
査
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
第
三
の
立
場
だ
と
、
執
行
権
が
、
相
互
性
の
条
件
を
利
用
し
て
執
行
停
止
を
主
張
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
審
査
対
象
に
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な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
衡
量
し
た
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
選
択
す
る

か
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
、
事
情
変
更
の
原
則
に
関
連
す
る
判
例
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
以
前
の
相
互
性
の
条
件
に
関
連
す
る
判
例
を
通
じ
て
み
る

と
、
条
約
の
運
用
停
止
が
統
治
行
為
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
、
結
局
、
①
国
際
関
係
に
関
す
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
国
際
関
係
に
関
す
る
行
為

か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
、
②
政
治
的
な
時
宜
性
の
判
断
が
必
要
な
全
く
の
政
治
的
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
、
に
求
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
な
お
、「
時
宜
性
」
と
い
う
概
念
は
、
適
法
性
（légalité

）
と
い
う
概
念
に
対
比
さ
れ
る
も
の
で
、
権
力
機
関
が
あ
る
行
為
や
決
定

を
す
る
と
き
に
斟
酌
す
る
、
利
害
、
効
用
、
正
当
性
な
ど
に
つ
い
て
の
各
種
の
考
慮
を
さ
す
。

条
約
の
終
了
・
破
棄
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
（
第
一
章
第
一
節
一
（
２
）
参
照
）、
執
行
権
は
議
会
の
介
入
な
し
に
そ
れ
ら
の
行
為
を
行

え
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
特
に
判
例
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
運
用
停
止
の

場
合
と
同
様
の
理
由
で
、
統
治
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
188
）。

九
一

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
177
）
参
照
、
大
森
正
仁
「
条
約
の
終
了
お
よ
び
運
用
停
止
」（
国
際
法
事
例
研
究
会
編
・
前
出
註
（
51
）、
所
収
）
一
九
五
頁
。

（
178
）

C
f.T

h
éry,

in
fr

a
n

ote
185,p

.1712.

（
179
）
こ
の
問
題
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
齊
藤
芳
浩
「
統
治
行
為
と
し
て
の
条
約
の
運
用
停
止
（
１
）（
２
）」
福
岡
県
立
大
学
紀

要
一
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
‐
二
〇
頁
、
福
岡
県
立
大
学
人
間
社
会
学
部
紀
要
一
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
‐
一
五
頁
。
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小
括

以
上
で
み
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
裁
判
所
に
よ
る
、
条
約
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
審
査
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
記

述
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
論
者
の
中
に
は
、
統
治
行
為
の
概
念
の
中
に
、
自
由
裁
量
行
為
と
も
解
さ
れ
る
も
の
を
含
め
て
論
じ
て
い

る
者
も
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

①
従
来
か
ら
統
治
行
為
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
条
約
の
公
布
の
要
件
が
あ
る
。

②
従
来
は
統
治
行
為
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
裁
判
所
が
審
査
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
条
約
自
体
（
た
だ
し
行
政
裁
判
で
は
越
権
訴
訟
で
は
な

く
、
国
家
賠
償
訴
訟
に
よ
る
場
合
）、
条
約
の
締
結
手
続
、
条
約
の
解
釈
、
条
約
の
執
行
が
あ
る
。

③
現
在
で
も
統
治
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
条
約
の
交
渉
、
条
約
の
締
結
の
決
定
そ
の
も
の
（
判
例
は
な
い
。
な
お
、
自
由
裁
量
行

為
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
）、
公
布
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
そ
の
も
の
、
条
約
の
留
保
（
判
例
は
な
い
。
な
お
、
自
由
裁
量
行
為
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
）、
条
約
の
運
用
停
止
・
終
了
（
終
了
に
つ
い
て
は
判
例
は
な
い
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
条
約
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
交
渉
の
あ
り
方
を
争
う
よ
り

は
条
約
そ
の
も
の
を
争
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
条
約
の
交
渉
を
除
く
と
、
現
在
の
時
点
で
判
例
に
よ
り
統
治
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
結

局
、
公
布
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
そ
の
も
の
と
条
約
の
運
用
停
止
だ
け
で
あ
る
。
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